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令和２年第３回大崎町議会定例会  
会  期 

令和２年 ９月 １０日（木）から                                             １５日間 
令和２年 ９月 ２４日（木）まで  

月  日 曜 日 時刻 本会議 委員会 摘   要 
１０日 木 １０ 第１日  諸般の報告 

会期の決定 
議案・陳情等上程 

１１日 金 ９  委員会 付託案件の審査 
１２日 土    休     会 
１３日 日    休     会 
１４日 月 ９  委員会 予      備 
１５日 火    予      備 
１６日 水    予      備 
１７日 木 １０ 第２日 委員会 一般質問 
１８日 金    予      備 
１９日 土    休     会 
２０日 日    休     会 
２１日 月    休会（敬老の日） 
２２日 火    休会（秋分の日） 
２３日 水    予      備 
２４日 木 １０ 第３日  付託案件の審査報告 

議案・陳情等上程  



（1） 

令和２年第３回大崎町議会定例会会議録目次 

 

第１号（９月１０日）（木） 

１．開  会 ······························································   5 

２．開  議 ······························································   5 

３．日程第１ 会議録署名議員の指名 ········································   5 

４．日程第２ 会期の決定 ··················································   5 

５．日程第３ 諸般の報告 ··················································   5 

神﨑総務厚生常任委員長報告 ············································   5 

富重文教経済常任委員長報告 ············································   7 

６．日程第４ 行政報告 ····················································   9 

東町長報告 ····························································  10 

７．日程第５ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年 

度大崎町一般会計補正予算（３号）） ···············  11 

東町長提案理由説明 ····················································  11 

上橋総務課長 ··························································  11 

８．日程第６ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償 

の額を定めることについて） ······················  14 

東町長提案理由説明 ····················································  14 

上橋総務課長 ··························································  14 

９．日程第７ 議案第３０号 令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号） ····  15 

東町長提案理由説明 ····················································  15 

上橋総務課長 ··························································  15 

10．休  憩 ······························································  21 

11．日程第８ 議案第３１号 令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第１号） ································  21 

東町長提案理由説明 ····················································  21 

相星保健福祉課長 ······················································  21 

12．日程第９ 議案第３２号 令和２年度大崎町水道事業会計補正予算 

（第１号） ····································  22 

東町長提案理由説明 ····················································  22 

髙田水道課長 ··························································  22 

中山美幸君 ····························································  23 

髙田水道課長 ··························································  23 



（2） 

中山美幸君 ····························································  24 

髙田水道課長 ··························································  24 

13．日程第１０ 議案第３３号 令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補 

正予算（第１号） ····························  24 

東町長提案理由説明 ····················································  24 

髙田水道課長 ··························································  25 

14．日程第１１ 議案第３４号 大崎町手数料条例の一部を改正する条例の制 

定について ··································  25 

東町長提案理由説明 ····················································  26 

小野住民環境課長 ······················································  26 

15．日程第１２ 議案第３５号 大崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保 

育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例の制定について ··············  27 

東町長提案理由説明 ····················································  27 

相星保健福祉課長 ······················································  28 

16．日程第１３ 議案第３６号 大崎町子ども医療費の助成に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について ··············  31 

東町長提案理由説明 ····················································  31 

相星保健福祉課長 ······················································  31 

17．日程第１４ 議案第３７号 町有財産（建物）の無償貸付について ··········  33 

東町長提案理由説明 ····················································  33 

中野企画調整課長 ······················································  33 

18．休  憩 ······························································  35 

吉原信雄君 ····························································  35 

19．休  憩 ······························································  35 

20．日程第１５ 同意第１３号 農業委員会委員の任命について ················  35 

東町長提案理由説明 ····················································  36 

21．日程第１６ 陳情第２号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人 

数学級の前進を求める陳情 ······················  37 

22．散  会 ······························································  38 

 

第２号（９月１７日）（木） 

１．開  議 ······························································  45 

２．日程第１ 会議録署名議員の指名 ········································  45 



（3） 

３．日程第２ 一般質問 ····················································  45 

稲留光晴君 ····························································  45 

東町長 ································································  45 

稲留光晴君 ····························································  46 

東町長 ································································  46 

稲留光晴君 ····························································  46 

東町長 ································································  46 

竹本耕地課長 ··························································  46 

稲留光晴君 ····························································  47 

竹本耕地課長 ··························································  47 

稲留光晴君 ····························································  47 

竹本耕地課長 ··························································  47 

稲留光晴君 ····························································  47 

東町長 ································································  47 

稲留光晴君 ····························································  48 

東町長 ································································  48 

稲留光晴君 ····························································  48 

東町長 ································································  49 

稲留光晴君 ····························································  49 

東町長 ································································  49 

稲留光晴君 ····························································  49 

東町長 ································································  50 

稲留光晴君 ····························································  50 

東町長 ································································  50 

稲留光晴君 ····························································  51 

東町長 ································································  51 

中村農林振興課長 ······················································  51 

稲留光晴君 ····························································  51 

中村農林振興課長 ······················································  51 

稲留光晴君 ····························································  51 

中村農林振興課長 ······················································  51 

稲留光晴君 ····························································  51 

中村農林振興課長 ······················································  52 

稲留光晴君 ····························································  52 



（4） 

東町長 ································································  52 

稲留光晴君 ····························································  52 

中村農林振興課長 ······················································  52 

稲留光晴君 ····························································  52 

東町長 ································································  52 

中野企画調整課長 ······················································  52 

稲留光晴君 ····························································  53 

東町長 ································································  53 

稲留光晴君 ····························································  53 

東町長 ································································  53 

稲留光晴君 ····························································  53 

児玉孝德君 ····························································  54 

東町長 ································································  55 

上橋総務課長 ··························································  56 

児玉孝德君 ····························································  56 

東町長 ································································  56 

児玉孝德君 ····························································  57 

東町長 ································································  57 

児玉孝德君 ····························································  58 

東町長 ································································  58 

児玉孝德君 ····························································  58 

東町長 ································································  58 

児玉孝德君 ····························································  59 

東町長 ································································  59 

児玉孝德君 ····························································  59 

東町長 ································································  59 

児玉孝德君 ····························································  60 

東町長 ································································  60 

児玉孝德君 ····························································  61 

東町長 ································································  62 

児玉孝德君 ····························································  62 

東町長 ································································  62 

児玉孝德君 ····························································  63 

東町長 ································································  64 



（5） 

児玉孝德君 ····························································  64 

東町長 ································································  65 

児玉孝德君 ····························································  65 

東町長 ································································  65 

児玉孝德君 ····························································  66 

東町長 ································································  66 

相星保健福祉課長 ······················································  66 

児玉孝德君 ····························································  67 

東町長 ································································  67 

児玉孝德君 ····························································  67 

藤井教育長 ····························································  67 

児玉孝德君 ····························································  68 

藤井教育長 ····························································  68 

児玉孝德君 ····························································  69 

藤井教育長 ····························································  69 

児玉孝德君 ····························································  69 

藤井教育長 ····························································  69 

児玉孝德君 ····························································  69 

平田慎一君 ····························································  70 

東町長 ································································  70 

平田慎一君 ····························································  71 

東町長 ································································  71 

相星保健福祉課長 ······················································  71 

平田慎一君 ····························································  72 

相星保健福祉課長 ······················································  72 

平田慎一君 ····························································  73 

相星保健福祉課長 ······················································  73 

平田慎一君 ····························································  73 

相星保健福祉課長 ······················································  73 

平田慎一君 ····························································  73 

東町長 ································································  73 

平田慎一君 ····························································  74 

相星保健福祉課長 ······················································  74 

平田慎一君 ····························································  74 



（6） 

東町長 ································································  75 

平田慎一君 ····························································  75 

４．休  憩 ······························································  76 

平田慎一君 ····························································  76 

東町長 ································································  76 

平田慎一君 ····························································  76 

東町長 ································································  77 

相星保健福祉課長 ······················································  77 

平田慎一君 ····························································  77 

相星保健福祉課長 ······················································  77 

平田慎一君 ····························································  77 

相星保健福祉課長 ······················································  77 

平田慎一君 ····························································  78 

東町長 ································································  78 

平田慎一君 ····························································  78 

藤井教育長 ····························································  78 

平田慎一君 ····························································  79 

藤井教育長 ····························································  79 

平田慎一君 ····························································  80 

藤井教育長 ····························································  80 

平田慎一君 ····························································  80 

藤井教育長 ····························································  80 

平田慎一君 ····························································  80 

藤井教育長 ····························································  81 

平田慎一君 ····························································  81 

藤井教育長 ····························································  81 

平田慎一君 ····························································  81 

藤井教育長 ····························································  81 

平田慎一君 ····························································  82 

藤井教育長 ····························································  82 

平田慎一君 ····························································  84 

藤井教育長 ····························································  84 

平田慎一君 ····························································  84 

東町長 ································································  85 



（7） 

平田慎一君 ····························································  85 

東町長 ································································  85 

平田慎一君 ····························································  86 

東町長 ································································  86 

上橋総務課長 ··························································  86 

平田慎一君 ····························································  87 

上橋総務課長 ··························································  87 

平田慎一君 ····························································  87 

東町長 ································································  87 

時見建設課長 ··························································  87 

竹本耕地課長 ··························································  88 

中村農林振興課長 ······················································  88 

平田慎一君 ····························································  89 

東町長 ································································  89 

平田慎一君 ····························································  90 

東町長 ································································  90 

平田慎一君 ····························································  91 

東町長 ································································  91 

平田慎一君 ····························································  92 

東町長 ································································  92 

平田慎一君 ····························································  92 

５．日程第３ 陳情第３号 商工会に対する令和３年度補助金要望等について ····  93 

６．日程第４ 陳情第４号 特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度 

市町村補助金（補正予算）及び令和３年度補助 

金（当初）の要望について ························  93 

７．散  会 ······························································  93 

 

第３号（９月２４日）（木） 

１．開  議 ······························································ 100 

２．日程第１ 会議録署名議員の指名 ········································ 100 

３．日程第２ 議案第３０号 令和２年度大崎町一般会計補正予算(第４号) ······ 100 

神﨑予算審査特別委員長報告 ············································ 100 

４．日程第３ 議案第３１号 令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第１号)  ································ 103 



（8） 

神﨑総務厚生常任委員長報告 ············································ 103 

５．日程第４ 議案第３２号 令和２年度大崎町水道事業会計補正予算 

（第１号） ···································· 104 

富重文教経済常任委員長報告 ············································ 104 

６．日程第５ 議案第３３号 令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正 

予算（第１号） ································ 106 

富重文教経済常任委員長報告 ············································ 106 

７．日程第６ 議案第３７号 町有財産（建物）の無償貸付について ············ 108 

諸木旧大崎第一中学校跡地利用調査特別委員長報告 ························ 108 

８．日程第７ 報告第２号 令和元年度大崎町健全化判断比率の報告 

について ········································ 111 

東町長提案理由説明 ···················································· 111 

９．日程第８ 報告第３号 令和元年度大崎町資金不足比率の報告について ······ 112 

東町長提案理由説明 ···················································· 112 

10．日程第９ 認定第１号 令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定につ 

いて ············································ 112 

11．日程第１０ 認定第２号 令和元年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳 

入歳出決算認定について ························ 112 

12．日程第１１ 認定第３号 令和元年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入 

歳出決算認定について ·························· 112 

13．日程第１２ 認定第４号 令和元年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳 

出決算認定について ···························· 113 

14．日程第１３ 認定第５号 令和元年度大崎町水道事業会計決算認定につい 

て ············································ 113 

15．日程第１４ 認定第６号 令和元年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入 

歳出決算認定について ·························· 113 

東町長提案理由説明 ···················································· 113 

上橋総務課長 ·························································· 113 

相星保健福祉課長 ······················································ 116 

髙田水道課長 ·························································· 119 

16．日程第１５ 議案第３８号 令和元年度大崎町水道事業剰余金の処分につ 

いて ········································ 122 

東町長提案理由説明 ···················································· 122 

17．日程第１６ 選任第１号 令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決算審査特 



（9） 

別委員会委員の選任について ···················· 123 

18．休  憩 ······························································ 124 

19．日程第１７ 陳情第４号 特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度 

市町村補助金（補正予算）及び令和３年度補助 

金（当初）の要望について ······················ 124 

20．日程第１８ 陳情第３号 商工会に対する令和３年度補助金要望等について ·· 124 

神﨑総務厚生常任委員長報告 ············································ 124 

21．日程第１９ 発委第１号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財 

政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め 

る意見書（案）の提出について ·················· 128 

神﨑文男君 ···························································· 128 

22．日程第２０ 発委第２号 大崎町議会基本条例の一部を改正する条例の提 

              出について ···································· 130 

吉原信雄君 ···························································· 130 

23．日程第２１ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに 

              ついて ········································ 131 

東町長提案理由説明 ···················································· 131 

24．日程第２２ 議員派遣の件 ·············································· 132 

25．日程第２３ 閉会中継続審査・調査申出書 ································ 133 

26．閉  会 ······························································ 133 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 

 

９月１０日（木） 

 



－ 3 － 

令和２年第３回大崎町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和２年９月１０日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（８番，９番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第  ５ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

             （令和２年度大崎町一般会計補正予算（第３号）） 

日程第  ６ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

             （損害賠償の額を定めることについて） 

(特) 日程第 ７  議案第３０号 令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号） 

(総) 日程第 ８ 議案第３１号 令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

(文) 日程第 ９ 議案第３２号 令和２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

(文) 日程第１０ 議案第３３号 令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

   日程第１１ 議案第３４号 大崎町手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   日程第１２ 議案第３５号 大崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

   日程第１３ 議案第３６号 大崎町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

(特) 日程第１４  議案第３７号 町有財産（建物）の無償貸付について 

   日程第１５ 同意第１３号 農業委員会委員の任命について 

(文) 日程第１６ 陳情第 ２号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学

級の前進を求める陳情 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 



－ 4 － 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 

３番 児 玉 孝 德 ９番 上 原 正 一 

４番 稲 留 光 晴 １０番 小 野 光 夫 

５番 神 﨑 文 男 １１番 諸 木 悦 朗 

６番 中 倉 広 文 １２番 宮 本 昭 一 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 中 村 富士夫 

副 町 長 千 歳 史 郎 耕 地 課 長 竹 本 忠 行 

教 育 長 藤 井 光 興 建 設 課 長 時 見 和 久 

会 計管理者 西 髙 和 義 農委事務局長 川 畑 定 浩 

総 務 課 長 上 橋 孝 幸 水 道 課 長 髙 田 利 郎 

企画調整課長 中 野 伸 一 教委管理課長 上 野 明 仁 

住民環境課長 小 野 厚 生 社会教育課長 今 吉 孝 志 

保健福祉課長 相 星 永 悟 税 務 課 長 本 松 健一郎 

 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 本 髙 秀 俊 

次長兼調査係長 宮 本 修 一 

次長兼議事係長 垣 内 吉 郎 

庶 務係主幹 西   ゆかり 

 



 

－ 5 － 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 皆さん、おはようございます。 

これより、令和２年第３回大崎町議会定例会を開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（宮本昭一君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番、中山美幸君、及び

９番、上原正一君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（宮本昭一君） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

今期定例会の会期は、お手元に配付してある日程案のとおり、本日から９月２４

日まで１５日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月２４日までの１５日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（宮本昭一君） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

閉会中の各常任委員会における町内事務調査の報告を求めます。 

まず、総務厚生常任委員長に報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（神﨑文男君） 令和２年第２回定例本会議において、当委員会

に付託されました閉会中の町内事務調査の調査経過と結果について、報告いたしま

す。 

総務厚生常任委員会では、関係所管の総務課、企画調整課について、去る６月２

３日、町内事務調査として、小型動力ポンプ付積載車、耐震性貯水槽新設工事、あ

すぱる大崎井水ポンプ取替修繕及びふれあいの里公園ランニングコース整備工事に

ついて、調査を行いました。 

調査は、委員出席のもと、現地において担当課長及び関係職員から説明を受け、

実施いたしました。 

はじめに、小型動力ポンプ付積載車について報告いたします。 

この設備は、中沖分団へ貸与されたもので、設備費の総額は１,０５６万円。納
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入日については、令和２年２月２６日でありました。財源の内訳は、石油貯蔵施設

立地対策等交付金の４８０万円と過疎対策事業債５７０万円、そして一般財源の６

万円となっております。 

この設備のうち、小型動力ポンプのバッテリーの充電方法について、バッテリー

を使用できる状態に維持するために、車庫に停止中、常時充電している状態であっ

たが、消防車が走行中でもバッテリーの充電が行えるような仕組みが考えられない

か検討するよう要望した。また、小型動力ポンプ付積載車を格納している消防詰所

の駐車スペースには、車止めが無い状況であった。団員が誰でも安全で安心して運

転し、駐車できるよう車どめを設置するよう要望する。 

次に、耐震性貯水槽新設工事について報告いたします。 

この施設は、菱田校区の諏訪下地区にある菱田分団消防分団詰所の駐車場に新設

されたもので、施設整備費の総額は６７０万円。完成は、令和元年１０月２９日で

ありました。財源の内訳は、過疎対策事業債５２０万円と一般財源１５０万円とな

っております。この施設の敷地内に設置してある貯水槽の設置場所を示す看板につ

いては、一方向を向いているため道路側から見えづらくなっていた。道路を通行す

る車や人が、左右どちらかでも看板を確認できるように、両面の看板にかえるなど

対策を講じるよう要望した。 

次に、あすぱる大崎井水ポンプ取替修繕について報告いたします。 

あすぱる大崎の温泉は、源泉をくみ上げ、一旦タンクに貯蔵し、その後、源水と

井水を混ぜて温泉に使用しており、井水が不足する場合は上水を使用しています。

このうち、昨年、井水ポンプが故障し、くみ上げができず、営業を続けるには多量

の上水が必要となり、このままでは経営に大きな影響を及ぼすこととなったことか

ら、緊急に水中ポンプと制御盤の取替修繕を行ったものです。設備修繕の総額は１

６２万円で、財源の内訳は、すべてふるさと応援基金が事業費の全額に充当され、

令和元年８月３０日に完成しております。 

この井水ポンプの給水パイプのカバーについては、コーティングが剝がれ、腐食

している状態であったため、早急に改善するよう要望する。また、温泉の敷地内に

設置してある煙突については、倒壊防止用のワイヤーが張ってあったが、ワイヤー

を固定する箇所が脆弱であり、台風時の強風で倒れる可能性があるため、何らかの

対策を講じるよう要望した。 

最後に、ふれあいの里公園ランニング整備工事について報告いたします。 

この施設は、スポーツ振興ゾーン整備計画に基づき、長距離競技の合宿者が、冬

季の早朝練習前に準備運動で使用するための照明施設付のランニングコースを、拠

点施設とロード練習で多く利用する国道４４８号に近いふれあいの里公園内に整備
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することにより、より多くの陸上競技合宿に対応できるよう環境整備を行ったもの

です。施設整備の総額は３,７０７万円で、財源の内訳は、県補助金１,８５３万５,

０００円と一般財源の１,８５３万５,０００円で、令和元年１０月１１日に完成検

査を行っております。 

この施設については、遮熱ゴムチップ舗装工となっているため、使用する際には

スパイクを履いての使用を禁じる看板を設置するなど、維持管理には十分注意を払

うよう要望した。また、総延長が５００メートルとなっているが、さらに利便性を

向上させるために延長を体育館の周辺まで伸ばすなど、継続的に事業に取り組むよ

う要望した。 

以上で、総務厚生常任委員会における町内事務調査の報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） 次に、文教経済常任委員長に報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（富重幸博君） 令和２年第２回定例本会議において、当委員会

に付託されました閉会中の町内事務調査の調査経過と結果について報告いたします。 

文教経済常任委員会では、関係所管する教育委員会管理課、水道課、耕地課及び

建設課について、去る７月１６日、町内事務調査として、野方小学校遊具新設工事、

中山第一水源地深井戸水中ポンプ取替工事、農業農村活性化推進施設等整備事業

（持留井堰改修工事）、社会資本整備総合交付金事業（轟橋補修工事）及び過疎対

策道路整備事業（中尾山村線道路改良工事３１－１及び３１－２）について、調査

を行いました。 

はじめに、野方小学校遊具新設工事について報告いたします。 

現地における調査では、教育委員会管理課長及び担当者からの説明を受けました。

工事請負額は１２１万円で、大型４連ブランコ１基、ブランコ片側柵１基の新設工

事が行われており、令和元年１１月２４日に完成しております。 

遊具の安全点検はどのような状況なのかとの問いに対し、四、五年前に安全点検

を実施しており、そのときに危険だと判断された遊具を対象に、これまで更新して

いる状況である。近年、安全点検を実施していないことから、安全性を確保すると

いう観点から安全点検を実施したいと考えている。また、学校に専門業者が来たと

きには、一通り点検をしてもらっている状況である。なお、野方小学校においては、

毎月１回安全点検日を設けており、遊具を含めた全施設を点検している状況である

とのことでありました。 

次に、中山第一水源地深井戸水中ポンプ取替工事について報告いたします。 

現地における調査では、水道課工務係長及び担当者からの説明を受けました。工

事請負額は２２４万４,０００円で、深井戸水中ポンプ１台の取替工事が行われて

おり、令和２年１月３１日に完成しております。 



 

－ 8 － 

中山第一水源地の地下水は、どれぐらいまで上がってきているのか、また、ボー

リングは何メーター掘ってあるのかとの問いに対し、この水源地は、地下水につい

ては地面から三、四メーターの深さのところで確認できる状況であり、ボーリング

については１２０メーターの深さまで掘ってある。なお、一番湧水量の多い深さで

地下水をくみ上げるため、６５メートルくらいのところにケーシングという網目状

の配管を設置して地下水をくみ上げている状況であるとのことでありました。 

次に、農業農村活性化推進施設等整備事業（持留井堰改修工事）について報告い

たします。 

現地における調査では、耕地課長及び担当者からの説明を受けました。工事請負

額は１,２００万円で、幅３メートル、高さ０.５メートルの自動転倒ゲート一式、

Ｒ型暗渠５００型が延長６.５メートル、護床ブロック２トン型４個を使用し、改

修工事を実施しており、令和２年３月１６日に完成しております。 

井堰の改修工事を実施したときは、川の水を迂回させる等の対策を施して施工し

たのかとの問いに対し、当該工事は契約日が令和元年１０月１５日となっており、

田んぼを耕作していない時期、用水を必要としない時期を考慮した上で施工したと

のことでありました。 

次に、社会資本整備総合交付金事業（轟橋補修工事）について報告いたします。 

現地における調査では、建設課長及び担当者からの説明を受けました。当該補修

工事は、橋長が１２.０２メートル、幅員が４.８８メートル、岸面修復工が０.１

５６立方メートル、橋面補修工が４５.４平方メートル、伸縮装置設置工が８.４メ

ートルとなっております。工事請負額については、轟橋の補修工事のほかに２橋の

補修工事を含めて２,６５３万円となっておりますが、轟橋の工事請負額について

は１,３１７万１,０００円であります。なお、完成年月日については、令和２年３

月２６日となっております。 

補修工事を行うに当たっては耐震診断を実施したと思うが、橋を架け替えた方が

よいというような診断結果ではなかったのかとの問いに対し、轟橋は昭和２９年に

完成した橋であるが、耐震診断の結果は健全であったため、その結果を踏まえた上

で、架け替えるのではなく、現在ある橋の補修を行い、長寿命化を図っていくとい

う方針のもと、整備を行ったものであるとのことでありました。なお、今回、轟橋

の事務調査のため現地を視察した際、県道側から轟橋に向かって右側手前の橋の欄

干と道路の取付け部分の一部に、トラロープを使って転落防止のための柵が施して

ある状況が確認できたことから、通行する車輌や通行人の安全を確保するという観

点からも、安全対策のための追加工事を実施するなどの対応策を検討していただく

よう要望いたしました。 
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最後に、過疎対策道路整備事業（中尾山村線道路改良工事３１－１及び３１－

２）について報告いたします。 

現地における調査では、建設課長及び担当者から説明を受けました。 

まず、過疎対策道路整備事業（中尾山村線道路改良工事３１－１）についてであ

りますが、工事請負額は２,７８１万５,０００円となっており、工事延長１５１メ

ートル、３００型落蓋側溝１４３メートル、５００型自由勾配側溝１２メートル、

６００型落蓋側溝６９.５メートル、アスファルト舗装工８３０平方メートルで、

令和２年３月１８日に完成しております。 

次に、過疎対策道路整備事業（中尾山村線道路改良工事３１－２）についてであ

りますが、工事請負額は３,２９８万５,０００円となっており、工事延長２４０メ

ートル、３００型自由勾配側溝３２９メートル、歩車道境界ブロック設置８９メー

トル、アスファルト舗装工（車道・路肩）１,５２７平方メートル、アスファルト

舗装工、歩道でありますが、１６６平方メートルで、令和２年３月１８日に完成し

ております。 

中尾山村線道路改良工事３１－１及び３１－２ともに、変更契約を２回行ってい

るが、この要因は何かとの質問に対し、工事の施工に当たり、電柱移転の事務処理

を早めに行っていたが、電柱移転を行う九州電力などが他の工事現場を抱えていた

ことなどから、電柱が移転するまでに時間を要してしまったため工事ができない期

間が生じてしまったことや、工事の内容を変更したために変更契約を行ったもので

あるとの答弁でありました。 

さらに、委員から、この地域は、地形的な問題から排水の処理が難しいのではな

いかとの問いに対し、今回、改良工事をした道路の真ん中に既設の大きな側溝があ

るので、その側溝に排水できるようにしたり、自由勾配側溝を使用して、国道側や

その反対側に排水できるように流域を分けるなどの工夫を行っているとのことであ

りました。 

さらに、委員から、歩道が設置されていない部分も見受けられるが、その理由に

ついて確認したところ、今回、道路改良した部分すべてに歩道を設置した場合、家

屋の補償が必要となり、改良工事の費用が多額になることから、費用を抑えるため

に今回のような形での施工になったとのことでありました。 

以上で、文教経済常任委員会における町内事務調査の報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これで、「諸般の報告」を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（宮本昭一君） 日程第４「行政報告」を行います。これを許可します。町長。 
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○町長（東 靖弘君） 令和２年第３回議会定例会に当たり諸般の行政報告をいたしま

す。 

 まず、はじめに、総務課関係でございます。 

台風１０号による被害状況等について、報告いたします。今回の台風は、気象庁

が特別警報級を事前予告するなど、過去最大級の警戒を呼びかける異例の対応がな

されたところでございますが、幸いにも、九州南部に最接近する頃には台風の勢力

は予想を下回り、倒木被害や広域停電はあったものの、人的被害や土砂災害・水害

など、当初想定されていた甚大な被害は免れることができ、７月豪雨災害の復旧に

取り組んでいるさなかのこともあり、私も安堵いたしました。本町における災害対

応でございますが、当初、９月６日日曜日午後には暴風域に入ることが予想されて

おりましたので、前日の５日土曜日午後５時に警戒対策本部を設置し、町内全域に

避難準備・高齢者等避難開始を発令し、翌日午前８時３０分に災害対策本部に移行

すると同時に、町内全域に避難勧告を発令いたしました。なお、今回開設した避難

所は８施設で、合計で２５７世帯４２６人が非難されておりました。 

続きまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連における特別定額給付

金事業についてでございます。 

給付事業につきましては、８月７日をもって受付を終了しております。給付状況

でありますが、給付対象世帯数６,７５１件に対し、給付世帯数が６,７３８件、辞

退や死亡における未支給世帯数が５件、国外等による連絡不能世帯数が８件となっ

ております。また、給付額については１２億８,８７０万円でございました。 

次に、保健福祉課関係でございます。 

新型コロナウイルス感染症についての感染の状況につきましては、国内外におき

まして収束の見通しが全くつかない状況が続いているところでございます。本町に

おきます感染状況でございますが、去る７月４日に１名の感染者が確認されました。

対策本部におきまして、町施設の使用制限やイベントの自粛等を行うとともに、町

民に対しては、防災無線、広報紙、ホームページ等におきまして不要不急の外出自

粛やマスクの着用、３密を避けるなどの新しい生活様式を意識した行動変容の徹底

をお願いしているところでございます。また、感染された方への人権配慮を強くお

願いしたところでもございます。 

現在のところ、町内におきまして、新たな感染者は確認されておりませんが、県

内外の発生状況を見ますと、いつ２例目が発生してもおかしくない状況であること

には変わりはありません。引き続き、強い危機感を持って感染拡大防止対策に努め

てまいります。 

次に、社会教育課関係でございます。 
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民法の改正によりまして、２０２２年４月１日から、成年年齢が２０歳から１８

歳に引き下げられます。そこで、法施行後の成人式の実施年齢について、１８歳も

しくは２０歳のいずれが妥当と思われるか、住民を対象にアンケートを実施いたし

ましたところ、７割強の方々が２０歳での実施が望ましいとの結果でございました。

このことから、２０２２年度以降のいわゆる成人式は、２０歳に達した年度に、

「二十歳を祝う会」等の名称で実施することといたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これで、行政報告は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度大崎町一

般会計補正予算（第３号）） 

○議長（宮本昭一君） 日程第５、承認第４号「専決処分の承認を求めることについて

（令和２年度大崎町一般会計補正予算（第３号））」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

令和２年度大崎町一般会計補正予算（第３号）は、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、７月６日付で専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により

報告するものでございますが、歳入歳出予算の総額に４億４,９６７万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１０２億４,８５２万５,０００円にするものでご

ざいます。 

補正の内容は、７月３日以降の断続的な大雨による令和２年７月豪雨に伴う災害

復旧経費でございます。 

よろしく審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、歳出から御説明いたしますので、歳入歳出補正

予算事項別明細書の８ページをお願いいたします。 

款３民生費、目１災害救助費は、災害救助法の適用地域に指定されたことに伴う

被災者の救助等に要する経費でございます。節３職員手当等９８万２,０００円は、

災害対応や避難所開設等に伴う職員の時間外勤務手当でございます。節１０需用費

４２８万３,０００円は、被災住宅の応急修理を行うための修繕料などでございま

す。節１２委託料３５万２,０００円は、災害による被害認定業務に係る委託料で

ございます。節１３使用料及び賃借料１１０万４,０００円は、被災住宅等に流入

した土石等を除去するための機械借上料でございます。節１９扶助費１９万円は、

被災者に対し支給するための被服寝具や生活必需品などの経費でございます。 
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款４衛生費、目１し尿塵芥処理費、節１１役務費６６０万円は、土砂災害によっ

て生じた草木等の廃棄物処分料でございます。節１２委託料１３５万円は、浸水等

の被害のあった住宅等から排出された廃棄物の収集運搬等の業務委託料でございま

す。 

款８消防費、目３防災対策費、節１８負担金，補助及び交付金８００万円は、土

砂流入より住宅や事業所等に被害を受けたものに対し、その土砂撤去費用等の一部

を助成するものでございます。 

款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、目１現年災害復旧費は、合

計で２億３,７７０万９,０００円でございます。農地や水路等への被害に対する災

害応急に伴うものでございますが、そのうち、主なものを申し上げますので、次の

９ページをお願いいたします。節１０需用費３１２万７,０００円は、持留地区農

業構造改善センターの空調等の修繕料が主なものでございます。節１２委託料１億

９９５万円は、災害復旧に伴う測量設計委託料１億円などでございます。節１３使

用料及び賃借料９,１９９万３,０００円は、農道や林道の土砂撤去等に係る機械借

上料でございます。節１４工事請負費３,０００万円は、農業用施設等の災害応急

工事費でございます。項２公共土木施設災害復旧費、目１現年災害復旧費１億８,

２９８万円は、町道や河川、橋りょうに係る災害復旧費でございます。主なものを

申し上げます。節１２委託料１億１,０００万円は、道路、河川、橋りょうの各災

害復旧に伴う測量設計委託料が主でございます。節１３使用料及び賃借料４,１７

０万円は、町道の土砂撤去等に係る機械借上料でございます。節１４工事請負費３,

０００万円は、持留川護岸等の災害応急工事費でございます。 

１０ページをお願いいたします。項３文教施設災害復旧費、目１現年災害復旧費

５５８万６,０００円は、持留小学校及び持留地区農村広場の災害復旧に伴うもの

でございます。節１０需用費、節１２委託料及び節１４工事請負費は、持留小学校

の空調修繕や配水施設の復旧工事等に係る経費でございます。節１３使用料及び賃

借料１３８万６,０００円は、持留小学校及び持留地区農村広場内の土砂撤去に係

る機械借上料でございます。項４その他公共施設・公用施設災害復旧費、目１現年

災害復旧費、節１３使用料及び賃借料５４万５,０００円は、町有地斜面の土砂撤

去に係る機械借上料でございます。 

歳出の最後に、予備費を載せてございますが、これは財源の調整でございます。 

これで歳出を終わりまして、次に歳入について説明いたしますので、６ページを

お願いいたします。 

款１１地方交付税、目１地方交付税２億７,０００万円の増は、財源の調整でご

ざいます。 
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款１３分担金及び負担金、目２災害復旧費分担金２４０万円は、農業用地等の小

災害復旧にかかる受益者分担金でございます。 

款１５国庫支出金、目８清掃費国庫補助金３９７万５,０００円は、災害等廃棄

物処理事業に対する補助金でございます。 

款１６県支出金、目１民生費負担金６９１万１,０００円は、災害救助法の適用

に伴う災害救助費負担金でございます。 

款１９繰入金、目１財政調整基金繰入金２,５２５万円は、財源の調整でござい

ます。 

款２０繰越金、目１繰越金、節１前年度繰越金１億４,０３６万２,０００円は、

確定に伴う補正増でございます。 

款２１諸収入、目１雑入７７万９,０００円は、公共施設の災害復旧費に対する

保険金でございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第４号は、会議規則第３

９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度

大崎町一般会計補正予算（第３号））」は承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度大崎町

一般会計補正予算（第３号））」は承認することに決定いたしました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定める

ことについて） 

○議長（宮本昭一君） 日程第６、承認第５号「専決処分の承認を求めることについて

（損害賠償の額を定めることについて）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、税務課職員が関係する交通事故について示談が成立し、損害賠償の額を

定め賠償することを、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしま

したので、同条第３項の規定により報告するものでございます。 

よろしく審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたしますので、３枚目に添付しており

ます示談書をごらんいただきたいと思います。 

事故発生日時は、令和２年６月１１日午前９時１０分頃でございます。 

当該事故は、大崎町役場の駐車場で発生したものでございます。公用車を運転し

ていた職員は、税務課の西堂祐太郎、相手方は東串良町池之原の久保いち子さんで

ございます。 

事故の原因、状況でございますが、当日は、公用車で現地に向かうため、役場駐

車場において、県道大崎輝北線側の出入口方向に走行していたところ、県道側から

駐車場に進入し、バックで駐車しようとしていた久保さんの自動車と接触したもの

でございます。 

事故の責任割合は、今回の事故の原因がお互いの前方及び周囲の確認不足から起

こったことであることから、示談内容のとおり、職員が２０％、久保さんが８０％

の過失があるという内容で示談が成立いたしましたので、示談書のとおり損害賠償

の額を１万１,２２４円と定め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分をし、報告するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第５号は、会議規則第３

９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議
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ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。承認第５号「専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の

額を定めることについて）」は承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、承認第５号「専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定

めることについて）」は承認することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第３０号 令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第７、議案第３０号「令和２年度大崎町一般会計補正予算

（第４号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３６億３,６７８万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１３８億８,

５３１万１,０００円にするものでございます。歳出の主なものは、ふるさと納税

促進事業、災害復旧費、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る経費などでござ

います。歳入は、国庫支出金、県支出金、寄附金の増が主なものでございます。 

 よろしく審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

今回の補正予算は、ふるさと納税促進事業及び災害復旧事業、新型コロナウイル

ス感染症対策事業に関する経費が主なものとなっております。なお、人件費につき

ましては、人事異動等に伴う増減でございますので説明を省略させていただきます。 

まず、歳出から御説明いたしますので、歳入歳出補正予算事項別明細書の１４ペ

ージをお願いいたします。 

款２総務費、目６財産管理費には１,３２４万３,０００円でございます。主なも
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のは、町有地に隣接しております城内共有墓地の移設関連経費でございます。町有

地は、急傾斜地になっており、昨今の豪雨により土砂が崩落した経緯もございます。

また、飲食店にも接していることから、自然災害から住民の生命・財産を守る事前

防災の観点から、今回補正をお願いするものでございます。 

目１０企画費、節１８負担金，補助及び交付金８００万円は、定住住宅取得補助

金を、実績と今後の見込みにより補正するものでございます。目１５新型コロナウ

イルス感染症対策事業費、節１２委託料５００万円は、コロナ禍における交流人口

誘致対策として動画素材を作成するための業務委託料４００万円と、外国人への各

種情報提供を行うための業務委託料１００万円でございます。節１７備品購入費１

２１万円は、Ｗｅｂ会議やテレワークに対応するための機器購入費でございます。 

１５ページをお願いいたします。項２徴税費、目２賦課徴収費、節１８負担金，

補助及び交付金３７２万１,０００円は、確定申告の受付に必要な税務ＬＡＮシス

テムの改修負担金が主なものでございます。 

１６ページをお願いいたします。款３民生費、目３老人福祉センター管理費７３

７万円は、老朽化に伴う老人福祉センターのキュービクル改修工事費でございます。 

１７ページをお願いいたします。目１０被災者生活支援費、節１９扶助費４００

万円は、７月豪雨災害により住宅や店舗が全壊または半壊、床上浸水等の被害を受

けた方を対象に、２０万円を上限に支給するものでございます。項３災害救助費、

目１災害救助費、節２０貸付金４２０万円は、災害により住宅や家財等に被害を受

けられた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方に貸し付ける災害援護資金貸付金

でございます。 

１８ページをお願いいたします。款４衛生費、目１０新型コロナウイルス感染症

対策事業費、節１８負担金，補助及び交付金７００万円は、特別定額給付金の対象

とならなかった新生児を対象に、子育て支援臨時給付金を支給するものでございま

す。項２清掃費、目１し尿塵芥処理費、節１２委託料９４８万５,０００円は、し

尿メタン発酵処理事業化可能性調査に、引き続き実施いたします炭素循環事業化可

能性調査に係る費用でございますが、今回事業採択を受けたことから補正をお願い

するものでございます。 

１９ページをお願いいたしまして、上のほうになりますが、節１８負担金，補助

及び交付金２,４１４万６,０００円は、国の災害等廃棄物処理事業費補助金を活用

いたしまして、豪雨災害により被災した住宅の自主解体費用に対し、補助するもの

でございます。 

２０ページをお願いいたします。款５農林水産業費、目１５新型コロナウイルス

感染症対策事業費、節１０需用費１１０万円は、小中学校の給食に県内産牛肉を提
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供するための購入日でございます。節１８負担金，補助及び交付金２,９００万円

は、肥育牛の経営農家や肉用子牛生産者を支援する給付金事業のほか、国の持続化

給付金の対象とならなかった農林漁業者に対し、一律３０万円を支給する給付金で

ございます。 

２１ページをお願いいたします。款６商工費、目２商工業振興費の補正額は１９

億９,５８４万円でございます。補正の内容は、主に歳入のふるさと納税寄附金２

０億円の補正増に対する関連経費の増減でございます。なお、関連経費の見込みと

いたしまして、節２４積立金８億２,０６６万４,０００円をふるさと応援基金に積

み立てる予定でございます。また、節１８負担金，補助及び交付金４１６万円の減

は、夏祭りなどの事業中止に伴う商工会イベント事業補助金の減でございます。目

３観光費、次の２２ページをお願いいたしまして、節１４工事請負費１,３００万

円は、くにの松原キャンプ場にバンガロー１棟を建設するための工事請負費でござ

います。節１８負担金，補助及び交付金４２５万円の減は、事業中止に伴うものが

主でございますが、このうち、陸上の聖地づくり実行委員会補助金３００万円は、

ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅において開催予定の陸上競技室内大

会の運営に対する補助金でございます。目４新型コロナウイルス感染症対策事業費

は、商工業者支援や消費喚起を目的としたものでございます。節１２委託料１００

万円は、後継者不足も踏まえた事業承継に対する相談調査を目的とした委託料でご

ざいます。節１８負担金，補助及び交付金１億２,９１２万２,０００円のうち、感

染症対策委員会補助金１億１２万２,０００円は、本町独自の事業経営持続化給付

金の第２弾や、全町民向け商品券配付などのコロナ対策事業費でございます。次の

プレミアム商品券発行事業補助金２,９００万円は、プレミアム率１００％の商品

券発行事業に係る補助金でございます。 

２３ページをお願いいたします。款７土木費、目２道路改良費は、社会資本整備

総合交付金を活用した橋りょうの長寿命化に係る経費の補正が主なものでございま

す。節１２委託料６００万円は、橋りょう点検によりまして測量箇所を見直したこ

とによります測量設計委託料の増でございます。 

款８消防費、目２非常備消防費、節１７備品購入費９１万１,０００円は災害救

助用の救命ボートや救命胴衣等の備品購入費でございます。 

２４ページをお願いいたします。項１消防費、目４新型コロナウイルス感染症対

策事業費、節１０需用費４０１万７,０００円は、コロナ禍における避難所の感染

対策用品としまして段ボールベッドやパーティション、マスクなどの備蓄品を購入

するための消耗品費でございます。 

款９教育費、目２事務局費、節２０貸付金２４６万円の減は、奨学金の借り入れ



 

－ 18 － 

実績に伴う減でございます。 

２５ページをお願いいたします。項２小学校費、目１学校管理費、節１２委託料

７４５万８,０００円の減は、ＩＣＴ教育環境整備等業務委託として当初予算で計

上しておりましたが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により公立学校情報

機器整備費補助金の拡充が行われたことや、地方創生臨時交付金の対象となったこ

とにより事業費の見直しを行い、目３新型コロナウイルス感染症対策事業費に組み

替えたことによる減でございます。目２教育振興費、節１３使用料及び賃借料９１

４万３,０００円の減につきましても、先ほどと同様に、新型コロナウイルス感染

症対策事業費の備品に組み替えたことによる減でございます。 

目３新型コロナウイルス感染症対策事業費は、合計で９,６６３万６,０００円で

ございます。コロナ感染防止対策用品の購入費とＩＣＴ教育環境整備に係るもので

ございますが、主なものを申し上げます。節１２委託料のうち、ＧＩＧＡスクール

サポーター配置支援業務委託料１９８万円は、教職員に対するＩＣＴ機器の取り扱

いなどのサポート業務委託料でございます。次の、ＩＣＴ支援業務委託料１８４万

８,０００円は、ＩＣＴを活用した学習支援を指導・助言する支援員の設置に対す

る委託料でございます。次の、ＩＣＴ教育環境整備等業務委託料７４５万８,００

０円は、タブレット端末のセキュリティ環境整備などに要する業務でございますが、

目１学校管理費から組み替えたものでございます。節１７備品購入費のうち、小学

校ＩＣＴ教育用備品８,１９３万８,０００円は、タブレット等のＩＣＴ機器の購入

費でございます。目２教育振興費から組み替えたものでございますが、国の補助金

拡充及び地方創生臨時交付金によりまして、全児童が使えるよう、当初より台数を

増やしております。 

２６ページをお願いいたします。項３中学校費、目１学校管理費、節１２委託料

１２３万２,０００円の減と、目２教育振興費、節１３使用料及び賃借料２９２万

７,０００円の減は、いずれも小学校費と同様、目３新型コロナウイルス感染症対

策事業費に組み替えたことによる減でございます。目３新型コロナウイルス感染症

対策事業費は、合計で３,５１０万円でございます。これも、小学校費と同様、Ｉ

ＣＴ教育環境整備などに要する委託料の組み替え１２３万２,０００円や、タブレ

ット等のＩＣＴ機器購入費３,３１９万５,０００円が主なものでございます。 

２８ページをお願いいたします。款１０災害復旧費は、７月豪雨災害に伴うもの

でございます。この豪雨災害に伴う予算につきましては、先ほど一般会計補正予算

（第３号）で説明させていただきましたが、今回の災害復旧費につきましては、専

決処分後、引き続き行った調査等で積算したものや、災害箇所が補助対象となるこ

とを見込んで計上したところでございます。項１農林水産業施設災害復旧費、目１
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現年災害復旧費は６億１,９１７万円でございます。主なものは、節１４工事請負

費６億７００万円でございますが、持留地区を中心に、農地や水路等への土砂流入

や農道の法面崩壊等に伴う災害復旧工事費でございます。項２公共土木施設災害復

旧費、目１現年災害復旧費６億８,１０６万円は、災害復旧工事費でございますが、

飯隈橋と田中橋の２橋、持留川などの３河川、町道１２路線の災害復旧に係るもの

でございます。項３文教施設災害復旧費、目１現年災害復旧費は財源変更でござい

ます。ふるさと納税寄附金のうち、災害支援を目的としていただいた寄附金を、小

学校の災害復旧費に充当するものでございます。 

これで歳出を終わりまして、次に歳入の主なものについて説明いたします。 

９ページをお願いいたします。款１０地方特例交付金、目１地方特例交付金５５

３万４,０００円は、交付決定に伴い増額するものでございます。 

款１１地方交付税、目１地方交付税７９２万１,０００円は、普通交付税の決定

に伴う増でございます。 

款１３分担金及び負担金、目２災害復旧費分担金２,６７２万２,０００円は、農

地等の災害復旧に係る分担金でございます。 

款１５国庫支出金から款１５県支出金までは、歳出で計上しております各事業の

見込み及び決定等に伴う増減でございますので説明を省略させていただきますが、

その中で、９ページの一番下にございます目１総務費国庫補助金のうち、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３億６,９８２万６,０００円は、国の第

１次補正分と第２次補正分をあわせたものでございます。 

１１ページをお願いいたします。款１８寄附金、目１一般寄附金のふるさと納税

寄附金２０億４００万円は、これまでの実績と今後の見込みにより増額するもので

ございます。当初の目標額は１０億円でございましたが、既に寄附金額は１０億円

を超えており、新たに目標額を３０億円に設定するものでございます。また、この

うち４００万円につきましては、災害支援を目的としたふるさと納税寄附金でござ

いまして、小学校の災害復旧費の財源として充当いたしております。 

款１９繰入金、目１財政調整基金繰入金及び目５ふるさと応援基金繰入金の減は

財源の調整でございます。 

款２１諸収入、目１雑入は合計で１,３７２万６,０００円の増でございます。主

なものは、脱炭素型地域づくりモデル形成事業補助金９４８万５,０００円と、鹿

児島県被災者生活支援金４００万円でございます。 

１２ページをお願いいたします。款２２町債でございます。目６災害復旧債３億

９,６００万円は、災害復旧費の財源として予定しております。 

次に、債務負担行為補正について説明いたしますので、５ページをお願いいたし
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ます。（１）追加でございますが、表内に記載してございます３つの事業の業務委

託料でございます。現在の債務負担行為期間が今年度をもって終了することから、

新たに令和３年度からの債務負担行為をお願いするものでございます。 

まず、道の駅くにの松原おおさき管理運営業務委託料でございますが、期間は３

年度から１２年度までの１０年間で、７２７万円を限度額としております。 

次に、大崎町益丸プール管理運営業務委託料でございますが、期間は３年度から

７年度までの５年間で、限度額は８８０万円でございます。 

次に、大崎町くにの松原キャンプ場管理運営業務委託料でございますが、期間は

３年度から７年度までの５年間で、限度額は１,４４５万円でございます。 

次の６ページをお願いいたします。同じく債務負担行為の追加でございますが、

豪雨災害で被害を受けられた方で災害援護資金を借り受けた方が支払う償還金のう

ち、利子に相当する額について助成する事業になります。期間は、利子の支払いが

生じる令和６年度から１２年度までの７年間で、限度額は２８万円でございます。 

次に、第３表地方債の追加でございます。現年発生補助災害復旧事業として３億

９,６００万円を限度額として予定しております。なお、起債の方法、利率、償還

の方法につきましては御覧いただきたいと思います。 

なお、２９ページ以降に給与費明細書を添付してございますので、御参照いただ

きたいと思います。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ここでお諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案第３０号は、令和２年度大崎町一般会計補正

予算（第４号）審査特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３０号は、令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）審査特

別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

さらにお諮りいたします。特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条

第１項及び第４項の規定により、議長を除く１１名の諸君を指名いたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました１１名の諸君を、令和２年度大崎町一般会計

補正予算（第４号）審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

これより特別委員会の委員長及び副委員長の互選をしていただきます。 

委員会条例第８条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長は、特

別委員会において互選することになっております。さらに、同条例第９条第１項の

規定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会招集日時及

び場所を定めて、その互選を行わせることになっておりますので、これより特別委

員会の委員長及び副委員長の互選を議員控室でしていただきます。 

これより暫時休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５９分 

再開 午前１１時０７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長の氏名を報告い

たします。委員長に、５番、神﨑文男君、副委員長に、４番、稲留光晴君が選任さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第３１号 令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第８、議案第３１号「令和２年度大崎町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１億７,４００万３,０００円とす

るものでございます。 

補正は、保険料還付金を補正増するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（相星永悟君） それでは、後期高齢者医療特別会計につきまして御説

明いたします。予算書によりまして歳出から御説明いたしますので、７ページをお

開きください。 
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款２諸支出金、目１後期高齢者保険料還付金、節２２償還金，利子及び割引料１

５万円の増額でございますが、過誤納に係ります保険料の還付で、県広域連合から

受け入れた分を被保険者の関係者等に還付するものでございますが、当初予算に対

し不足が生じましたことから増額をお願いするものでございます。被保険者の死亡

による還付金が主なものでございます。 

以上で歳出を終わりまして、次に歳入を御説明いたします。６ページをお願いい

たします。款５諸収入、目１還付金、節１還付金１５万円の増額でございます。歳

出で御説明いたしました返還金として、県広域連合から受け入れるものでございま

す。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３１号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第３２号 令和２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第９、議案第３２号「令和２年度大崎町水道事業会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、収益的支出並びに資本的支出の補

正増となり、収益的支出の予定額を２億１,０２２万１,０００円に、資本的支出の

予定額を１億４,４３６万６,０００円とするものでございます。 

まず、収益的支出の主な補正内容につきましては、中山第２水源地伐採委託料と

なっております。 

資本的支出につきましては、中山第２水源地調整槽築造実施設計業務委託料が主

なものとなっております。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（髙田利郎君） それでは、御説明いたします。 

現在、大崎町内の大崎校区、持留校区、大丸校区、それから中沖校区におきまし

ては、中山第２水源地にございます調整槽で次亜塩素によります滅菌消毒を行いま

して、鳥越配水池、永吉配水池に送水し、そのあと家庭に給水しております。安
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心・安全な水を供給するため、塩素濃度の管理を行っておりますが、この調整に非

常に苦慮している現状でございます。また、調整槽につきましては、昭和５０年９

月に完成しており、４５年経過しております。構造は鉄筋コンクリート造りで、耐

震機能は低い施設であると認識しております。 

以上のことから、令和３年度に、塩素消毒施設の改修及び耐震機能を備えました

調整槽の築造工事を実施したいと考えておりますが、そのための実施設計等に必要

な経費を、今回の補正で計上したところでございます。 

それでは、補正予算書の参考資料で説明いたしますので８ページをお願いします。

収益的支出の説明になります。支出の第１款水道事業費用、第１項営業費用１９５

万９,０００円の増は、中山第２水源地に隣接いたします山林の伐採委託料が主な

ものでございます。 

次に、資本的支出でございます。第１款資本的支出、第１項建設改良費１,４５

７万１,０００円の増は、中山第２水源地調整槽築造の実施設計業務委託費が主な

ものでございます。 

これで説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） ちょっとお伺いします。永吉、鳥越の水源地に発送している水

源地の改修といいますか増築されるということなんですが、それによって町民はど

のような利益を受けるのかということと、非常に一括で調整できるようになるんじ

ゃないかなというふうに理解しているんですが、かなり古いようですので、是非や

っていただきたいなということもあるんですが、町民に対してどのような効果が出

てくるかということと、今回、いろんな災害で畑かん等の被害も出たわけですが、

そういったことに対応するということでどうなるのかということ、その点について

お示しをいただきたいと思います。 

○水道課長（髙田利郎君） 町民にどのような利益が出るかということでございますが、

現在は、先ほど申しましたように塩素消毒を常に監視をしながら給水をしておりま

す。夏場におきましては、特に塩素の調整というのが温度の関係でなかなか一定し

ない、そういう状況になりますので、水道法でいわれております塩素濃度の最低限

度の注入量を確保するために、こういった施設を整備したいと考えておりますが、

安定した水質の水を常に供給できるというところが町民の皆さんへの受益になろう

かと思っております。 

それから、新しい調整槽につきましては、耐震機能を備えましたタンクの構造と

したいと思っておりますので、そのために、また安定した給水も可能になるという

ことで考えております。 
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以上で終わります。 

○８番（中山美幸君） 今の説明で現状と改善された部分についてはわかりましたが、

将来的にですね、本町の水質というのは非常にいい水質であろうというふうに理解

しております。以前、売買の話が出たときに、非常にうちの水源の水質については

よかったと、湧水についてミネラル分が多くて、非常にいい水源だったということ

をお伺いしておりますし、調査結果も出ておりますが、そういったことを加味する

と、将来的に人口減、そういったことを考えてくるとですね、もう少しいい法方と

いいましょうか、金額はちょっとかかると思いますがフィルター方式に変えると塩

素を入れなくてもいい。ミネラルの多い、今、自動販売機で販売されているような

水が供給できるということになるんですが、そういった方策を考えるということも

一考ありかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○水道課長（髙田利郎君） 御指摘のフィルター方法による浄化というものは、非常に

安定した水質は給水できる施設でございますので、この内容についても認識はして

おります。 

先ほど申しました塩素の残留濃度でございますが、これにつきましては水道法の

第４条、それから第２２条の衛生上の措置、それから水道法施行規則の第１７条、

これに残留塩素濃度は０.１以上、必ず保持しなければならないということがうた

ってございまして、ここを満たすためにはどうしても塩素消毒が必要となりますの

で、この施設についてはどうしても必要な施設であるということを考えております。 

○議長（宮本昭一君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３２号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第３３号 令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第１０、議案第３３号「令和２年度大崎町公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ３２５万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１億９,４２６万２,

０００円にするものでございます。 
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歳出は、総務費のうち、人事異動による人件費の減額及び、維持管理費のうち、

下水道施設である無線通報装置の取替修繕に係る費用が主でございます。 

歳入は、歳出で説明しました前年度繰越金を財源に繰り入れ充当するもの、及び

財源調整のための一般会計繰入金の減でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（髙田利郎君） それでは、大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について御説明いたします。 

今回の補正では、人事異動によりますものと事業実績に伴う補正を計上してござ

います。 

補正予算書の８ページから説明いたしますので、お願いいたします。款１公共下

水道事業費、項１公共下水道事業費、目１下水道総務費６８２万６,０００円の減

は、定期異動に伴います職員給与等の減が主なものでございます。目２維持管理費

の５５２万３,０００円の増は、町内にございますマンホールポンプ場の通信機器

の修繕費が主なものでございます。目３下水道整備費の１９５万５,０００円の減

は、業務委託契約の実績による減でございます。 

次に、歳入を御説明いたしますので、前の７ページをお願いいたします。款４繰

入金、項１他会計繰入金６５６万３,０００円の減は、今回の歳出補正及び、この

後に御説明いたします前年度繰越金の確定によります財源の調整でございます。款

５繰越金、項１繰越金、目１繰越金４７０万４,０００円の増は、前年度決算の繰

り越し確定によるものでございます。款７町債、項１町債１４０万円の減は、歳出

の補正減に伴います公共下水道事業債の減でございます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３３号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第３４号 大崎町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１１、議案第３４号「大崎町手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について」を議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、情報通信技術の活用による行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）通称デジタル手続法

が施行されて、住民基本台帳法及び番号利用法の一部が改正されたことに伴い、住

民票の除票、戸籍附票の除票の制度化及び通知カード廃止に伴う交付手数料並びに

生活保護法の適用及び公費の援助または扶助を受ける者からの請求に対し手数料の

免除をするため、条例の一部を改正するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○住民環境課長（小野厚生君） それでは、御説明いたします。 

今回の改正は、情報通信技術の活用をした行政の推進等に関する法律、通称デジ

タル手続法の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）が施行され、住民基

本台帳法及び番号利用法の一部が改正されたことに伴い、住民票の除票、戸籍附

票の除票の制度化及び通知カードの廃止に伴う交付手数料等について、所要の改

正をするものでございます。また、本町の住民からの公費の免除または扶助、生

活保護法の適用を受けている者からの請求に対する手数料の免除におきましても

明確化するものでございます。 

改正箇所につきましては、新旧対照表にアンダーラインを引いてお示ししてござ

いますので、議案の３枚目をお開きください。 

はじめに、新旧対照表の１ページ右側の現行の第６条第１項第２号の後に、改正

案としまして２つの号を追加し、第３号に本町の住民から公費の援助または扶助を

受けるため必要なものとして請求があった場合、第４号に生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）の適用を受けている者から請求があった場合とし、現行３号から

６号を、改正案では第５号から第８号に繰り下げるものであります。 

次に、その下の別表第１（第２条関係）でございますが、表中の２ページ目をお

開きください。この表では、アンダーラインを波線で表現しております。改正案の

上から７欄目に、「除かれた住民票及び戸籍の附票の写しの交付１通につき２００

円」を追加し、次に、１欄下がりまして、現行欄の「通知カードの再交付１枚につ

き５００円」を削除し、２欄下がりまして、改正案の１１欄目に、「除かれた住民

票の記載事項に関する証明１枚につき２００円」を追加するものであります。 

次に、議案の２枚目にお戻りください。一番下になりますが、附則といたしまし

て、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
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○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３４号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３４号「大崎町手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号「大崎町手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第３５号 大崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１２、議案第３５号「大崎町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、内閣府令の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準の一部改正に伴い、大崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正するものであります。 

改正する内容といたしましては、消費税率の引き上げに伴い令和元年１０月から
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開始されました利用者負担額の無償化により、幼稚園や認可外保育所等が対象とな

る子育てのための施設等利用給付の創設と、満３歳以上の子どもに対する食事の提

供に要する費用の取り扱い等について基準を定めたものと、特定地域型保育事業所

卒園後の受皿の提供を行う施設の確保義務を緩和するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（相星永悟君） それでは、御説明いたします。 

今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたように、消費税率の引き上

げに伴い令和元年１０月から開始されました幼児教育・保育の無償化等に関し、内

閣府令の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改

正により、当該基準について、市町村の条例が制定施行されるまでの間は国の基準

を市町村の条例で定める基準と見なすとされる１年間の経過措置期間が経過するこ

とに伴いまして、大崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正するものでございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表により御説明いたしますので、議案書の

１１枚目をお開きください。 

改正箇所につきましては、アンダーラインを引いてお示ししております。改正箇

所が多岐に及ぶものとなっておりますので、要点を絞って御説明いたしますことを

御理解いただきたいと思います。 

それでは、新旧対照表の１ページを御覧ください。まず、第２条は定義を規定し

ております。新たな給付制度の創設に伴いまして、従来の給付と区別をするための

用語の改正がなされました。第２条中、「支給認定」を「教育・保育支給認定」と

し、「支給認定保護者、支給認定子ども」についても、「教育・保育支給認定保護

者、教育・保育支給認定子ども」と改めております。 

以下の各条文でも同様の語句の整理を行っておりますので、以降の用語改正に係

る部分の説明は省略させていただきます。また、１２号から１６号までの５号を追

加し、それぞれ新たな用語の定義を行っているところでございます。 

次に、３ページをお開きください。第３条は、一般原則を規定しております。子

ども・子育て支援法第２条第２項に規定されている基本理念を引用した規定であり、

同条の改正に合わせて整理をしたものでございます。 

同じく３ページの第５条は、内容及び手続の説明及び同意を規定しております。

これは、保育の利用について申し込みがあった際に、事業所は保護者に対し、事前

に重要事項を説明し同意を得なければならないことを定めたものでございますが、

ここに新たに１３条で定める支払いを受ける費用に関する事項を加えるものでござ
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います。 

次に、７ページをお開きください。第１３条は、利用者負担額等の受領を規定し

ております。第１項では、満３歳から小学校就学前までの利用者負担が無償化され

たことに伴い、特定教育・保育施設が満３歳未満の利用者負担の支払いを、教育・

保育認定保護者から受けることについて改正を行っているものでございます。 

次に、９ページをお開きください。第１３条第４項第３号の改正でございます。

第１項から第３項までに規定されているもののほか、特定教育・保育施設が教育・

保育認定保護者から支払いを受けることができるものについて列記しております。

このうち、第３号の食事の提供に関する費用について、支払いを要しない用件につ

いて、アからウを追記し、規定をしております。アの中の両括弧は、（イ）の課税

要件未満で、満３歳以上の子どもの副食、イで両括弧は、（イ）の要件で、第３子

以降に当たる子どもの副食、ウは満３歳未満の保育認定子どもの食事でございます。 

次に、１７ページから１８ページを御覧ください。第３５条は、特別利用保育の

基準を規定しております。第３項は、特別利用教育を行う際の第１３条利用者負担

額等の受領の読みかえを規定しております。第１３条の改正において、先ほど追記

した規定に係る読みかえ規定を加える改正を行っております。 

次に、１９ページをお願いいたします。第３６条は、特別利用教育の基準を規定

しております。第３項の改正につきまして、先ほどの第３５条と同様の趣旨により、

読みかえ規定に係る改正を行っている部分でございます。 

次に、２１ページを御覧ください。第３８条でございますが、これは第５条と同

様の改正でございます。特定地域型保育事業者においても、保育の利用について申

し込みがあった際には、保護者に対し事前の説明する重要事項として、第４３条で

定める支払いを受ける費用に関する事項を加えるものでございます。 

次に、２３ページから２７ページを御覧ください。第４２条は、特定教育・保育

施設等との連携を規定しております。第２項から第５項まで、及び第８項を加える

改正になっております。追加した第２項及び第３項は、特定地域型保育事業者によ

る代替保育の提供について、連携施設を確保しないことができること、その場合、

連携教育を行うことを確保することを規定しております。追加した第４項及び第５

項は、特定地域型保育事業者による満３歳未満保育認定子どもへの保育の提供の終

了に際し、教育・保育認定保護者の希望に基づいて、引き続き受け入れる連携施設

を確保しないことができること、その場合、定員が２０名以上の連携協力を行うも

のを確保することを規定しております。追加した第８項は、満３歳以上児を受け入

れている事業所内事業保育を行う場合に、連携施設を確保しないことができる旨を

規定しているものでございます。 
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次に、２７ページから３０ページを御覧ください。第４３条は、利用者負担額等

の受領を規定しております。特定地域型保育事業における利用者負担額の受領につ

いて改めているものでございます。 

次に、３１ページから３２ページを御覧ください。第５０条は、準用を規定して

おります。特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育につ

いて準用する規定において、新たな定義に基づく語句の読みかえを必要とするため

改正を行っているものでございます。 

続きまして、３３ページから３４ページを御覧ください。第５１条は、特別利用

地域型保育、いわゆる１号認定子どもに対し地域型保育を提供することの基準を規

定しております。第３項の改正で、本条が第５０条で準用している箇所を準用する

規定において、新たな定義に基づく語句の読みかえ、及び無償化や食事に関する費

用に関する読みかえを必要とするため改正を行っている部分でございます。 

次に、３５ページを御覧ください。第５２条は、特定利用地域型保育、いわゆる

２号認定の子どもに対し地域型保育を提供することの基準を規定しております。 

３６ページを御覧ください。第３項の改正で、本条が準用する規定におきまして、

第５１条と同様の趣旨の改正を行っているところでございます。 

次に、３７ページから３９ページを御覧ください。現行の附則第３条につきまし

て、施設型給付費等に関する経過措置を規定しておりますが、無償化に伴いまして

新たな給付制度が創設されたことから、当該給付がなくなったため、同条を削除し、

附則第４条、第５条をそれぞれ繰り上げるものでございます。 

議案の１０ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は令

和２年１０月１日から施行するものとしております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３５号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３５号「大崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号「大崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第３６号 大崎町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１３、議案第３６号「大崎町子ども医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、鹿児島県乳幼児医療費助成条例が一部改正されたことに伴い、大崎町子

ども医療費の助成に関する条例の一部を改正するものでございます。 

改正の内容は、医療機関等における窓口負担をなくす現物給付の対象を、住民税

非課税世帯の未就学児から高校生に拡充するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（相星永悟君） それでは、御説明いたします。 

今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたように、現在、住民税非課

税世帯の未就学児を対象に、医療機関等の窓口での自己負担の支払いをなくす現物

支給の措置がとられておりますが、令和３年４月から、その対象を高校生まで拡充

するものでございます。これに伴いまして、今回、大崎町子ども医療費の助成に関

する条例の一部を改正するものでございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表により御説明いたしますので、議案の２

枚目をお開きください。 

改正箇所につきましては、アンダーラインを引いてお示ししております。今回、
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改正の対象となります第２条は定義についての規定でございますが、助成対象者が

高校生まで拡充されますことから、乳幼児の規定を廃止するため第２項を削除する

ものでございます。さらに、現行の第３項を改正案の第２項とし、乳幼児を子ども

に改め、以下を順次繰り上げるものでございます。同じく、現行の第７項にありま

す「乳幼児」を、改正案の第６項「子ども」に改めるものでございます。 

次の２ページをお開きください。第４条助成では、改正案の第１項に（以下「保

険医療機関等」という）を、以降、同じ表現が繰り返されることから、略称規定と

して加えるものでございます。また、１行おきまして、次の行の「乳幼児」を「子

ども」に改め、その下の行、改正案の保険医療機関等は、先ほどの略称規定として

改めるものでございます。第３項におきまして、現行アンダーライン箇所に、改正

案の保険等を追加し、略式規定として語句の整理を行うものでございます。 

議案の１枚目にお戻りください。附則といたしまして、この条例は公布の日から

施行し、令和３年４月１日以降の診療分から適用となります。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３６号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３６号「大崎町子ども医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３６号「大崎町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正す
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る条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第３７号 町有財産（建物）の無償貸付について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１４、議案第３７号「町有財産（建物）の無償貸付につ

いて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、これまで松本商会株式会社に貸し

付けておりました旧大崎第一中学校の体育館及び武道館について、松本商会株式会

社にかわり、新たな企業に貸し付ける必要がありますことから、地方自治法第９６

条第１項第６号及び第２３７条第２項に基づく財産の貸し付けに伴うものでござい

ます。 

松本商会株式会社が敷地内に野積みしたままの農業用廃ビニールにつきましては、

議会におきましてもたびたび御質問いただくなど、議員の皆様方はもとより、地域

の皆様にも御心配と御迷惑をおかけしておりましたが、ようやく事業譲渡先が見つ

かり、農業用ビニールの処分事業再開の見通しがつきましたことから、今回、議案

として提案させていただくこととなりました。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○企画調整課長（中野伸一君） それでは、御説明いたします。 

本議案でございますが、これまで松本商会株式会社に貸し付けておりました旧大

崎第一中学校の建物の一部を無償貸付することにつきまして、議会の審議並びに議

決をお願いするものでございます。 

これまで御報告させていただきましたとおり、松本商会株式会社が平成３０年１

２月に破産手続準備に入り、本年５月以降、京都地方裁判所において破産手続が進

められておりましたが、６月下旬、熊本市に本社を有するカラル株式会社が事業譲

渡並びに機械と農業用ビニールの処分の許可申請を行い、同月中に裁判所による許

可決定が行われましたことから、松本商会株式会社にかわり事業が再開されること

になり、新たにカラル株式会社との間で建物の貸付契約が必要となったことから、

今回の議案を提案させていただくこととなりました。 

学校施設の貸し付け方法につきましては、国庫補助対象施設の処分に関する文部

科学省通達に基づき、無償による貸し付けを行うこととしておりまして、貸付施設

の概要といたしましては、これまで松本商会株式会社に貸し付けていた施設と同じ

く、大崎町野方字迫谷５９６０番地１の旧大崎第一中学校屋内運動場及び武道場の

２つの施設で、面積として１,１７３平方メートルでございます。 
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貸し付けの相手方は、熊本市中央区坪井４丁目１０番１号カラル株式会社、代表

取締役、谷川真悟氏でございまして、貸付期間は令和２年１０月１日から令和７年

９月３０日までの５年間としております。 

貸し付け後の施設の維持管理はカラル株式会社が負担し、同社が事業を実施する

に当たり必要な貸付対象施設周辺の土地については、有償による貸付契約を締結す

ることとしております。 

貸付物件の用途といたしましては、プラスチック再製品化施設及び付帯施設とし

ております。なお、貸付相手方であるカラル株式会社が行うこととしている事業は、

以前と同じく、農業用ポリフィルムの再資源化事業でございますが、本町の上商株

式会社と東京都の松萬物産株式会社で設立された照日商事合同会社との共同事業と

して運営していくとの報告を受けております。 

本議案を御可決いただいた際は、１０月以降、機械の点検等を含む試験操業が開

始され、敷地内に野積みされております農業用ビニールの処分は１１月以降に開始

されることとなっております。 

今回のカラル株式会社の事業承継に伴い、これまで懸案事項でございました旧大

崎第一中学校敷地内に野積み状態の農業用ビニールの処分が行われますとともに、

今後、地域内において排出される農業用ビニールの処分業者が確保されますことか

ら、よろしく御審議賜りまして御可決いただきますようお願いいたします。 

説明を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ここでお諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案第３７号は、旧大崎第一中学校跡地利用調査

特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３７号は、旧大崎第一中学校跡地利用調査特別委員会を設置し、

これに付託して審査することに決定いたしました。 

さらにお諮りいたします。特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条

第１項及び第４項の規定により、議長を除く１１名の諸君を指名いたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました１１名の諸君を旧大崎第一中学校跡地利用調

査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

これより特別委員会の委員長及び副委員長の互選をしていただきます。 

委員会条例第８条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長は、特

別委員会において互選することになっております。さらに、同条例第９条第１項の

規定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会招集日時及

び場所を定めて、その互選を行わせることになっておりますので、これより特別委

員会の委員長及び副委員長の互選を議員控室でしていただきます。 

これより暫時休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午前１１時５６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長の氏名を報告い

たします。委員長に、１１番、諸木悦朗君、副委員長に、２番、富重幸博君が選任

されました。 

ここでお諮りします。まもなく昼食の時間に入りますけれども、会議終了までそ

れほど時間を要しませんので、引き続き会議を行います。よろしいですか。 

○７番（吉原信雄君） 見通しがつかない時間でしょう。もう１２時ですから打ち切っ

てですね昼からしたらどうですか。まだ時間かかります。 

○議長（宮本昭一君） そんなにはかからないと思いますけどね。どうですか、皆さん。 

暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午前１１時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 同意第１３号 農業委員会委員の任命について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１５、同意第１３号「農業委員会委員の任命について」

を議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、現在１名の欠員が生じている大崎町農業委員会委員について、令和２年

８月１８日に大崎町農業委員会委員選考委員会を開催し、同委員会から候補者につ

いての報告の受け、次の者を大崎町農業委員会委員候補者と決定いたしましたので、

農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

今回選任するのは、大崎町野方２８０６番地に在住の肥後修氏で、昭和３２年４

月９日生まれの６３歳でございます。氏は、甘藷、青果用大根を中心とした農業に

従事されております。農業に関する見識も高く、豊富な経験と知識を有されており、

農業委員会の委員として適任と思われますので、よろしく御審議賜り、御同意くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。 

何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております同意第１３号は、会議規則第３９条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論の御希望はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、同意第１３号について採決いたします。 

採決は、無記名投票をもって行います。 

議場を閉鎖いたします。 

［議場閉鎖］ 

○議長（宮本昭一君） ただいまの出席議員数は１１人であります。 

会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に７番、吉原信雄君、８番、中山
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美幸君、９番、上原正一君を指名いたします。 

投票用紙を配付いたします。 

念のため申し上げます。本案に賛成の諸君は賛成と、反対の諸君は反対と記載願

います。 

［投票用紙配付］ 

○議長（宮本昭一君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を改めます。 

［投票箱点検］ 

○議長（宮本昭一君） 異状なしと認めます。 

これより投票に移ります。 

職員の点呼に応じて順次投票を願います。 

点呼いたします。 

○事務局長（本髙秀俊君） それでは、議席番号、氏名の順で読み上げます。 

１番、平田慎一君、２番、富重幸博君、３番、児玉孝德君、４番、稲留光晴君、

５番、神﨑文男君、６番、中倉広文君、７番、吉原信雄君、８番、中山美幸君、９

番、上原正一君、１０番、小野光夫君、１１番、諸木悦朗君。 

［投票］ 

○議長（宮本昭一君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 投票漏れなしと認めます。 

開票を行います。７番、吉原信雄君、８番、中山美幸君、９番、上原正一君、立

会いを願います。 

［開票］ 

○議長（宮本昭一君） 投票の結果を報告いたします。 

投票総数１１票。有効投票１１票。無効投票０票。 

有効投票中、賛成、１１票、反対、０票。 

以上のとおり、賛成が多数であります。 

よって、同意第１３号は同意することに決定しました。 

議場の閉鎖を解きます。 

［議場開鎖］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 陳情第２号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前
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進を求める陳情 

○議長（宮本昭一君） 日程第１６、陳情第２号「国の責任による「２０人学級」を展

望した少人数学級の前進を求める陳情」を議題といたします。 

陳情第２号は、お手元に配付の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託い

たしましたので報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 以上をもって、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時１１分 
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９月１７日（木） 

 



－ 43 － 

令和２年第３回大崎町議会定例会会議録（第２号） 

 

令和２年９月１７日 

午前１０時００分開議 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名（１０番，１１番） 

日程第２ 一般質問 

日程第３ 陳情第３号 商工会に対する令和３年度補助金要望等について 

日程第４ 陳情第４号 特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村補

助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望

について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 

３番 児 玉 孝 德 ９番 上 原 正 一 

４番 稲 留 光 晴 １０番 小 野 光 夫 

５番 神 﨑 文 男 １１番 諸 木 悦 朗 

６番 中 倉 広 文 １２番 宮 本 昭 一 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 中 村 富士夫 

副 町 長 千 歳 史 郎 耕 地 課 長 竹 本 忠 行 

教 育 長 藤 井 光 興 建 設 課 長 時 見 和 久 

会 計管理者 西 髙 和 義 農委事務局長 川 畑 定 浩 

総 務 課 長 上 橋 孝 幸 水 道 課 長 髙 田 利 郎 

企画調整課長 中 野 伸 一 教委管理課長 上 野 明 仁 

住民環境課長 小 野 厚 生 社会教育課長 今 吉 孝 志 

保健福祉課長 相 星 永 悟 税 務 課 長 本 松 健一郎 

 

 



－ 44 － 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 本 髙 秀 俊 

次長兼調査係長 宮 本 修 一 

次長兼議事係長 垣 内 吉 郎 

庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） これより、本日の会を開き、直ちに会議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（宮本昭一君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１０番、小野光夫君、及

び１１番、諸木悦朗君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 一般質問 

○議長（宮本昭一君） 日程第２「一般質問」を行います。 

一般質問は、通告順により許可いたします。まず、４番、稲留光晴君の質問を許

可いたします。 

○４番（稲留光晴君） 皆さん、おはようございます。日本共産党の稲留でございま

す。通告書に基づき質問をいたします。 

７月の豪雨は、かつてない被害を本町にもたらし、シラス台地であるが故に被害

が一部に集中をいたしました。生命第一に避難をされた方々、生活の糧の財産に損

害を受けられた方もおられました。本町でも、いち早く対策を打ち出し、補助金を

も増額をしたところであります。 

それでは、７月の豪雨災害についてでございますが、本町財政負担額は幾らかを

問いまして、最初の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） ７月豪雨災害における本町の財政負担額についての御質問でご

ざいます。 

７月豪雨災害に伴う予算額につきましては、第３号補正予算で御説明いたしまし

た災害救助費等を含む災害関係予算４億４,９６８万１,０００円と、今回の第４号

補正予算で御提案いたしました被災者生活支援費等を含む１３億３,３４９万円を

合わせまして１７億８,３１７万１,０００円となっております。これらの財源でご

ざいますが、国庫負担金や県補助金、受益者負担金、災害復旧債の借り入れ等を合

わせますと、残る一般財源は、全体の２７％に当たる４億８,１６０万２,０００円

になります。 

しかしながら、先般、７月豪雨災害が激甚災害に指定されましたので、公共土木

施設及び農林水産業施設の災害復旧に係る補助率が増暠される見込みであること、

単独事業で行った災害復旧費については特別交付税の対象となることから、一般財

源は約半分の２億２,０００万円程度になるのではないかと考えております。 
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以上でございます。 

○４番（稲留光晴君） 今、町長のほうからお示しをいただきました。災害指定をとい

うことでなりまして、本町のほうは持ち出し分２億２,０００万円ということで了

解をいたしました。 

それでは、次に、受益者負担額は幾らかについてでございますが、先般、大崎町

土地改良事業分担金など徴収条例施行規則の一部が改正されましたということでで

すね、従来は、自然災害により農地・田畑が災害を受けたらどうしたらいいのかと

いうことで、国の補助事業として認められる被害額は４０万円以上が今まで対象に

なっておったわけですが、それが条例一部改正されて、被害額が１３万円以上４０

万円未満が対象になりました。その中で、町の補助事業ということになるんでしょ

うかね、これは、１３万以上４０万未満が被害額の１０％ということで受益者負担

はかかった金額の１０％、農地の場合が３０％ですね、そういうことになっており

ますが。これも加味しての本町の受益者負担額を示していただければと思います。

この改正がされた後の金額ということで示していただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 災害復旧に係る受益者負担額は幾らかとの御質問でございま

す。 

耕地課が所管する災害復旧事業につきましては、大崎町土地改良事業分担金等徴

収条例施行規則で、災害復旧事業の受益者負担率を工種ごとに定めております。用

水施設につきましては、国の補助金を控除した補助残の１０％、農地は補助残の３

０％と規定しております。また、町が単独で実施する事業では、用水施設について

は事業費の１０％、農地は３０％でございます。 

御質問の受益者負担額につきましては、国の災害査定を受けて復旧工事を実施

し、工事完了後に決定いたしますので、現時点での負担額のお示しはできない状況

でございます。 

○４番（稲留光晴君） 査定が終わってないということなんですが、大体、行政のほう

に、災害を受けられた方から問い合わせ等は来ていると思うんですよね。そこ辺を

加味して査定、大体見込みといいますか、災害を受けられた方ですね１３万から４

０万円未満とか、４０万円以上の方とか、というのは、本町の行政のほうで大体把

握をされていると思いますが、いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 現時点でいえば、農地の所有者からの災害復旧に係る申請とい

うのは相談は来ていると思いますので、その件数等につきまして、わかっている範

囲内では担当課長のほうで答弁させていただきます。 

○耕地課長（竹本忠行君） ただいまの御質問でございますけれども、今回の９月補正

で農地につきましての災害申請件数というのを３４件ということで計画しておりま
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して、現在、御質問にございますように、町の補助事業につきまして、１３万円以

上４０万円未満の申請につきましては、国の被害額４０万円以上の申請と合わせ

て、現時点で２０件ほど申請が来ている状況でございます。 

以上です。 

○４番（稲留光晴君） ちょっとごめんなさい、聞き取れなかったですが。４０万円以

上が何件、１３万円以上４０万円未満が何件、再度お尋ねしたい。 

○耕地課長（竹本忠行君） 現時点での４０万円以上と４０万円未満については、今

後、査定の段階で現地を判断いたしたり、また、我々職員出向いてそういった基準

を今から見ていきますので、詳細の件数というのは今のところわかっておりませ

ん。 

○４番（稲留光晴君） 今時点で、大体これは４０万円以上かかるとか、あと、１２万

円で終わって、自分で業者に頼んで工事をしたという方も、今時点でいらっしゃる

わけですね。ですから、行政のほうでやはりそこ辺の現場を見て判断が、従来の崩

れ方で判断がつくんじゃないでしょうか、いかがですか。 

○耕地課長（竹本忠行君） 件数につきましては、現時点で２０件申請がまいっている

状況でございます。１３万円以上４０万円未満、合わせまして４０万円以上につき

ましても、現時点で申請が上がっているのが２０件ということでございます。 

○４番（稲留光晴君） 合わせて４０件、合わせて２０件。４０万円以上というのは、

行政の担当課のほうで判断ができると思うんですよ、４０万円かかる、かからない

というのは。合わせて２０件ということなんですね。ちょっと、この件は、今、査

定の進行ということで、受益者負担額はわかっていないということでございますの

で、次回の何かしら質問をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

それでは、３番目の、教訓と対策についてでございますが、どういうことを考え

ていらっしゃるかお尋ねをします。 

○町長（東 靖弘君） 災害時の防災対策につきましては、大崎町地域防災計画に基づ

くものであり、防災対策の基本的な考え方は、住民の生命・身体及び財産を災害か

ら保護し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることであります。 

お尋ねの、令和２年７月豪雨災害の教訓と今後の対策でございますが、災害は時

と場所を選ばないといわれるように、地震や台風、大雨、津波などの災害は、い

つ、どこで発生するかわかりません。今回の豪雨災害を顧みて、住民の方々への正

確かつ迅速な情報伝達と、備蓄品をはじめとした避難所の環境整備、地域住民の自

主防災意識の向上を図ることの重要性を改めて感じたところでございます。 

気象台が発表する各種警報等によりまして町内に災害の発生が予想されるとき
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は、空振りを恐れず、早期に避難勧告や避難指示を発令するとともに、避難所につ

きましても自然災害対策と感染症予防対策の複合災害に対した避難所運営に心がけ

てまいりたいと思います。また、関係機関と連携し、防災対策について総合的・計

画的な防災行政の充実を図ってまいりたいと考えております。 

一方、ハード面につきましては、今回の豪雨により、町内各地で土砂崩落や冠

水、橋梁流出など大規模な災害が発生いたしました。地球温暖化などの気候変動の

影響により、今後、自然災害が頻発化・激甚化することが危惧されますので、河床

の浚渫や堤防の強化、排水対策、土砂災害対策を、国・県と一体となって計画的に

進めるとともに、強靱なまちづくりを進めるためには、災害箇所の原形回復にとど

まらない改良復旧の考え方も踏まえ、事前防災を加速化させることが必要ではない

かと考えております。 

○４番（稲留光晴君） 今、町長のほうから対策、教訓についていただきました。大崎

町は、シラス台地ということで、私も初めての経験というのがございました。やは

り２次災害、これから台風等ですね、また起こり得るということで、個人個人がそ

ういう２次災害が起こるところも十分注意をすべきではないかというふうに考えて

おります。 

それでは、２番目の、コロナ対策についてでございます。地方へも感染が広がっ

ております。予防策に、個人、個人が気を緩めることなく、生活を見直していると

思います。それでは、住民の生活はどういうふうに変わったかについてお尋ねをい

たします。 

○町長（東 靖弘君） 住民の生活はどのように変わったかとの御質問でございます。 

令和２年１月１５日に、日本で最初の感染者が確認されて以降、感染拡大防止の

ため、町民が日常生活を送る上では様々な制限や不便が生じているところでござい

ます。高齢者につきましては、グランドゴルフやサロン、ころばん体操の中止によ

り認知面や筋力の低下も懸念されているところでございます。また、子どもたちに

つきましては、突然の休校により、卒業式などのイベントの縮小・中止で、人生の

節目の大切な思い出づくりに寂しい思いをされたことと思います。衛生面につきま

しては、住民へのマスク着用の要請は飛沫感染防止に効果が認められる一方、こと

しの夏は、より熱中症の増加が危ぶまれた状況でございました。 

このように、新型コロナウイルスは全世界が今まで経験したことのない様々な分

野で多くの影響を国民に与えております。町としましては、新しい生活様式の徹底

など、感染拡大防止という視点から町民の命を守ることに対し、情報の提供に努め

るとともに各方面への支援策を講じてまいりたいと考えております。 

○４番（稲留光晴君） 町長から答弁をいただきました。了承いたしました。 
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それでは、２番目の質問でございますが、この半年間での収入減収産業の実態が

どうかということでございますが。補正予算第１号で本町も独自に対策をし、国か

らも予算が下りてきたわけでございますが、やはりこの半年間に、大都市から、私

たち大隅半島地方のほうにですね感染が広がるというところで、第１次産業から第

３次も含めてですね減収の産業があります。把握されていらっしゃるところで構い

ませんので、実態についてお尋ねをいたします。 

○町長（東 靖弘君） この半年間で収入減収のあった事業者及び労働者を把握してい

るかとの御質問でございますが、６月議会の一般質問でも答弁させていただいたと

おり、企画調整課において、商工会員２８３件及び第３次産業事業者３２１件へ各

種支援策を案内し、農林振興課においては、認定農業者２１７件の方々へ、持続化

給付金と合わせて国の農業に関連する支援措置を含めた案内を通知したところでご

ざいます。 

その結果、前年度比５０％以上の売上減収月がある事業者に給付される国の持続

化給付金の申請につきましては、農林振興課及び企画調整課において約３００件を

超える相談を受け付けておりますが、相談を介さず、国に直接申請業務を行ってい

る方もいらっしゃいますことから、全体件数は把握できておりません。 

本町で把握できているものといたしましては、国の持続化給付金の対象とならな

い１５％から５０％未満の売上減少月があった第３次産業事業者を対象とした本町

独自の経営持続化給付金を、９７件に給付を行っております。また、売上が５％以

上減少した小規模事業者を対象とした資金繰り支援、いわゆるセーフティネット関

連の認定状況でございますが、９０件を認定しております。 

次に、各事業所で勤務されている労働者の方々の収入減収の状況でございます

が、各事業所の給与支給状況が不明なため把握できておりませんので、答弁を控え

させていただきます。 

以上でございます。 

○４番（稲留光晴君） 今、町長からお示しをいただきましたが、現在、把握ができて

いない方、企業関係とか、あと非正規の方々がクビになった、ちょっと言葉的には

あれですが、解雇されたというふうな相談とか、そういう実態、そこまではなかな

か行政としてもつかめないですよね。そこら辺、ちょっといかがですか。 

○町長（東 靖弘君） そういう相談もないというところでわからないところでありま

すが、例えば雇用を解雇されたとか、そういった方につきましては社会福祉協議会

のほうで小口式の貸し付けとか総合支援金の貸し付けとか融資とかやっております

ので、そちらでの対応が１０件ぐらいはあったと思っています。 

○４番（稲留光晴君） 了解いたしました。 
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それでは、これからのコロナについて、やはりワクチンが開発されなければ、な

かなか、みずから個人的に守っていくと、気を緩めることなく守っていかざるを得

ないし、また、当然、大崎町の商業関係、活性化が必要になってくると思います。 

それでは、本町産業への今後の対策をどう進めていくかについてお示しをいただ

きたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 本町産業への今後の対策についての御質問でございますが、新

型コロナ対策といたしましては、１号補正予算から今回の補正予算にかけまして、

本町独自の経営持続化給付金、電気や水道代などの固定経費に対する補助金、畜産

農家など農林漁業者を対象とした給付金等を具体的な対策として計上し、既に実施

しているものもございます。また、経営者の高齢化や後継者不足などにより廃業さ

れる事業者が増加傾向にあることから、事業承継に関する意向調査を実施し、事業

承継者策の検討を行うための業務委託も計上させていただいております。 

今後の対策につきましては、これから先、新型コロナウイルス感染症に伴う社会

情勢がどのように推移していくのかによって、打つべき対策が異なることもあろう

かと思われます。今後の情勢を注視しながら対応してまいりたいと考えておりま

す。 

○４番（稲留光晴君） 了承いたしました。 

それでは、４番目になりますが、私が６月議会で一般質問をいたしました要望

は、どう進められて予算化されたかということで、対策事業費一覧表に細かく載っ

ておりますけれども、私のほうで一般質問では第１次産業にも支援を求めました。

その中で、肥育農家への支援、また子牛生産農家への支援と農林漁業者、第３次じ

ゃなくて第１次産業にもということで求めましたが、どういうふうに進められてこ

られたかを具体的にお示しをいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） ６月議会定例会の一般質問におきまして、複数の議員から新型

コロナ対策として感染症予防対策及び経済対策と、多くの御要望をいただきまし

た。その際、国の補正予算及び本町の状況を見極めながら検討してまいりたいと答

弁をしております。 

その後、国の新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の２次補正など

もありまして、財源のめどは立ちましたこともございまして、各議員からいただい

た各要望や、本町の状況も含めて検討いたしました結果、商品券発行や第３次産業

事業者への経営持続化給付金、農林漁業者への経営支援給付金、避難所対策用品な

ど、総額３億１,０５７万５,０００円の新型コロナウイルス感染症対策事業を計上

いたしました。 

今回の補正予算に計上した内容で、御要望の多くに対応することができたと考え
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ております。 

○４番（稲留光晴君） 私のほうでですね肥育農家への給付の要望でしたが、予算のほ

うは、肥育農家へは１４０万というふうになっておりますですね。また、子牛生産

農家は６６０万、売却４４０万となっていますが、肥育農家の戸数ですね、個数は

何件あったか。また、生産農家の売却４４０頭というのは給付された戸数は何件か

ったかと。一律３０万というふうになっていますが、２点をお尋ねしたいと思いま

す。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてい

ただきます。 

○農林振興課長（中村富士夫君） ただいまの御質問ですけれども、肥育農家につきま

しては大崎町内４件ということで、頭数につきましては７０頭ということで、一応

予算を１４０万円計上いたしました。 

続きまして、６６０万円の予算を計上いたしました肉用牛生産推進緊急対策事業

ということで、子牛生産農家につきましては１６６件の４４０頭が対象見込みでご

ざいます。 

以上でございます。 

○４番（稲留光晴君） 子牛生産農家への対前年度比ですね、２月から５月のせり市平

均価格が、前年比２０％減少に対する支援ということになっておりますが、当然、

せり市は雌、去勢というせり値で２０％以上減少ということで、せり価格は金額わ

かります。 

○農林振興課長（中村富士夫君） 金額は、昨年度の子牛せり市価格、２月から５月ま

での売却をした、税抜きの価格ということでお示ししたいと思います。 

雌につきましては７１万７,６２２円、去勢につきまして８１万７,８０２円とい

うことで、それの２割減ということで対象農家ということでさせていただいており

ます。 

○４番（稲留光晴君） わかりました。 

これは一律３０万ということなんですが、この交付金はいつ給付の予定になって

ますか。 

○農林振興課長（中村富士夫君） 今の部分は１頭につき１万５,０００円の部分でご

ざいます。一律３０万円の部分は、国の持続化給付金に該当しなかった５０％未満

１５％以上の農林業業者ということで対象農家をしております。 

以上でございます。 

○４番（稲留光晴君） ちょっと私の質問もあれだったんでしょうが。肉用牛子牛生産

緊急事業給付金ですね６６０万、２月から５月のせり市価格減少に対する支援と。
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この辺の対象になる戸数へ、いつ支給されるのかをちょっと聞いているんですが、

ちょっと限定をさせてもらいました。 

○農林振興課長（中村富士夫君） 当然、議会の議決をいただいた後に早急に実施をし

てまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○４番（稲留光晴君） じゃあ来週、議決があった場合は、今月中にやるとか、その後

どのくらいの日数で届けられるとかというのは頭にありますか。 

○町長（東 靖弘君） 議決があってからということで担当課長が答弁しております。

できるだけ早い段階でそういった支援をしたいと思っておりますけれども、まず申

請を受け付けてということになってまいりますので、一定の期間はかかろうかと思

っておりますが、なるべく早めに対応したいと思います。 

○４番（稲留光晴君） 今、町長、申請を受け付けてとおっしゃいましたよね。自分の

２月から５月に出した牛が、その金額以下とかというのはなかなか難しいと思うん

ですよね、平均以下でないと出ないとか。肉用牛で関しますと、２０％減少してい

るんだけど、自分の、そこ辺は農林振興課のほうで把握をされて、申請を、今、町

長がされると言ったけども、行政のほうから、それはデータというか実績としては

把握されてますよね。 

○農林振興課長（中村富士夫君） 今の肉用牛の生産推進緊急対策事業の給付金につき

ましては、当然こちらのほうで、せり市の価格を下回った方については把握ができ

ますので、その方々には当然通知をいたして、そして申請をしていただくというよ

うな形をとらせていただきたいと思いますので、先ほど申しましたように、議会の

議決を早急に対応させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○４番（稲留光晴君） 了解をいたしました。 

それでは、私のほうでありますが、国の持続化給付金のですね申請相談を、企画

課、農林振興課が対応されまた。本町住民から非常に高く評価されました。先ほ

ど、町長のほうから申請相談件数をお示しいただきましたので、ちょっと私のほう

は、これはもうパスをいたします。 

それでは、５,０００円の商品券の配布ということで、非常に私は好ましいやり

方だと思います。これも、１人５,０００円の商品券ということでございます。こ

の件に関して、いつ、住民のもとへ届けられて、使うことができるのかをお示しを

いただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問は、担当課長に答弁させていただきます。 

○企画調整課長（中野伸一君） ただいまの全住民向けの５,０００円の商品券でござ
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いますが、本議会御可決いただいた後、１０月から順次発送をしていこうというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

○４番（稲留光晴君） 了解をいたしました。 

それでは、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を使った事業内容

と金額は幾らかということで、私、質問に出しておりましたが、行政のほうから予

算の中身を数字等示していただいております。この件は、内容は理解できまして、

また特別委員会でも説明をいただいておりますのでですね、私が聞きたいのは、こ

の中身の１個１個お尋ねするのもなんですが、住民はやはり給付金がいつ入るのか

ということを気にしていると思いますけども、再度、項目によっては日にちがずれ

るんじゃないかと思いますが、いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 給付金とかいろいろ御質問があったんですけど、予算の議決を

可決された後は、いろいろ予算化しているものについてはなるべく早い段階で交付

できるように努力いたします。 

○４番（稲留光晴君） 議会の議決があってじゃないとですね、了解いたしましたの

で、１０月ぐらいには届けられるのかなというふうに、早いほど私はいいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、最後の質問になりますが、個人への新たな給付金支給の考えはないか

という質問でございます。 

経済活性化を考えれば、本町内での消費拡大が大事だと思いますが、ご存じだと

思いますけど、隣の東串良町は、住民へ今回も１人２万円と、合わせて３万円現金

を給付をしたんです。本町も、やはり家計を応援をするということで、今後コロナ

とか長引くということもありますしですね、家計応援のために現金給付というのは

考えておられないかどうかをお尋ねをします。 

○町長（東 靖弘君） これまで、個人へのコロナ対策支援といたしましては、国の施

策に加えて、町独自策として児童手当支給世帯のほか、現役高校生を持つ世帯に対

し、１人２万円を支給する子育て世帯臨時給付金事業や、飲食店応援クーポン券発

行事業を実施してまいりました。さらに、今回の補正予算で１人当たり５,０００

円の商品券を発行する事業を提案しており、生活支援と経済対策の双方を支える取

組を実施することとしております。 

議員からの御質問でございますが、個人への新たな給付金支給につきましては、

現在のところ考えておりません。今後、新型コロナウイルス感染症の状況や、国の

動向も注視しながら検討してまいりたいと考えております。 

○４番（稲留光晴君） 端的にお答えをいただきました。考えていないということでご
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ざいます。コロナがいつ収束するかわからない、自分たちが生活が困る、貧窮する

という場合もありますし、また、国からの予算もあるかとは思いますけどもです

ね、こういう話は隣の東串良町では幾らくれるんだよと、大崎町はないのかという

のがすぐ耳に入ってきます。今、町長のお話がありました、検討すべき日が来たら

検討しなきゃいけないということで了解をいたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（宮本昭一君） 次に、３番、児玉孝德君の質問を許可いたします。 

○３番（児玉孝德君） 皆さん、おはようございます。ただいま同僚議員も質問いたし

ましたが、私も、通告しました防災行政についてと新型コロナウイルス感染対策に

ついて質問いたします。 

まず、線状降水帯による断続的な大雨による令和２年７月豪雨災害ですが、長期

にわたり梅雨前線が本州付近に停滞し、西と南から流入する大量の水蒸気が、九州

を中心に西日本から東日本にかけて集まりやすい状態が続いたことなどが原因で、

広い範囲で記録的な大雨や日照不足となりました。特に３日から８日にかけては、

九州で多数の線状降水帯が発生しました。鹿児島県薩摩地方、大隅地方で、３日夜

から４日朝にかけて局地的に猛烈な雨が降り、気象庁は、４日４時５０分に大雨特

別警報を熊本県、鹿児島県に対して発表しました。このとき、熊本県天草・芦北地

方や球磨地方付近には、幅約７０キロ、長さ約２８０キロの大規模な線状降水帯が

発生していたようです。 

大崎町では、中心市街地の三文字地区の床上浸水、川の氾濫による田中橋、飯隈

橋が崩落、避難所持留改善センターの土砂崩れ、冠水及び土砂崩れで国道・県道・

町道などが通行できない道路が多数ありました。また、菱田川の氾濫の可能性があ

るとして、菱田地区の１,３１８世帯２,３５２人に避難指示（緊急）が発令されま

した。本町での被害額は、先ほどありましたが、１７億８,０００万円とのこと

で、７月４日付で災害救助法適用地区として指定され、復旧の予算が専決処分され

ました。そこで、復旧の進捗状況と今後の見通しをお聞かせください。 

また、先日の台風１０号ですが、台風１０号は、特別警報級の災害が予想され、

大変警戒されました。大型で非常に強い台風１０号は、６日、記録的な暴風雨や高

波をもたらすおそれがある勢力を維持して、九州南部に接近するということでし

た。７日にかけて、九州全域を暴風域に巻き込みながら西側の海上を北上し、朝鮮

半島へ向かう見通しでした。気象庁は、台風通過後の川の氾濫や大雨などに最大限

警戒するように求めていました。 

九州７県で約１８０万人に避難指示が発令され、九州山口の８県で計約１６万人

が避難所に身を寄せていたとのことです。気象庁によると、台風１０号は、６日午

後１１時に、鹿児島県枕崎市の西約９０キロを時速３０キロで北北西へ進み、中心
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気圧は９４５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、沖縄県南大東

村では、５０.７メートルの最大瞬間風速を観測しました。鹿児島県では、加計呂

島で７０歳男性が避難所の開設作業中に転倒して肋骨を折るなど、計８人が重軽傷

を負いました。また、鹿児島県などでは約２７万戸が停電しました。 

気象庁は、鹿児島県に台風の特別警報を発令する可能性があるとしていました

が、前回の台風９号で海水面の温度が下がったことから勢力が若干弱まり、６日午

前に発表を見送りました。それでも家屋の被害や停電、土砂災害がありました。 

そこで、本町の、まだ調査中のところもあるかもしれませんが、わかっている台

風１０号の被害状況と、避難所に避難された方の人数をお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） ７月豪雨災害についてですが、７月３日以降、線状降水帯によ

る断続的な大雨は、総雨量が８４３ミリに達し、本町においては、持留地区、高井

田地区を中心に、数十年に一度の豪雨が続き、山林の崩壊や河川、用水路等の増水

による橋の崩壊、床上・床下浸水等の災害が発生いたしました。 

特に、持留地区においては、小学校付近を中心に道路が寸断され一時孤立状態に

なるなど、町内各地で甚大な被害が生じたところでございます。改めて、被災され

た方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

さて、７月豪雨災害の復旧状況でございますが、道路や公共施設等への倒木処理

や土砂撤去などの応急作業はおおむね完了しており、公共土木施設及び農林業施設

に係る補助災害につきましては、今後、国の災害査定を受け、順次発注を行い、復

旧工事に着工予定でございますが、橋梁など大規模な復旧工事につきましては、次

年度以降の完成を見込んでおります。 

一方、補助災害にならない単独事業につきましては、早期復旧に向け、計画的に

取り組むこととしております。また、特に被害の大きかった持留地区の２箇所の山

腹崩壊につきましては、今年度、国の災害関連緊急治山事業を活用し復旧工事を実

施予定であり、その他の崩落箇所につきましても、県に対し治山事業による年度内

の復旧と合わせ、来年度以降の治山事業採択に向けた要望を行っているところでご

ざいます。 

次に、台風１０号関連でございますが、当初から、今までに経験したことがない

ほど猛烈な勢力に発達することが予報され、台風についての特別警報が発令される

のではないかと、連日、気象庁やマスコミが防災対策品の準備や避難の呼びかけを

行っていたところですが、大隅半島最接近時には勢力及び雨も、当初の予報より弱

まり、倒木被害や施設果樹に一部被害があったものの、幸い、土砂崩れや浸水害な

どの大きな被害は確認されておりません。 

被害状況でございますが、土木関係が２３箇所、農林関係が１８箇所、観光関係
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が２箇所、被害総額は約５３０万円で、倒木処理に係る経費が主なものとなってい

ます。 

また、避難所による避難者の数につきましてもお尋ねがありましたが、そちらは

総務課長のほうから答弁をさせていただきます。 

○総務課長（上橋孝幸君） 台風１０号における避難者数を申し上げます。避難所は８

箇所開設しておりますが、避難された方の人数につきましては、合計で４２６人で

ございます。世帯で２５７世帯というところでございます。 

以上です。 

○３番（児玉孝德君） ７月の豪雨災害、大変な災害になったんですけど、今回の補正

予算で、鹿児島県被災者生活支援が災害援護支援貸付金、半壊・全壊家屋に解体費

補助金など上げられてきていますけど、今後も十分な対応を要望しておきます。 

では、次に、今後もですね、今までに経験したことのない豪雨や特別警戒級、戦

後最大の台風などが予想されます。今回の台風１０号も、勢力は落ちたといって

も、高潮、高波で日置市では波消しブロックを超え、高さ７メートルの土地が浸水

され、えぐられた部分の一部が住宅の近くまで迫ったということです。 

県の１１日午後３時現在のまとめで、住宅の被害は１,０５９棟となっていま

す。また、公共施設や港湾施設などにも被害が出ているほか、農業被害額はおよそ

１１億円に上がっています。 

今後、このような甚大な被害をもたらす災害に対し、本町で考えられる対策をお

示しください。 

○町長（東 靖弘君） 今後の豪雨に対するソフト面での対策ですが、自分の命は自分

で守るという自助の意識を持っていただくことが重要だと思います。自助とは、防

災の基本となる考え方で、自分のことは自分で助ける、自分で何とかすることにな

ります。まずは、現在、自分が住んでいる、生活している状況を把握していただき

たいと思います。 

台風や大雨で崩れる可能性がある山や崖がないか、河川や水路などあふれた場

合、自宅が浸水害に遭わないか、そして、災害を意識した事前の備えも重要となり

ますので、災害に対して、普段から対策・対応ができるよう準備していただくこと

も必要でございます。 

また、避難所に来ることだけが避難ではないということです。避難とは、難を避

けること、つまり安全を確保できていれば、自宅での在宅避難や知人や親戚宅等へ

の縁故避難等も事前に検討していただけたらと思います。 

公助につきましては、気象台等が発表する各種警報等や県から来る情報などを正

確に、そして迅速に防災行政無線等で住民の方に伝えるとともに、町内に災害の発
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生が予想されるときには、早期に避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告等を発令

するとともに、避難所につきましても、自然災害対策や感染症予防対策の複合災害

に対応した避難所運営を心がけていきたいと思います。 

災害時には、特に地域とのつながりを確保し、地域や身近にいる人同士が助け合

う行動が求められます。先ほど申し上げました自助・公助のほかに、自治公民館や

地域・隣人などと協力し合う御近所の力も大切になってくると思います。町民、地

域、行政が一体となり、災害に強い、健やかで安心して暮らせる元気なまちづくり

を進めていきたいと考えております。 

一方、ハード面につきましては、今回浸水した地区の施設現状を把握するととも

に、今後、浸水・冠水予防でどのような排水対策を講じることが最善なのかを検討

していきたいと思います。また、豪雨災害による土砂崩れ等につきましても、国・

県など関係機関への早期対策の要望や補助事業の採択に向け尽力してまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○３番（児玉孝德君） 復旧工事をされる場合、原状の復帰ではなく、今後の災害に対

するですね対応できる工事を要望しておきます。 

また同じような質問になりますが、地球温暖化で災害の危険度が増してきていま

す。海面水温が上昇し、台風は今までにないほど勢力を増してきています。さら

に、温暖化で気温が上昇し、熱中症の危険度も増してきています。家の中で、夜中

に具合の悪くなる方が大勢いると聞きます。このことを町としてどう考え、対応し

ていくのかお答えください。 

○町長（東 靖弘君） 稲留議員からの御質問に対する答弁と重複するところもござい

ますが、御了承いただきたいと思います。 

地球温暖化などの気象変動の影響により、数十年に一度といわれる災害が、ここ

数年、毎年のように全国各地で発生しており、今後、自然災害が頻発化・激甚する

ことが危惧されております。地域の安心・安全は、自助・共助・公助の取組が必要

と常日頃から考えております。災害による被害を少なくする社会を実現するために

は、自助・共助・公助がそれぞれの責務と役割を明らかにした上で、災害に備えた

支援体制の整備を図っていくことが肝要だと思っておりますので、関係機関と連携

し、防災対策について総合的・計画的な防災行政の充実を図ってまいりたいと考え

ております。 

ハード面につきましては、今回の豪雨により、町内各地で土砂崩落や冠水、橋梁

流出など大規模な災害が発生したことを受け、河床の浚渫や堤防の強化、排水対

策、土砂災害対策を、国・県と一体となって計画的に進めるとともに、強靱なまち
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づくりを進めるためには、災害箇所の原形回復にとどまらない改良復旧の考え方も

踏まえ、事前防災を加速させることが必要ではないかと考えているところでござい

ます。 

今回の豪雨災害で、河川堤防が大分決壊をいたしました。そのことによって毎年

同じような状況が発生することから、９月の上旬に、大隅地域振興局の局長ほかす

べての行政担当課の方々、幹部の方々との会議の中で現状を伝えながら、河川の浚

渫のこと、寄り州除去ですね。それと、単年度だけでなくして来年度からの要望の

こと、そういった河川の点検とか、さきにいろいろ質問がありましたこと等を踏ま

えて県に要望し、今後協議をしていくという方向でお話をしているところでござい

ます。 

○３番（児玉孝德君） 熱中症の部分もお答えいただければと思います。 

○町長（東 靖弘君） 失礼いたしました。 

避難所における停電時の熱中症対策はどうなっているのかとのお尋ねでございま

すが、現段階では、避難所における停電時の対応については無停電装置や非常用発

電機の設備は備わっていないのが現状でございます。 

夏場の暑い時期での避難所における停電時の生活は、熱中症などのリスクが高く

なると考えられますので、開設する避難所につきましては、持ち運びが可能な自家

発電機と大型扇風機を事前に準備し対応しているところでございます。 

○議長（宮本昭一君） 児玉孝德君、ただいまの質問は通告外です。 

○３番（児玉孝德君） 地球温暖化でということで、関連だと思いますけど。 

５番目に、停電時の熱中症対策ということで上げていますけど、３番目は、地球

温暖化で、普段の生活で熱中症のリスクが増えているということで質問したところ

ですけど、その辺の周知をどうされているかということをお聞きしたいところでご

ざいます。 

○議長（宮本昭一君） はい。了解しました。 

○町長（東 靖弘君） 夏場における熱中症、また、災害時の熱中症ということで、家

庭における熱中症対策といったことが含まれている御質問かと思いますけれども、

新聞とかテレビとか、また、行政の我々からの情報としても、やはりエアコンがあ

るところについては、節約することなくエアコンを使ってくださいということは、

常時、報道等流している状況でありますので、やはり我慢することでなくして、そ

れを有効に活用しながらみずからの命を守るというふうなことをやっていただいて

いるし、また、これからもそういう周知はやっていくべきだと思います。 

また、エアコンがない家庭ということもありますので、やはり空気を入れたりと

か、小まめに扇風機を使っていったりとかそういったことはやっていただくことが
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必要かと思います。 

○３番（児玉孝德君） 高齢者の方々はですねエアコンがついていても、寝る前に消し

てしまったりとかですねされるんです。そこで、エアコンが頻繁に入り切りするよ

りつけっぱなしのほうが電気代がかからない、設定温度を高くしてですね使用して

もらうような周知をうながしてほしいと思います。また、小まめな水分補給もです

ね合わせてお願いいたします。 

それから、先ほど、堤防の強化ということで県・国と連携してやっていくという

ことでしたが、菱田川に関しまして、私、近くに住んでいるものですから、会う

人、会う人みんなからですね、「あそこはどうなっているのか」と。今度の台風で

もですねプレコンが五、六個崩落して流されております。その辺を迅速な対応をお

願いしたいんですけど、どうでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） ９月初めに、県の地域振興局と協議をしたというお話をしたと

ころでありますが、昨年、河川が決壊するおそれがあったときに堤防が浸食された

という状態が続いておりまして、このことについては、すぐ応急工事を実施してい

ただきました。 

その後、応急工事のまま、ずっと終わっておりますので、非常に心配をしており

ます。そのことも県のほうには伝えたところでありますけれども。聞くところによ

ると、いろいろ入札は執行していらっしゃるという状況でございますので、引き続

き、早く改善できるように要望してまいりたいと思います。 

○３番（児玉孝德君） ぜひ、早急な復旧のほうを要望しておきます。 

では、住民への情報提供は適切に行われているのかをお尋ねいたします。先日の

台風１０号では、気象庁が最大級の警戒、早い段階での避難を呼びかけ、多くの方

々が早目の避難をしたと思います。町の防災無線でも、再三避難の呼びかけがあり

ました。しかし、本当にそれだけでよかったのか、さらには、避難された方への情

報提供は適切に行えていたのかお答えください。 

○町長（東 靖弘君） 住民への情報提供は適切にできているのかとのお尋ねでござい

ます。台風や豪雨等を含めた災害対策に関しましては、災害対策基本法に基づき作

成しております大崎町地域防災計画に基づきまして、災害が発生し、または発生す

るおそれのある場合において、応急対応を実施するための災害警戒本部及び災害対

策本部の設置、災害対策要員の動員等について定めております。 

鹿児島地方気象台から発表される大雨や暴風、洪水警報など町内に災害の発生が

予想されるときは、警報の伝達や情報収集を実施しながら災害発生の防止に努めて

いるところでございます。また、災害の発生が予想される際には避難所を開設し、

住民の方々には防災行政無線やフェイスブックなどのＳＮＳなどを活用し、また、
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必要に応じて地元消防団に警戒巡視活動の協力を得ながら、正確かつ迅速に情報が

伝えられるよう、そして、住民の方々が安全な場所に避難できるよう、人的被害の

軽減に務めているところでございます。 

以上でございます。 

○３番（児玉孝德君） 私がですね情報提供ということでお尋ねしたのはですね、今回

の台風１０号のとき、私のところに数件電話とか直接訪ねに来られる方がありまし

た。まず、避難したほうがいいのかどうかという問い合わせ、それからですね、６

日には消防団が回ってくれば避難しようと思っているが、消防団は警戒に回ってい

るのか、菱田川は大丈夫か、ということでした。 

しかし、今回は消防団のほうに要請がなく、私自身で菱田川を何回も見に行って

ます。今のところは大丈夫ですが、特別警戒級の大変強い勢力の台風です、高潮の

警報も出てますので早目に避難してくださいとお答えしました。 

このことはですね、きのう、集落の役員会があったんですけど、会長のほうがで

すね、何で回ってこんかったんか、と。皆さん、そういう声を、そっちの会長のほ

うが聞いたということで、自分１人で逃げられない高齢者はいっぱい要るんだか

ら、そういったところは加味して、ちゃんと回ってもらわないと困るというふうに

言われました。やはりですね車とか持っておられる家庭、子供がいる家庭、そうい

うところは避難もできますけど、高齢者だけのところはですねなかなか避難という

のも難しいです。私も消防団に入っていて、当日はですね夜も早目に食べて、酒も

飲まずに待機していたんですけど、一切そういうことはなかったです。近所の人に

は、はやく逃げてねとか、そういった声かけはしていたところです。 

またですね、７日の朝７時頃、私のところに、避難所に避難された方から電話が

ありました。まわりのみんなが帰っていく、テレビでは１０時頃が満潮で、高潮の

警報をいっているが菱田は大丈夫なんですかと、今、本当に帰って大丈夫かという

ものでした。私は、朝、川を見に行ったもんですから、菱田川は水位がそんなに上

がっていませんけど、高潮警報が出てますので、満潮が１０時です、本当に安全に

なるまでは避難所にいてくださいと答えました。後で聞いたんですけど、夜中３時

ぐらいにですね自宅に帰られる方がいらっしゃったということです。避難所で、も

う安全です、帰っていいですとはなかなか言えないところですが、完全に安全だと

なるまでは、警報が出ていますから、今は帰らないように呼びかけるのが当たり前

だと思うんですけど、どうなんでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 児玉議員は自分の地区をまわりながら、避難が必要ですという

ことをやっていただいたということで、それによって避難された方々もいらっしゃ

るので、本当にそういった努力はありがとうございました。 
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今回、台風１０号につきましては、発生段階から特別警報級に発達する可能性が

あるほどの猛烈な台風であると、連日、気象庁やマスコミ等が防災備蓄品の準備や

避難所の確認、在宅避難や縁故避難などを呼びかけておりました。また、防災行政

無線等でも、特別警報級の勢力に発展するほどの大型台風である旨の呼びかけも行

い、早期避難等をうながしておりました。 

地元消防団への協力依頼につきましては、今回の台風は幸いにも雨量が少なかっ

たこともあって、気象台の予報でも河川の氾濫や浸水被害、土砂災害の可能性が少

なかったことから行いませんでしたが、今後、消防幹部会の御意見も伺いながら、

どのタイミングで消防団へ警戒巡視活動を要請すべきなのを定める基準を設けてま

いりたいと思っております。 

また、非常に地域の皆さん方が避難すべきじゃないかと、それであっても何も団

員から連絡が入ってこないということもありますので、やはり、避難をする、しな

いにかかわらずに、今回みたいな台風の状況があったときには、やはり各分団長さ

んに、避難についての消防団への依頼は今回はしませんのでとか、そういう事前の

協議とかお知らせするということは必要だなと、それは今の御質問の中で感じまし

たので、必要な場合において総務課長とも協議しながら、各団長さん方に連絡する

ようにしてまいりたいと思います。 

そしてまた、我々としてもそういった基準を設けていくということも必要かなと

思いますので、今回御意見をいただきましたので、そこらもまた幹部会等で協議を

させていただきたいと思います。 

また、もう１点が、深夜３時頃帰っていったということで、これは暴風雨の状況

であればとても帰れない状況でありますが、台風が通過したというようなことで帰

って行かれたんでしょうけれども、夜間に帰るということは非常に危険性も伴う、

あるいは倒木があるかもしれないし、道路が決壊しているかもしれないというおそ

れもあるわけで、夜間の場合はそういう情報を避難所に行っている職員も情報はな

かなかとれませんので、今後、避難してきてから帰るときのタイミング、安全を確

認できたのでどうぞお帰りくださいとかそういったことが言えること、それから、

今の段階では帰ることはやめてくださいと言えること、そういったことも併せて協

議してまいりたいと思います。 

○３番（児玉孝德君） やはりですね気象庁で幾ら呼びかけても、テレビが再三避難、

それとですね近所の消防団の方が回ってくる声とは違うと思うんですよ。やはり、

そういったところも加味してですね対策をお願いします。 

またですね、今回、避難所か役場にかはわかりませんが、避難所にベッドや仕切

があるのかというふうに電話で聞かれた方がいらっしゃいます。その対応がです
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ね、何もありません、場所を貸すだけですと言われたということです。だから避難

しなかったとその方は言われました。これは適切な対応だったんでしょうか、町

長。 

○町長（東 靖弘君） 職員の対応の問題でありますので、確かに体育館等に避難した

場合に、自分で敷物を持ってきていただいたりとか形になりますけれども、それで

一晩ですので我慢してくださいとか、ひとつの言いようがあると思いますので、言

い方で感情を害されたりとかいうこともありますから、その辺につきましては十分

納得いただけるような伝え方とかありますので、そこらはまた、職員が言っている

ことは間違いありませんから、そういった事例があったということで改善するよう

にしてまいりたいと思っております。 

避難所において、体育館みたいなところと、それから改善センターみたいに畳の

間があるところと、それが違ってまいりますので、やはり板張りのところとかは非

常に寝るのも大変でありますので、そういった部分については早目に改善できるよ

うな対応をやっていくべきだと思います。 

○３番（児玉孝德君） 今回、段ボールベッドとかですねそういった避難準備の備品も

購入の予算が上げられています。だからですね、今度そろえる予定で、今はありま

せんが、役場の担当職員が待機して対応しますので避難所には安全があります、是

非避難してくださいと、そのとき答えるべきだったと思います。この辺は職員の方

にも、今後、周知徹底していただきたいと思います。 

では、住民の情報提供ということでですね、今回も問い合わせがありました。ペ

ットの避難についてお尋ねいたします。前に、ペットは家族だからペットを連れて

避難できる避難所を、とお願いしましたが、町長のお答えは、ゲージを持参し、避

難所の雨の当たらない軒下などの屋外での避難とのことでした。しかし、台風のと

きはですね風も吹きますので、そのようなことは現実的ではありません。 

今回の台風の後でお聞きしたんですけど、野方の改善センターは２階にペットと

避難できる場所を設けたとのことでした。でしたら、その情報をですね提供してい

ただきたかったです。今回電話があった方はですね、そういうところがないんだっ

たら、避難せずにペットと家にいるということでした。避難所の駐車場で一緒にお

られたらどうですかと避難を呼びかけたんですけど、前回まではそうしたが、車の

中は大変だから、今回は家にいる、もし死んでも仕方がないと言われました。説得

したが、聞き入れられない状態でした。幸い、今回被害はなかったんですけど、や

はり情報提供は大事だと思いますが、どうでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 避難所のペットの件については、昨年も答弁して、犬をちょう

ど正面で見られるところに避難していただいたという報告はいただいております
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が、私はペットに対する避難所はもちろん必要であると思っておりますけど、やは

り普通の避難所においては、ペット好きな方、あるいは苦手な方といらっしゃっ

て、ペットの動き回ることによって非常に喜ぶ方、そうでない方といらっしゃる。

飼っていらっしゃる方との違いというのは当然あるわけで、一般の避難所ではとて

も避難できないところであります。 

そういう状況でありますが、やはり自分が常日頃思っているのも、ペットは、皆

さん家族同様で、自分の座敷の中で飼っていらっしゃる方が多いわけですけれど

も、ケージとか入れるものとか、やはり、動物だけ飼うんじゃなくてそういったと

ころまで飼育される方は購入すべきことではないのかなということを職員にもたび

たび話をしています。その上で預けるなりとかできることであるし、また、今回、

野方の改善センターなら大丈夫ですというお答えをしたということでは、そのこと

も聞きましたけれども、遠かったりとかということもあるでしょうから、そういっ

た飼育される方々のマナーというのもあるのかなと思います。また、我々として

も、この課題については対応を考えていかなきゃならない、あるいは動物病院とか

ではそういうときのために対応してくださるところもあるわけですので、そういっ

たことの情報の提供とかということも必要なのかもしれないなと思うところであり

ました。 

ペットとあわせた人の避難ということについては、またいろいろと我々も協議し

ていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○３番（児玉孝德君） いろんな避難中も検討されたということでお聞きしているんで

すけど、野方ができたということで、遠くてもそういうふうにかわいがっている方

は行かれると思うんですよ。そこの辺の情報提供を、また今後ともよろしくお願い

したいと思います。飼われている方々のモラルも必要ですから、そういったところ

も周知されたほうがいいと思います。 

ではですね、避難所における停電時の熱中症対策ということですけど、先ほどお

答えいただきましたので、避難所が停電になった場合ですね、以前、私が提案いた

しました災害対応型ＬＰガスバルク供給システムなんですけど、それとＧＨＰの検

討はされたのかお尋ねいたします。 

災害バルクとはですねＬＰガスのバルク貯蔵と供給設備、消費設備の煮炊き釜、

コンロ、暖房機器、発電機などをセットにしたもので、地震や津波などの大規模災

害により電気などのライフラインが寸断された状態においても、ＬＰガスによるエ

ネルギー供給を、安全かつ迅速に行うことを目的として開発されたシステムです。

災害時対応ユニットに発電機やコンロなどの消費設備を、コンセント式で簡単につ



 

－ 64 － 

なぐことができます。 

ＧＨＰとは、ＬＰガスで稼働させる空調、ガスヒートポンプエアコンで、電源自

立型タイプは電気がなくても使用でき、停電でもですねエアコンを稼働できます。

これは、災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業補助

金の対象ですから、避難所や体育館への導入をできないかお尋ねいたします。 

○町長（東 靖弘君） 災害対応型のＬＰガスバルク供給システムについては、平成２

７年１０月頃、県のＬＰ協会の役員の方と児玉議員の２人が総務課に来庁されまし

て、ＬＰガスの低圧発電機と分岐ユニットの寄贈の件でお話をされたときに、当時

の総務課長等が災害対応のガスバルクシステムのお話をお伺いしたとの記録が残っ

ておりました。 

大隅半島では、鹿屋市にあります県の出先機関である大隅地域振興局に設置して

ありまして、災害訓練にも参加をし、活用事例として、温かい食べ物とか発電・暖

房、そしてお風呂等にも利用できるとして、当時の担当者らは大規模災害時または

長期間避難されるときに、被災者にとってはとても役に立つシステムであると感じ

たようであります。 

ガスバルクシステムについては、近隣市町での普及状況や優先順位、緊急性など

を踏まえ、現在まで導入に至っていないのが現状です。災害時には、ライフライン

が寸断された場合は大変役に立つ設備だと感じておりますので、導入にあたりまし

ては、先進自治体を視察研修させていただくなど、イニシャルコストやランニング

コスト、使用頻度、費用対効果などを総合的に検証した上で判断させていただきた

いと思います。 

以上でございます。 

○３番（児玉孝德君） ＧＨＰと合わせて、補助金があるうちに、そして大規模災害が

起きないうちに導入するよう、強く要望しておきます。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策についてお聞きいたします。 

前回の議会でも質問しましたが、感染が落ち着くどころか、県内では３７６名、

隣の志布志市ではクラスター関連で１３名、本町でも１名の感染者が確認されてお

ります。コロナウイルスの流行は、多くの中小企業の経営悪化を招き、観光業、飲

食業、小売業、宿泊業などでは廃業が問題となっています。 

ことしの冬まで収束せず、感染者が増え続ければ、影響が小さいとされる製造業

や卸業、その他サービス業にまで甚大な影響が出ると懸念されています。日本経済

は、緊急事態宣言が発令された４・５月の景気の落ち込みから、６月以降は持ち直

しの動きがみられましたが、７月以降は新型コロナの新規感染者数が第１波を上回

って拡大しており、今後が大変心配されています。 
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最近、多少は落ち着いてきていると思いますが、経済対策も大事とされ、新型コ

ロナウイルスによる甚大な打撃を受けた観光業、運輸業、飲食業、イベント・エン

ターテインメント事業などを対象とした官民一体型の需要喚起キャンペーン、Ｇｏ

ＴｏトラベルなどのＧｏＴｏキャンペーンが始まりました。このキャンペーンに

は、感染者が多発している東京は除外されていましたが、来月から加わることにな

りました。 

しかし、地方に感染リスクが増えるのではと懸念もされています。感染拡大によ

り、東京オリンピック・パラリンピックは来年に、かごしま国体も延期され、３年

後に開催することになりました。また、町内のたなばた祭りやふれあいフェスタな

どのイベントや、各種会合の中止や延期、このように感染が収まらない状況につい

て、どう考えていらっしゃるかをお答えください。 

○町長（東 靖弘君） 鹿児島県でも感染者が増えてきたが、どう考えるかとの御質問

でございますが、鹿児島県における新型コロナウイルス感染状況を御説明いたしま

す。 

９月１６日時点で３７６名の感染者が確認されており、そのうち、５つのクラス

ター関連が２５４名と、６８％を占めている状況であります。クラスター以外の感

染につきましては、県外への移動など、ほぼ感染経路をつかめている状況でござい

ましたが、最近では感染経路不明の割合も増えてきている現状もございます。本町

におきましては、７月４日に１名の感染者が確認されて以降、新たな感染者が確認

されておらず、町民の皆様の徹底した感染拡大防止に向けた行動変容によるものと

評価しております。引き続き、町民の皆様には３密を避けるなどの新しい生活様式

の徹底をお願いしていきながら、経済活動との両立を図っていきたいと考えており

ます。 

○３番（児玉孝德君） 大崎町でもですね新型コロナウイルス感染症対策の独自の事

業、幾つかありますが、今議会でも追加の対策が提案されました。しかし、今後、

収束がですね長引く場合の対策も考えていく必要があると思います。そこ辺のお考

えを教えてください。 

○町長（東 靖弘君） 国の新型コロナウイルス対策の特別地方臨時交付金等で１次、

２次にわたって国の補正がありまして、それに対応して予算書に計上しましたよう

な事業を提案して、今後対策を講じていくわけでありますが、懸念されることは、

本当に収束していくのか、その方向で、国が一生懸命努力をされておりますので、

その収束を願うということが一番期待するところであります。 

しかしながら、世界の今の感染状況とか国内の感染状況とか見ていったときに、

ここ二、三カ月でそれが改善されるかというと、これもまたなかなか微妙なところ
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だろうと思っております。国においても、予備費等を活用しながら、今回は医療費

の支援ということで予算を組まれましたけれども、やはり、これが収束せずに経済

活動が非常に十分に進まないとなったときには、国としてもそういう対応を考えて

いただくのではないかということを期待しておりますし、また、我々としても、そ

れに合わせる形で対応を、その時点でそうなったときにはやはり合わせる形でそう

いう方向でやっていくということを考えております。 

○３番（児玉孝德君） 先を見据えた対応ということで了解しておきます。 

では、飲食店、福祉施設などでの感染予防対策についてお尋ねいたします。それ

ぞれのお店や施設で感染対策をされていると思いますが、この対策なのか、特に福

祉施設ではどうか。周知を十分にされているのか、また、十分な対策をされている

飲食店など、安全な対策がされている証明として、町独自の利用をうながすステッ

カーなどの配布をするお考えはないかお尋ねいたします。 

○町長（東 靖弘君） 飲食店、福祉施設での感染防止の対策についてとの御質問でご

ざいますが、まず、飲食店につきましては、頻繁な消毒や検温、パーティションの

設置など、それぞれの店舗におきまして新しい生活様式に対応した対策をとられて

いるようでございます。 

次に、保育所や介護福祉施設、障害者支援施設などの社会福祉施設が提供する各

種サービスにつきましては、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせ

ないものであり、発生当初から、国においては感染拡大防止のための留意点や発生

した場合の対応方法などについて、再三にわたり、県を通じて事業所等への周知徹

底の依頼があったところでございます。 

各事業所につきましては、感染防止のための基本的な事項である手の消毒、マス

ク着用の徹底、風邪等に似た症状のある職員や利用者の登園や勤務の自粛、感染が

疑われる地域への不要不急の外出禁止、密を避けるための行事やイベントの中止、

介護施設等への入所者への面会禁止など、感染防止のために大変な取組をいただい

ているところでございます。 

本町におきましても、医療機関や福祉施設へ速やかな情報提供やマスクや消毒液

の配付を行い、感染防止のために取り組んでまいっているところでございますが、

ただいま御質問がありました飲食店における対応等の中で、この件について一応協

議はしたところだったんですけど、その点につきましては担当課長のほうで答弁さ

せていただきます。 

○保健福祉課長（相星永悟君） お答えいたします。 

鹿児島県におきまして、感染防止対策をとられた飲食店については、鹿児島県が

その旨の証しとなりますステッカーを発行しております。これは、インターネット
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でも取得可能ということでございますので、町といたしましては、そちらのほうの

利用をお願いしたいと考えております。 

以上でございます。 

○３番（児玉孝德君） 県のステッカーは知っておりましたが、町としてですね独自

の、「この店、安全です。皆さん、利用してください」というような利用促進を図

るステッカーということで検討していただきたいと思います。感染症の周知が徹底

しているということで、今後も引き続きお願いしたいと思います。 

次に、コロナ対策としてですね学校や公園、公共施設などへ、手洗いの自動水栓

が設定できないかお尋ねいたします。皆さんですね手を洗った後、せっかく洗った

のに、また蛇口の上の閉めるところを触るのは嫌という方がいっぱいいらっしゃい

ます。自動水栓、簡単なものから高価なもの、いろいろあるみたいですけど、停電

でも使用できて、簡単に取りかえられる乾電池式などはですね月に４,０００回使

用した場合もですね２年間ぐらい電気は保つみたいです。さらに、自動でとまると

いう観点から、節水対策にもなると思いますが、いかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 不特定多数の方が使用する水道蛇口を自動水洗化することは、

接触感染のリスクを軽減できる重要な取組と感じております。 

町内のほとんどの公共施設は、回転式ハンドルの水洗となっており、手を洗った

後に再度ハンドルに触れることになってしまい、感染防止効果が薄れる可能性もご

ざいます。また、自動水洗化することは、新型コロナ対策にとどまらず、インフル

エンザなどの他の感染症にも有効であると思われますので、今後、小中学校を含む

公共施設の水道栓につきましては、各施設の利用率、水道の使用頻度を調査しなが

ら、感染防止対策上、必要な設置場所を特定するとともに、老朽化等により改修す

るときに合わせ、自動水栓もしくは肱で操作できるレバー式水洗等も選択肢の１つ

として、総合的に検討してまいりたいと考えております。 

○３番（児玉孝德君） できるところからですね順に取りかえていただきたいと要望し

ておきます。 

では、新型コロナウイルスに関する児童・生徒へのいじめの実態はないか。特に

医療従事者の子どもへの差別発言などはないかお尋ねいたします。 

○教育長（藤井光興君） ただいまの質問にお答えいたします。 

本町におきまして、新型コロナウイルスに関する児童・生徒へのいじめの認知報

告はございません。町教委としましては、５月７日付の文書で、差別や偏見等が起

きないように環境整備や指導をするように、各学校と保護者に通知しております。

環境整備とは、教室の換気や室内における身体的距離の確保、アルコール消毒液の

設置、正しい認識に立てる掲示物などです。このことによって安心感を与え、不安
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な気持ちを助長しない工夫と考えております。また、７月１６日の保護者向けの公

文にも、根拠のない情報には冷静に対応するようお願いしております。 

さらに、各学校においては、学校だよりにおいて、差別や偏見のない対応につい

て、校長名で啓発しております。さらに、地域住民に対しましても、今月の広報お

おさきで大崎中の啓発文を抜粋して啓発したところであります。 

今後、新型コロナウイルスに関するいじめ等が起こった場合につきましては、ほ

かの生徒指導上の問題と同様に、丁寧に聞き取りを行い、自分の行動の不適切さに

気づかせ、正しい理解や行動につながる指導をするようお願いしております。 

また、これらの対応については、ことし４月に文部科学省が作成した「新型コロ

ナウイルスの感染症の予防」という教師用の指導資料を参考にしております。その

中では、例えばいじめや偏見と感染拡大の関係を、次のように述べております。第

一に、未知なウイルスでわからないことが多いため、不安が生まれる。第二に、人

間の生き延びようとする本能により、ウイルス感染にかかわる人を遠ざけようとす

る。３番目に、差別を受けるのが怖くて、熱や咳があっても病院での受診をためら

い、結果として病気の拡大を招くという負のスパイラルに陥ると述べております。

同時に、負のスパイラルを防ぐために、公的機関が提供する詳しい情報を得て、差

別的な言動に同調しないことが大切ということで指導しております。 

以上です。 

○３番（児玉孝德君） 本町ではいじめはないということで、対応もされているという

ことですが、今後、児童・生徒の新型コロナウイルス感染者が確認された場合です

ね、学校では様々なうわさや誤った情報が飛び交い、子どもたちも影響を受けると

考えられます。感染予防の取組とともに、新型コロナウイルスへの不安からくるい

じめや差別発言、人権侵害にかかわる発言などについて、いじめは人の心を著しく

傷つける行為であり、絶対にしていけないことを確認し合うことが大事です。今の

うちからの対応を、されているということですけど、徹底していただきたいと思い

ます。 

コロナウイルスの感染者が確認された場合ですね、まず、私たち大人が情報を見

定め、冷静に判断し、相手の立場に立った行動をしていかなければならないと思い

ます。そういったことも、保護者も含めて、徹底して周知されるように要望してお

きます。 

最後に、生徒・児童の休校に伴う学習の遅れはないか、お尋ねいたしたいと思い

ます。 

○教育長（藤井光興君） ただいまの質問にお答えします。 

結論から申しますと、現在のところ、学習の遅れは生じておりません。そういう
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学校はございません。大崎町の全小中学校におきましては、例年であれば夏休み休

業となる７月いっぱいも授業しましたし、そういう関係で、また、各学校では行事

の授業を縮めたりとか、それから５時間目の授業を６時間目にしたりとか、そうい

う工夫をしながら授業時間の確保をしておりますので、今のところ、授業の遅れは

ございません。 

以上です。 

○３番（児玉孝德君） 休校の部分はいろいろ工夫されて、遅れはないということです

が、今後、感染により休校しなければならなくなった場合の対策はできているのか

お答えください。 

○教育長（藤井光興君） その件も校長会等で聞いておりますが、各学校、前も話をし

ましたとおり、予備時数という時間があるんです。その時間が大体五、六十時間あ

ります。そのあたりで対応できるし、今のところ、各学校では１０日から、もしあ

ったとしても対応ができると、学校によって違いますけど、そういう対応ができる

ということで聞いております。 

以上です。 

○３番（児玉孝德君） 各学校で対応できるということです。今回、タブレットの予算

も上がっています。全児童にそろえて、アンケートもとってＷｉ－Ｆｉ環境のない

ところを把握してあり、そこにはルーターを貸し出しして、オンライン授業ができ

るようになっているということですが、有効なオンライン授業を行えるよう、すべ

ての先生方の研修は十分にできているのか。苦手な先生に対してのバックアップ体

制はどうなのか、答えください。 

○教育長（藤井光興君） ６月議会で一応話をしてございますが、前も話をしましたと

思いますけど、夏休みにまずは８月の始めでしたか、アドバイザーの情報教育研修

課の方になってもらっておるんですけど、タイトな話をしながら、そしてまた８月

１９日でしたか、附属小の先生に来ていただいて、先生方に呼びかけてタブレット

の研修をいたしました。５５名ぐらい参加されて、いい研修ができたと思っており

ますけど。また、教育センターでは、今後、月に２回ぐらいオンラインによる研修

を進めたいということを言っていましたけど、だんだん、だんだんそういう研修が

始まるでしょうから、そのあたりについてはどうにか来年度までに間に合うのかな

と、徐々に間に合っていくのかなと思っております。 

○３番（児玉孝德君） 十分な研修を行ってですね、先生によって格差がないように、

今後対応をして、子どもたちの教育の遅れがないような指導を行っていただきたい

と思います。 

以上で、私の質問を終わります。 
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○議長（宮本昭一君） 次に、１番、平田慎一君の質問を許可いたします。 

○１番（平田慎一君） 中国武漢で発生し、全世界で、現在蔓延しております新型コロ

ナウイルスの影響によって、健康被害はもとより、経済的な被害、また風評被害等

も含めてさまざまな影響をこうむっていらっしゃる方、７月豪雨災害、先般の台風

１０号にて被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。 

そして、前回の一般質問にて、農業政策での情報提供の不備について御指摘し、

改善を求めましたが、今般のコロナ対策関連情報の提供並びに手続等を含め、早期

の対応をされておりますこと、農家の方々からもそのような声をお聞きしておりま

す。早々に改善されていることに対し感謝申し上げるとともに、引き続き透明性・

公平性をもって取り組んで行かれるようお願いいたします。 

私は、さきに通告しておりましたコロナ禍の現状と対策、課題についてと、コロ

ナ禍における幼児教育を含む学校教育活動への影響と対策について、防災・減災に

ついての３点御質問いたします。 

まず、はじめに、コロナ禍の現状と対策、課題についてですが、本町では経済対

策として、早い段階より町独自の緊急支援策が出され、実施されておりますが、経

済対策と感染拡大防止策の現状について、どのような効果が上がっているのかをお

聞きし、１回目の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） 現在までの対策でどのような効果が上がっているかとの御質問

でございます。本町では、県内最初の感染者確認以降、町民に対しましては、酸性

電解水の配付や不要不急の外出の自粛、消毒の徹底、マスクの着用など、新しい生

活様式の徹底に努めていただくなど、これまでとは全く違った日常生活を過ごして

いただいております。 

また、町内の医療・福祉関連施設に対しましては、国内で感染者の急増が伝えら

れてから、マスク等の入手不足が懸念されておりましたので、本町での備蓄あるい

は寄贈いただきましたマスクや消毒液の切れ目ない配布を行ってきております。７

月上旬に、大崎町を含む大隅半島で、感染者が一時増加しましたが、その後は感染

者がほぼゼロの日々が続いております現状が、その効果のあらわれだと考えており

ます。 

また、経済対策の面では、これまで新型コロナウイルス感染症対策といたしまし

ては、１人当たり１０万円を給付する特別定額給付金などの国の事業の速やかな事

務の執行と、本町独自の経済対策としての第１号補正予算で御可決いただいた支援

策がございます。 

本町独自の経済対策の実績を申し上げますと、飲食店応援のために全世帯に配付

したクーポン券でございますが、６,０６０枚中１,４９１枚が使用されており、７
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４万５,５００円が飲食店で消費されております。 

次に、国の持続化給付金の対象とならない１５％から５０％未満の売上減少の第

３次産業事業者に、一律３０万円を給付する経営持続化給付金を９７件、総額２,

９１０万円を給付しております。また、商工会員を対象に一律５万円を交付する事

業者支援交付金は、新規加盟者１０件を含む２８３件、総額１,４１５万円を交付

しております。 

このように、本町といたしましては、第１次補正予算においてそれぞれの状況に

応じた対策を講じてまいりましたが、新型コロナ感染症の影響で売上が落ち込んだ

事業者の経営持続化に一定の効果があったものと考えております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 同僚議員の質問と重複する部分もございますが、経済関係で

は、国・県の政策も含め、いろんな対策を打たれている現状がございます。 

また、別な部分で、感染拡大防止策に関していえば、情報が伝わっていないとい

うかですね、状況や対応が全く見えない、伝わっていないように思います。例え

ば、本町では１人の感染が確認されていますが、その後どうなったのか、どうなっ

ているのか。近隣の市町村で発生したクラスター関係はどうなったのか。また、曽

於地域へのコロナ感染に対する医療施設は１施設、ベッド数は２床だけと伺ってお

りますが、そのようなことすら知るよしもないのが現状ではないでしょうか。 

本町及び県や保健所、町内の医療機関との連携はどのようにしていたのか、ま

た、課題や問題点等はなかったのかお聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきまして、１人の感染者がその後どうな

ったのかという御質問であり、また、新型コロナウイルス感染者を受け入れる施設

が、曽於地域では１箇所だけという、そういったことしか把握できていないという

ことで情報不足ではないかという御質問でございました。その点につきましては、

担当課長のほうで答弁させていただきます。 

○保健福祉課長（相星永悟君） お答えいたします。 

まず、各関係機関との連携でございますけども、志布志保健所との連携でござい

ますが、従来の保健所業務のほかに新型コロナに関しましては、帰国者・接触者相

談センターの相談業務をやることになっております。感染者が発生したときには、

まず優先事項といたしまして、感染者の入院・受け入れの調整、感染者の搬送調

整、濃厚接触者の調査などが優先されることから、帰国者・接触者相談センターの

相談業務が手薄になります関係で、これにつきましては２市１町の担当課長の話し

合いのもと、４月に行いましたけども、後方支援として保健師を派遣して、その業

務に当たらせるということを計画しておりましたけども、７月上旬に発生した段階
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でその役割が回ってきたわけですけども、７月６日から７月１７日の間にかけて、

２市１町の保健師で対応しております。ちなみに、大崎町からは、７月１５日に２

名派遣しております。 

あと、医療機関との連携でございますけども、町内５医療機関、５つの歯科医院

ございますけども、この診療に当たりましての連携というのは、今のところはとっ

ていない状況でございます。こちらから、町長答弁にもありましたように、消毒液

の配付とかマスクの配付、市中での不足が懸念されました折には、その都度、切れ

目なく配付いたしております。 

それから、感染症指定医療機関の件ですけども、曽於地区内におきましては１箇

所ということで、これは公表されておるわけですけども、いざ、先ほど申し上げま

したけども、保健所の搬送の件につきましては、私ども町のレベルでは対応できま

せんので、もし感染された方が搬送されるのは曽於医師会立病院なんですけれど

も、それについての広報というのは、県はやっておりますけども、町としては周知

はしておりません。 

それから、今のところお一人の患者の状況ですけれども、発生してからその後の

濃厚接触者の陰性であった、陽性であった、今回はすべて陰性でしたけども、その

周知と、それから、その患者の方が退院なさったという情報、これはすべて保健所

から入手しないと、私どもではそれを知るすべがございませんので、保健所から情

報をいただいたものを、すぐにホームページで公表しております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 情報のほうがですねあまり入ってきていないというのを聞きま

したので、なるべくそういう細かい情報も含めてですね、町民に対して流せる情報

は流していただきたい。 

それと、曽於地域には病床が１施設しかないという、これは志布志市の市長の答

弁であったみたいですが。曽於地域の医療機関で抑えられない部分は、鹿屋市とか

ですね近隣の市町、都城を含めた部分を考えておりますということだったんです

が、大崎町としてはどのように考えておるのか、ちょっとそこは答弁いただきたい

と思います。 

○保健福祉課長（相星永悟君） お答えいたします。 

町のレベルで、どこの病院ということはできませんので、今御質問にありました

ように、まずは２次医療圏内での措置、それは曽於医師会でございますけど、それ

で足りない場合は、肝属あるいは県を超えての都城、あるいは姶良、鹿児島です

ね。こちらについても県のほうが入院の調整をいたしますので、そこについては不

足する病床あるいは、現段階では民間ホテルの借り上げも行われておりますので、
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軽傷者についてはそちらのほうに入っていただく措置も講じられております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 軽傷者についてはホテル等ですね、という国の指針もあります

ので、多分その辺もうまい具合に活用していくんだろうと思いますが。コロナの相

談支援体制や生活支援体制等については、大崎町としてはどのような取組を行って

いたのかお聞きいたします。 

○保健福祉課長（相星永悟君） お答えいたします。 

まず、相談業務についてでございますけども、先ほどの保健所での後方支援の件

で申し上げましたけども、町の保健師が志布志保健所に行きまして、新型コロナに

ついての相談の仕方、回答の仕方を研修しておりましたので、町で相談がまいっ

て、町の保健師で回答して、納得いただければそれでよしと。また、納得いただけ

なければ、志布志保健所の帰国者・接触者相談センター、あるいは県、その上の国

の厚生労働省にも相談機関がございますので、そちらのほうを案内しております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 大崎町で１人出ていたということなんですけど、その方の生活

支援等はどのようにされていたのか、お伺いしてよろしいですか。 

○保健福祉課長（相星永悟君） 申し訳ございませんが、その方がどこのどなたという

情報が全くございませんので、支援の仕方は、済みませんができない状況でござい

ました。 

○１番（平田慎一君） そういう状況なんですね。町もわからないということで理解し

ておきます。 

では、次に、現状をどのように評価し、今後、どのような対策をとっていくのか

についてですが、今現在進行中の感染症が収束していないｗｉｔｈコロナの段階

と、今後、感染症が収束したポストコロナの段階、この２つの感染症拡大防止と経

済政策の方向性をお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 現状をどのように評価し、今後どのような対策をとっていくか

との御質問でございますが、評価につきましては先ほど申し上げましたが、町民一

人一人の感染拡大防止に対する公衆衛生の意識の向上により、現状維持が保たれて

いると思いますので、行政側の対策により住民の行動に対して評価は大であると考

えております。 

今後の対策でございますが、県におきましては、７月の感染者の急増を受け、こ

の９月から再度の感染者急増時の医療提供体制が確立されておりますことから、保

健所を介しての依頼があればそちらへの協力、また、国におきましては、１０月か

ら発熱症状のある患者の受診手続の変更がなされますので、曽於医師会と協力しな
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がら体制づくりを進めたいと考えております。 

また、経済対策の面では、現状の評価につきましては、先ほどお答えいたしまし

たとおり、１号補正予算で御可決いただいた支援策により一定の効果があったもの

と考えております。 

また、今後の対策といたしましては、今回４号補正予算に計上させていただきま

した商品券発行や第３次産業事業者への経営持続化給付金、農林漁業者への経営支

援給付金など、新型コロナウイルス感染症で冷え込んだ消費を回復できるような対

策をとらせていただく所存でございます。 

また、これから先、新型コロナウイルス感染症に伴う社会情勢がどのように推移

していくのかによって打つべき対策が異なることもあろうかと思われます。今後の

情勢を注視しながら、対応してまいりたいと考えております。 

○１番（平田慎一君） 是非ですね、今後やっぱり、まだまだまだ、このコロナの状況

というのはですね経済に響いてくるというふうに考えておりますので、是非適切な

施策のほうを打っていただきたいというふうに思います。 

それに加えてですね、あと医療関係の部分で、この前、大臣の答弁ですかね、話

で、今後コロナが出た場合、近隣の医療機関にそのまま丸投げするようなですね、

若干そういう形の話があって、近隣のお医者さんからですねそういうことは困るよ

ねと、何も情報がないのにねという話はちょっとございましたが、その辺、もしわ

かればですね、答弁できればお願いいたします。 

○保健福祉課長（相星永悟君） お答えいたします。 

先般、厚生労働省から発表があった分でございますけども、９月の集落発送でも

皆さんに周知をしたところなんですけども、１０月以降の基準といたしまして、新

たな仕組みとして、発熱などの症状が出た場合はすぐに受診するのではなく、ま

ず、近くの診療所やかかりつけ医に電話で相談をすると。相談した先が新型コロナ

に対応しておれば、そこで受診し、検査や診察をしていただくと。それができない

場合は、発熱患者を診察できる医療機関を紹介してもらうと、このような流れにな

っておりますけども、今、議員からありましたように、やはり、まだ、そこら辺の

診療所の先生方の意見も、これからとりまとめだと思います。県あるいは県の医師

会、曽於医師会含めて、できればこのような対応をしていただければいいなという

趣旨なんでしょうけども、やはり先生方の対応もございますので、この件について

はこれからまた協議がなされていくものと思います。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 是非ですね、医療関係等ですねやっぱり患者さんも減っている

部分もコロナの影響であります、病院のほうにも行くのを控えているとかですね、
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そういう現状もございますので、状況もですねなるべく細かく話せる情報は、是非

どんどん出していっていただきたいなというふうに思います。 

次に、近隣市町に比べて、本町の取組状況はどうなっているかですが、町長の御

認識をお願いします。 

○町長（東 靖弘君） 近隣市町村に比べての取組状況はどうなっているかとの御質問

でございます。公衆衛生につきましては、国が示す新しい生活様式への取組の周知

・啓発、また志布志市の会社から消毒用酸性電解水の製造機器を借り受け、製造

し、住民へ配付しております。この配付につきましては、新大隅青年会議所加盟事

業所の御協力をいただいております。隣接する曽於市、志布志市、東串良町でも配

付が実施されております。また、公共施設の一時的な閉鎖、イベント等の中止など

の措置をとっており、他市町と同様の取組でございます。 

経済支援面では、子育て世代への給付金の拡充、４月２８日以降の新生児に対す

る給付金など、町独自の対策に取り組んでまいります。 

また、経済対策としての近隣市町村と比べての取組状況についての御質問でござ

いますが、各市町村の個別具体の取組についての説明は控えさせていただきます

が、各市町村ともプレミアム商品券の発行や事業者への支援給付金など、それぞれ

の産業構成等に応じた施策に取り組まれていると認識しております。 

一方、本町の取組でございますが、これまでも申し上げましたとおり、今回４号

補正予算にて計上させていただきました商品券発行や第３次産業事業者への経営持

続化給付金、農林漁業者への経営支援給付など、おおむね近隣市町村と遜色のない

取組状況であると認識しております。 

また、国の持続化給付金の相談などの、予算を伴わない支援等や、高校生以下の

子どもに一律２万円を給付する子育て世帯臨時給付金など、町民の皆様に寄り添っ

た対応ができているのではないかと考えております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。なぜですねこの質問をしたかというこ

とは、行政によってやっぱり施策というか、やっていることが若干変わってきてい

る。やっぱり大崎町の場合は、子育てとか子どもに対する支援とかをちょっと多め

にやっていますよという部分もですね、ある程度情報提供、情報発信していくこと

も町のためには必要なんじゃないかなという部分でこの部分を質問させていただき

ました。 

○議長（宮本昭一君） 一般質問の途中ですが、ここで昼食のため暫時休憩いたしま

す。午後は１時から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

○１番（平田慎一君） それでは、午前中に引き続きまして、２つ目の、コロナ禍にお

ける幼児教育を含む学校教育活動への影響と対策についてです。 

日々の保育を通して、子どもの育ちと保護者の就業を支えている幼児教育。幼稚

園は、学校教育法に定める学校の１つで、３歳以上の子どもが対象であり、保育所

は、児童福祉法で定められている児童福祉施設の１つであり、法律上は保育所です

が、一般的には保育園として浸透しております、ゼロ歳から就学前までの子どもを

長時間にわたり保育しています。学童保育、放課後児童クラブとは、放課後、保護

者のいない家庭の児童を対象に保育を行う場所ですが、まず、最初に、コロナ禍に

おける保育園、幼稚園、学童保育室の現状はどうなっているかお聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） コロナ禍における保育園等の現況はどうなっているかとの御質

問でございます。さきの児玉議員へのお答えと重複するところもあるかもしれませ

んが、現在、町内には２箇所の保育園と５箇所の認定こども園、６箇所の放課後児

童クラブがあり、各施設に対しては、国・県からの通知に伴う必要な情報を迅速に

提供し、マスクや消毒液、非接触型体温計の配付による、町と施設が一体となった

感染防止に努めております。 

施設の性質上、感染者確認時以外は、施設を閉鎖することも困難なため、各施設

では備品や遊具等の定期的な消毒、登園及び出勤時の検温と手指の消毒、感染防止

のためのマスク着用の徹底、風邪などに似た症状のある児童の登園や職員の勤務自

粛、感染が疑われる地域への不要不急の外出禁止、３密を避けるための行事やイベ

ント等の中止など、感染拡大防止のために多大な協力をいただいているところでご

ざいます。 

○１番（平田慎一君） 新型コロナウイルスの感染が広がる中、小中高校等の休校要請

がなされ、幼稚園や大学もこれらに倣いましたが、保育園や学童保育は蚊帳の外で

した。 

保護者の就労を支えるために、保育園は閉じてはいけない、いつでも空いている

のが保育園であり、感染予防に努めながら保育を継続すること、これが国、厚生労

働省からの要請でした。また、食事や授乳、着がえや排泄の世話などはもちろん、

遊びの場面においても、スキンシップや密接なかかわりが必要であり、ソーシャル

ディスタンスを守るのは、保育においてなかなか困難なことです。 

全国保育協議会などの調査によると、コロナ対応が続く中で、保育士らの９割
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が、３密が避けられず、子どもや保育者に感染リスクがあると言っています。そこ

で、仮に本町の幼児教育の現場でクラスターが発生した場合、どのような対応をす

るのか、また、自治体から現場への要請や意向などを踏まえたマニュアル等がある

のか、お聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長の答弁とさせてい

ただきます。 

○保健福祉課長（相星永悟君） お答えいたします。 

仮に本町の施設におきまして発生した場合は、おのずとその施設は閉鎖されるこ

とになろうかと思います。それに対応するマニュアル等ですけれども、これは厚労

省を通じて、県・町を通じて各施設に配付しておるところでございます。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。幼児施設に関してはですよ関係省庁が

かぶる、内閣府等を含めてですね、文科省、それで厚生労働省、分かれております

けども、その辺の部分をですね、特に認定こども園の場合はすべての省庁から案内

が来ているようなことも伺っておりますし、その辺の情報の整合性というか、流れ

をですねいまいちわからない学校等もあるのではないかなというふうに思っており

ます。 

保育現場では、国や自治体それぞれの要請や意向、各保護者の就労状況や家庭の

様子、一人一人の子どもの年齢や心身の状態、そして、社会の動向や世間の目を気

にしたり考慮したりしながら保育を行っているのが現状であると思います。もし自

分が感染したら、もし自分が子どもを感染させてしまったらと、常に不安を抱いて

いるのが幼児教育の現状ではないでしょうか。 

そのような不安を軽減していくことも大事なのではないか、そういったところに

ついては、行政として何らかの対応、ケアをしているのかお聞きいたします。ま

た、そのような考えはあるのかお聞きいたします。 

○保健福祉課長（相星永悟君） お答えいたします。 

まず、経費的な面での支援で申し上げますけども、令和元年度の３月議会でお願

いいたしました学童保育の延長にかかわることです。それから、今年度に入りまし

てからも、物質的な支援ですけれども、マスク、消毒液、それから非接触型体温計

などの速やかな配付をいたしておりますので、後方支援的では物質的な支援しかで

きないところでございます。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） その辺につきましては、現場とは意見交換をされていますか。 

○保健福祉課長（相星永悟君） そこの情報共有はいたしております。ですので、不足
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が生じますものについての、先ほどの速やかな供給ですけども、そこについては直

ちに対応ができるように対応はとっております。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 物質的なものにつきましては、先ほども町長の答弁でありまし

た、３億７,０００万円の補正のほうで十分ちゃんと対応していくという旨をお伺

いしておりますので、その辺はよろしくお願いいたします。 

それとともにですね、町長にちょっとお尋ねしますが。医療関係者、医療従事者

への国からの施策的な補助金があったと思います。このような助成金等を町単独で

も構いませんが、幼児教育関係者にそのような助成というのを考えるべきではない

かという部分も思うんですが、町長、いかが思われますか。 

○町長（東 靖弘君） ただいま確認しましたら、医療関係についてはそういう体制を

ということで、今回もそういう支援措置が講じられていて、一番、保育の現場で、

子育て環境をやっていく中で欠かせない保育士の人たちの心労とかを察したとき

に、町のほうで支援する考えはないかという御質問でございますが、今のところ、

国のほうでこういったところについても支援すべきじゃないかなということは考え

ておりましたので、現在の御質問につきましては、もっと状況調査をさせていただ

きます。 

○１番（平田慎一君） 是非ですね現場の意見も聞きながら、町としても対応していか

れることをお願いいたします。 

次に、学校での感染症対策はどうなっているかについてお聞きします。 

ちょっと先ほどと重複しますが、本町の小中学校でクラスターが発生した場合の

対応も含め、お示しください。 

○教育長（藤井光興君） 質問にお答えいたします。 

まず、現在、本町での感染症対策ですけれども、文部科学省が示した学校におけ

る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式

Ｖｅｒ４をもとに、各学校で対策をとって進めております。 

今、社会全体が長期間にわたり新型コロナウイルス感染症とともに生きていかな

ければならない状況です。学校では、基本的な感染症対策を継続しながら、地域の

感染状況を踏まえ、学習内容や活動内容を工夫しながら、可能な限り、授業や部活

動などの教育活動を継続し、子どもたちの健やかな学びを保証するという基本的な

考え方を持って取り組んでおります。 

全国的なデータですけども、８月末時点での感染者は、小中学校で６９４人、そ

のうち学校内で感染したとみられる児童・生徒数は２７人で、４％となっていま

す。このことから、マニュアルの徹底によって最小限に感染拡大をされていると考
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えております。 

このマニュアルには、ここにございますが、約７０ページのマニュアルですけ

ど、具体的な学習活動場面や部活同時の感染症予防策、感染地域のレベルに応じた

対応、臨時休業の考え方等、いろんな網羅されております。例えば感染レベル１・

２の地域では、教室内においては１メートル間隔を保つ机の配置をすること、でき

ない場合、できるだけ距離を離し、換気を十分行ったり、マスクを着用させること

で３密を避けるように努めると記載されており、本町でも継続して行っておりま

す。また、町教委からは消毒液、マスク、体温計を配付し、今後も、全学校に体育

館用の大型扇風機や、各学校の要望を聞いてアクリルのついたてなどを購入・配付

する予定であります。 

クラスターにつきましては、先ほど言いましたとおり、このマニュアルにのっと

ってやっておりますので、県内クラスターが出たこともないようですけれども、徹

底してやっておりますので、まだ、出た場合については保健所と相談しながら進め

てまいりたいと思っています。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。マニュアル等があってですね、ある程

度の段取りがちゃんとできているということで認識しておきます。 

また、２０２０年３月、文部科学省から新型コロナウイルス感染症対策の一環と

して、全国の小中学校、高等学校、特別支援学校で臨時休校を行うことを通知され

ました。臨時休校中に、学習指導は教科書や参考書などの教材を生かした家庭学習

ですが、そこで浮き彫りになったのが、休校期間中の学習のおくれという部分で

す。それをどう取り戻していくのかというのが課題だと思いますが、先ほどの同僚

議員の答弁で、教育長のほうから、今現在、学校教育の未履修はないということで

答弁を伺っておりますけども。 

では、臨時休校に伴って生じた課題、そして、学校再開後の児童・生徒の学びに

ついて、今現状としてどのような対応をされているのかお聞きします。 

○教育長（藤井光興君） ただいまの質問ですけれども、先ほど、児玉議員にもお答え

しましたが、現状等につきましては。学校教育活動につきましては、先ほど説明い

たしました感染拡大防止対策をとった上で、以前と変わらないほどに戻っていると

ころであります。大きな問題もありませんが。 

ただ、先ほど言いましたとおり、行事を、例えば縄跳び大会であれば、３時間し

たのを２時間でやったとか、あるいは全員でのＰＴＡ総会をカットしたとか、そう

いうところはありましたけど、とにかく密にならないような工夫をした上で行事を

行っておりますので、大きな課題、問題はないのかなと。どうしてもしなきゃなら
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ないものについては間隔をとったりして実施しておりますので、大きな影響はなか

ったのかなと思っております。 

○１番（平田慎一君） そこでですね、特に中学校３年生とかになるわけですが、部活

動ですよね。各種スポーツ大会はほとんどなくなって、大崎町は結構スポーツに強

い方々がたくさんいらっしゃいますし、それによって進学される方もいらっしゃる

と思うんですが、その辺の事情とか状況はどうなっていますか。 

○教育長（藤井光興君） これも６月議会で出た気がするんですけど。部活動につきま

しては、先ほど言いましたＶｅｒ４マニュアルにのっとってしておりますが、これ

も、以前はいろいろ厳しかったですけど、今は体育の時間はマスクをとってやって

もいいということで、３密にならない工夫をしながらやっているところです。 

それから、７月末に中体連の地区大会をやろうということであったんですけど

も、最終的にはやりませんでした。これは、県内ほとんどやっていません。中体連

については。ただ、学校としては、地区内の学校長同士で、あるいは部活担当者で

連絡をとり合って、子どもたちに心の整理をつけさせようやということ等で交換試

合をやったりとかしているのはあるようです。 

それから、これも確か６月議会で出たと思いますけど、入試関係につきまして

は、県のほうでは、それぞれ差がつかないように対応しますので心配ありませんと

いうことでありましたけど、そういうことで問題はないのかなと思っているところ

です。 

○１番（平田慎一君） 今後もですね引き続き、生徒のフォロー等を含めてやっていっ

ていただきいという部分と、今後も社会全体で継続して新型コロナウイルス感染症

対策をしていきながら生活していかなきゃなりません。 

そこで、感染症対策は大切なのは言うまでもありませんが、より重視しなければ

ならないのは、やはり子どもたちの学びの保証という部分だと思います。誰一人取

り残さない教育の機会均等をお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

○教育長（藤井光興君） 感染症対策と学びの保証は両立しないといけないなと思って

いますけど、そういうことでなるだけ臨時休校をとらないという形で進んでますよ

ね。そういう意味で、学校のほうは普通に戻りまして、授業等についてはいつもの

とおり、今後のＩＣＴ教育も見据えながら授業を進めているところでありまして、

今のところ、以前と変わりなくなっておりますので、大きな問題はないのかなと思

っております。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。 

また、経済の低迷が、今、続いてる状況で、家庭の経済格差が教育格差につなが

っていく心配があります。厚生労働省が本年７月１７日公表した国民生活基礎調査
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によると、依然として全体の７人に１人の子どもたちが、ひとり親世帯に限ると２

人に１人が貧困状態だといわれています。そもそも貧困とは、どのような状態を指

すのかというと、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が定める総体的貧困率を月収であ

らわした場合、親子２人世帯が月に約１４万円以下で生活していることを指すとい

われています。もう少しかいつまんで言うと、日本全国の世帯年収の平均の約半分

で暮らしている家庭のお子さんが、国内で約２８０万人いるといわれています。貧

困は、世代間で連鎖すると言われており、親世代が貧困であれば、子どもの生活に

も影響を与えます。特に成長過程での影響は大きく、体だけでなく心にも影響を与

えてしまいます。貧困を理由に、子どもは教育や社会経験の機会を失ってしまい、

結果として学力不足の子どもや精神的に未成熟なまま大人になり、低所得あるいは

所得がない生活を送るケースが多いため、貧困は連鎖していると言われています。 

コロナ禍によって、さらに進むといわれているこの経済の減退、そのことでさら

に起こる格差について、本町教育行政の御認識と取り組むべき内容をお示しくださ

い。 

○教育長（藤井光興君） 学校から、そういう実態については聞いておりませんが、申

請してもらって出している就学援助ですかね、そのあたりはやっていますけど、コ

ロナについては今のところ考えておりませんが、これは福祉のほうとも関係あるで

しょうけど、委員会としてはそこまでは考えておりません。 

○１番（平田慎一君） これは確か、教育委員会のこの前来た資料の中にも格差のアン

ケートの部分の資料があったんですけれども。わかりやすく言えば、今度、文部科

学省が２０２０年度から、毎年やっていたんですけど、全国学力学習状況調査で、

今年度から、社会経済的背景、今の貧困の部分です、これを重点的に学力に与える

影響を調査するという形でいっておりますけども、この調査はもう終わったんです

かね。わかれば。 

○教育長（藤井光興君） ことしは学力調査はまだやっておりません。これから９月

末、１０月初めに文科省のほうについてはやる予定です。 

○１番（平田慎一君） 本年度あるということで、ホームページ上も出てましたので、

また、これが出た場合は結果のほうを教えていただければというふうに思います。 

また、今言った貧困の問題というのはですね大崎町でもあると思いますので、是

非確認されてですね、フォローできる部分は、１人も取り残さない学習指導という

形でですね学びの保証をしていっていただきたいというふうに要望いたします。 

○教育長（藤井光興君） 学力テストで、学習状況調査になるんですが、その中に入っ

ているのかなと思っておりますけど、今年度についてはまだ見ておりませんので、

ここに入っていたら、また、結果についてはお知らせしたいと思います。 
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○１番（平田慎一君） 次に、ＩＣＴ環境整備について、地域ＢＷＡ（ブロードバンド

ワイヤレスアクセス）制度の取組を活用できないかについてですが、日本の学校教

育は、これまで対面や紙、電話でのやりとりに依存しすぎて、連絡手段にすらＩＣ

Ｔを活用してきませんでした。ＩＣＴ活用と言えば、あくまでも授業の中だけで使

うもので、学校生活全般でＩＣＴを活用するという発想がなかったのではないでし

ょうか。文部科学省が発表した調査によると、コロナ禍の休校開始約１カ月半の間

に、同時双方向型のオンライン指導ができた学校はわずか５％ということだったそ

うです。日本の多くの学校では、オンライン授業以前に、子どもに教材を配信する

仕組みや、子どもと教師が普段からオンラインで連絡をとる手段すらないのが現状

です。 

ですから、緊急事態になっても、すぐにオンライン授業に切りかえられないし、

今の学校のＩＣＴ環境で対応できることは意外に少ない。コロナ禍の学校現場は、

今、これまで以上にＩＣＴ活用が求められていますが、各校のＩＣＴ教育環境の差

が教育格差の拡大につながるとも指摘されています。授業の中でしか使われない日

本の学校のＩＣＴ活用は、世界的に遅れています。その状況は、ＯＥＣＤ（経済協

力開発機構）が義務教育終了の１５歳生徒を対象に、３年おきに実施する生徒の学

習到達度調査（ＰＩＳＡ）２０１８年度調査でも明らかになりました。日本の学校

のＩＣＴ活用は、ＯＥＣＤの平均にも及ばないどころか、世界で最も最下位レベル

で、学習用途としてＩＣＴはほとんど使われていないことがわかっています。 

そのような背景の中、今般のコロナ対策で前倒しに整備される学校のＩＣＴ活用

をどのように進めていくのか、本町の方向性をお示しください。 

○教育長（藤井光興君） 今の質問につきましても、６月議会でいろいろと出たと思い

ますけれども、今回、きのうのテレビなんかを見てますと、政府のほうでもデジタ

ル省をつくって、大臣を新しくつくられましたけど、おっしゃるとおり、世界的に

日本のＩＣＴは遅れています、おっしゃるとおりです。韓国やら中国やらインドや

らしたら、ものすごく遅れている状況です。 

今回、コロナが始まってこういうことで、政府も急いでいると思いますけど。こ

の前、いろんなことを考えてみましたら、金を町のほうでも使ってもらって、ＩＣ

Ｔをどうにかしようということで進んでいるところですが、現在の整備状況につい

て、この前、話をしたと思いますけど。令和元年１２月１３日に閣議決定され、国

の令和元年度補正予算においてＧＩＧＡスクール構想の実現が示されたことから、

現在、本町でも計画的に整備を進めている状況です。 

１つ目の、校内通信ネットワークの整備、校内ＬＡＮの整備につきましては、夏

休み期間等を利用し、大規模改修工事中の中沖小を除くすべての小中学校での整備
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を終えたところであります。これまで、大崎町各校内ＬＡＮはまだ整備されており

ませんでした。今回、こうして、今、夏休み中には中沖以外は全部、一応校内ＬＡ

Ｎの整備が終わったところです。また、タブレット等を保管する電源キャビネット

の整備につきましては、タブレット等の整備と合わせて進める予定であります。 

２つ目の、児童・生徒一人一台の端末の整備につきましては、７月末に、県の義

務教育課の共同調達による業者が決定したことから、今後、予算及び契約議案の可

決後に業者を契約を締結し、全児童・生徒分の整備を進めてまいりたいと考えてお

ります。聞きますところ、来年１月から出荷予定ということを聞いておりますが、

できれば少しでも早く、１２月でも入らないかなと思って、担当には話をしてます

けど、やっぱり来年度１月以降じゃないと無理なのかなという感じであります。ま

た、国のコロナウイルス対策に対する国の令和２年度補正予算において、オンライ

ン教育等によるＩＣＴの活用により、すべての子どもたちの学びを保証できる環境

を早急に実現するよう示されたことから、ＧＩＧＡスクールサポーターの配置、及

び緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備の補助事業等を活用し、ＬＴ

Ｅ通信環境、モバイルルーターの整備など、できるところから関係機関と連携しな

がら整備を進めてまいりたいと思います。このモバイルルーターにつきましても、

前の議会で話をしましたが、各学校の学級数プラス１台ということで考えておりま

す。 

これまで、本町はＩＣＴ環境の整備が遅れていたこともあり、ＧＩＧＡスクール

構想の整備と合わせ、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活

用し、教職員のタブレット端末等の整備、オンライン授業用のモニターの電子黒板

など小中学校の普通教室等に整備し、ＩＣＴ教育の環境整備に努めてまいります。 

また、教育現場において人的体制が不十分であることから、急速な学校ＩＣＴ化

による教員の機器等の取り扱い及び活用方法について、ＩＣＴ支援員を配置するこ

とは必要であることを考え、機器等の整備だけでなく、活用が目的であることから

活用方法について検討し、取り組んでまいります。 

これも先ほど言いましたが、夏休みに大崎のＩＣＴアドバイザーになってもらっ

ています教育センターの情報教育研修の課長に視察に来ていただいて、大崎の状況

についてお話ししました。そしたら担当が一生懸命なもんですから、まず、そのこ

とを褒められました。これだけ熱心にやっている職員はいないということをおっし

ゃいましたが、聞いたところ、一番早かったのが大崎だったみたいで、これから、

今から南さつまやら霧島に行くんだとおっしゃっていましたが、割と早く相談して

よかったのかなと思っています。彼の話によりますと、これからセンターのほうで

も月２回程度はオンラインを通じた研修をやりたいと話しておりましたけど、まだ
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情報は入っておりません。 

今回の学校教育のＩＣＴの整備により、学校現場の情報化は急速に進展すること

から、導入から活用へ、そして子どもたちの情報活用能力につなげ、創造性を育む

教育ＩＣＴ環境の実現に取り組んでまいりたいと考えているところです。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。あと、ＩＣＴ活用について取り上げる

ときにですね、どうしても学習面の話が多いんですけども、私は学校のＩＣＴ活用

は教師の働き方改革にもメリットをもたらすのではないかというふうに考えており

ます。紙を印刷せずに、クラウド上でファイルを管理できますし、転記や転写、こ

ういうのの手間も省けます。 

ＧＩＧＡスクール構想では、インフラや機器整備の話ばかり注目されますが、教

師の働き方改革など様々な課題を複合的にとらえて整備を考えることが重要である

と思います。これについては、教育長も同じような考えですか。 

○教育長（藤井光興君） おっしゃるとおり、学校の働き方改革に関連の統合型何とか

というふうにですね入れたらいろんなことに使えますよね。それから、先生方の勤

務の管理まで、出勤・退勤、それから休みに対応できますので、そのあたりもつけ

られたら大崎遅れてますけど今回それで大分改善できるのかと思っております。で

すから、おっしゃるとおり、できるだけ有効に使って、生きた活用ができるように

したいと思っています。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 是非、そのように複合的に使っていただけるようにやってくだ

さい。 

そのような中で、今後必要となること、今の話の中でですね、すべての中で必要

になることが、課題が環境整備であると思います。アクセス環境やネットワークの

高速帯域化に対応すべきであり、その手段として地域ＢＷＡ制度の活用ができない

かについて質問してまいります。 

先に地域ブロードバンドワイヤレスアクセスとは何か、概略を若干申し上げます

と、２００８年度より、高速移動無線技術として光回線化が困難なエリアの解消

や、地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的として導入された電気通信業務

の無線システムです。総務省の免許制として、市町村単位で地域事業者に利用され

ています。近くで言うと、宮崎県三股町が導入し、鹿屋市も協議化会員となってい

ます。２０１４年１０月からは、電波法令の制度改正によりＬＴＥ技術も利用でき

るようになり、より高速な通信サービスが可能となっています。本システムを端的

に言いますと、光回線ケーブルの電波塔と考えてもらえれば、４Ｇ、５Ｇなどの高
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速回線での使用が可能で、１つの基地局で広域をカバーできます。既存の通信シス

テム、Ｗｉ－Ｆｉ等は、場所や環境により通信が途切れたり、速度が遅くなったり

しますが、それが解消されるということです。 

あえて教育の分野で言っているのは、各学校区に基地局をつくることで、その利

便性と環境がＩＣＴ活用とうまく相乗効果を生むのではないかと思いますが、いか

がお考えになるでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 地域ＢＷＡ制度を調べてみますと、無線基地局からの電波によ

って通信を行う、地域限定のデータ通信サービスとなっており、専用周波数を使用

することから通信が集中することによる障害が起こりにくく、災害対策をはじめと

する様々な分野での活用が期待されております。 

全国的に見てみますと、学校などのネット利用、地域の暮らし・防災情報の発

信、児童・高齢者の見守り、商店街監視カメラなどの映像伝送、条件不利地域の解

消などに活用されている事例があるようです。 

議員から御提案のありました地域ＢＷＡ制度の活用につきましては、活用してい

る自治体を参考にしながら、調査・研究をさせていただきたいと思います。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。 

先般、管総理が総裁選後の記者会見で、デジタル庁新設計画とともにですね光フ

ァイバー回線整備に５００億円予算をつけて整備するというふうにおっしゃってお

りましたが、そのような国・県の予算措置もにらみながら、この施策に反映させて

いければいいんじゃないかなというふうに思いました。 

また、ブロードバンドは、社会経済活動を支える重要な社会インフラであり、地

域においても定住促進、企業誘致等の地域の活性化、先ほど町長がおっしゃられた

とおり、防災、介護支援等の福祉、医療体制の確保等の地域の安全・安心を実現す

るために必要不可欠なものとなっております。特に無線によるブロードバンドシス

テムは、地域の特性やニーズに応じて、ネットワークを柔軟かつ効果的に構築でき

ることから、地域において、今後ますます利活用が進むことが期待されており、新

しい技術の開発も進展しています。 

そのような通信技術を取り入れることが、ソサエティ５.０時台を生き抜く上で

も、本町の未来への投資としても、考えていく手段であると思いますが、いかがで

しょうか、再度お聞きしますが。 

○町長（東 靖弘君） 他の自治体を参考にしながら研究させていただきたいという答

弁をさせていただきました。これは変わらないことでありますが、先ほど平田議員

からありましたように、九州においては、あるいはこの近辺においては三股町がや

っているということで、データの中で見てみましたら出ておりました。そしてま
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た、全国にどれくらいの自治体がやっているのかなということも調べてみました。 

それを見ながら思っているのは、やはり１つのコミュニティ放送的な役割も果た

している、いわゆる福祉とか、先ほどあったような高齢者の見守りとか、あるいは

監視カメラとかそういったことまで地域限定の中でやられているというので、そう

いった面で、一部の地域でやれること、あるいは町全体を広域的にとらえてやられ

ること、あるいは隣接の一部とやれることとか、いろいろ規定があったところであ

りますが、やっぱり総務省が主催する中で、この事業がどれぐらいのメリットがあ

って、デメリットがどれくらいあるのかということもちゃんと調べていかなければ

ならないなということで、事業内容としては情報を伝達するという部分では非常に

いい制度ではないかなと思っておりますが、全体的に九州はまだ３箇所しかやって

いないという状況でありますから、その要因とかそういったところも調べた上で判

断させていただきたいなと思っています。 

○１番（平田慎一君） 是非ですね積極的に、また、もしかしたらいろんな新しいタイ

プのこういう仕組み、システムが、デジタル庁でまだ出てくるのかもしれません

が、そういうところも十分取り入れながら、大崎町の公共の福祉を、このブロード

バンド社会における利便性も含めてですね施策として考えていっていただきたいと

いうふうに思っております 

最後に、防災・減災について質問いたします。 

７月豪雨及び台風１０号被害について、現況等につきましては、同僚議員の質問

でわかっておりますので、大崎町地域防災対策等の部分に含めて出ていますという

形で答弁も町長からいただいておりますので、別な部分の質問で、今回、早目に避

難をされる町民の方が多かったですけども、ジャパンアスリートトレーニングセン

ターやあすぱる大崎など、避難者が多くて入れなかった方もいらっしゃったと聞い

ておりますが、どうだったのか。ソーシャルディスタンスの対応も含めてお聞きい

たします。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、総務課長の答弁とさせてい

ただきます。 

○総務課長（上橋孝幸君） 台風１０号における避難所の開設状況について、説明をま

ずさせていただきたいと思います。 

避難所につきましては、町内８箇所の施設を開設したところであります。その中

で満杯状態になった施設が、保健センターとあすぱる大崎でございました。今回、

新型コロナウイルス感染症対策もございましたので、もちろんソーシャルディスタ

ンスに気をつけて、１人当たり４平米、もしくは１世帯当たり４平米以上の間隔を

とるように、避難所に待機する職員には指導したところでございます。 
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以上です。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。保健施設とあすぱるがいっぱいだった

ということで、このいっぱいだった方々に対しては、ほかの場所への移動をお願い

したりとかそういう対応はされたんですか。 

○総務課長（上橋孝幸君） まず、当初、最初の段階では避難所は６箇所開設いたしま

した。保健センターが、まず一番最初に満杯になったものですから、その次に、あ

すぱる大崎をお勧めして、あすぱる大崎も満杯状態に近い状態になったものですか

ら、隣の総合体育館を追加で開けたところでございます。 

さらに、三文字地区の方々、あるいは仮宿地区の方々が避難を希望される方々が

いたものですから、老人福祉センターも追加で開設したところでございます。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） では、次に、災害復旧はいつ頃になるかですが、これもちょっ

と若干重複する部分がありますが、個別具体的にですね、特に被害が大きかった持

留、档ヶ山、高井田地域ですね、あと橋梁の飯隈橋、田中橋の復旧の見込みと、こ

れも先ほどと若干重複しますが、昨年７月の豪雨災害で崩れた菱田川の改修工事、

このめどについて、来年ぐらいということで、先ほど答弁されましたが、来年の何

月ぐらいをめどにしているのかなという部分も含めまして、御質問いたします。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、建設あるいは耕地、農政と

いうふうに分かれておりますので、それぞれ担当課長のほうの答弁とさせてくださ

い。 

○建設課長（時見和久君） 建設課関係分について御説明いたします。 

橋梁の飯隈橋、それから田中橋につきましては、来月に国の査定がございます。

それを受けた後、発注となる予定を組んでおります。完成につきましては来年度末

を予定しているところなんですが、これにつきましても各橋につきましては分割発

注とか、上部工、下部工と分けて、なるべく工期を短縮する計画ではいますけど

も、ちょっと見通しが、今現在では来年度末はしてますけども、少しでも早く完成

させるようにしたいとは思っております。 

あと、菱田川の昨年度災害を受けた箇所になりますけども、今現在までに２回ほ

ど入札を実施したところでございますけども、２回とも不調になったと伺っており

ます。ことしについても、今月、一応入札予定ではあるということは伺っておりま

す。災害については３年間で復旧を終わらすということになってますので、土木の

場合ですね。どうしても来年度までにはできないと、完成しないといけないことに

なっていますので、何らかの動きはあると考えております。 

建設課は以上です。 
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○耕地課長（竹本忠行君） 耕地課関係についてお答えいたします。 

補助対象災害につきましては、耕地課につきましては、１０月から１１月にかけ

て国の災害査定が実施予定であり、終わり次第、順次工事発注を行う予定でござい

ます。 

今回の災害につきましては、九州全域にわたりまして非常に多いことから、国の

査定体制につきましても大変苦慮している状況でございます。耕地課におきまして

は、やはり用水の確保、作物作付とかありまして、先ほど答弁いたしましたけれど

も、農地関係につきましては３４件の災害申請件数、また、施設につきましては３

７件の災害件数と、非常に件数等も多いわけでございますけれども、やはり先ほど

申しましたように、用水の確保、作物作付というのが１日も早く実施できるように

努めてまいりたいと思います。 

先ほど建設課長の答弁でございましたけれども、３年間のうちに耕地関係につい

ても工事完了については認められておるんですが、先ほど言いましたように１日で

も早い復旧ということで、とにかく来年度末復旧工事完了を目指して計画的に実施

していきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○農林振興課長（中村富士夫君） 農林振興課関係でございますけれども、持留地区構

造改善センターの空調機、雨どいにつきましては、１０月をめどに復旧予定でござ

います。それから、林務関係でございますけれども、６５箇所の法面の崩壊、山岳

崩壊とかいうことがございました。このうち、特に被害の大きかった下持留地区の

山腹崩壊、持留東、ここは個人の住宅の裏山なんですけれども、ここと持留五反

田、持留小の裏山ですけれども、ここにつきましては災害関連緊急治山事業で本年

度、国庫事業により１０月ぐらいをめどに入札というような形になるということで

聞いておりますけれども、復旧につきましては恐らく年度をまたぐんじゃないかと

いうようなことでお聞きをしております。 

それから、治山崩壊箇所でございます。永吉の小野迫、漬け物会社のところと岡

別府の早馬、ガソリンスタンドの治山工事でやったところについては、ことしの修

繕ということで一応今年度中に発注はかけますけれども、ここにつきましても、い

つまで復旧という見通しは立っておりませんけれども、なるべく早い段階での復旧

をということでお願いをしているところでございます。 

あとの災害箇所につきましては、８月２７日に県のほうと現地確認を、調査をし

ております。それで、令和３年度以降に治山工事に乗っかる分については、令和３

年度に２箇所ぐらいはお願いはできるんじゃないかと。そのほかのところについて

は、今回については、大崎町だけではなくて非常に全国的に、九州管内、特に被害
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が大きゅうございましたので、なるべく早期復旧に向けて、国・県のほうには要望

をしていくというようなことで進めさせていただいているところでございます。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。是非ですね早目に進めていっていただ

きたい。特にですね橋梁の飯隈橋、田中橋につきましては、来年度の作付に間に合

うのかとやっぱり心配されている農家さんも多いです。できればですね片一方の橋

だけでも早目につくっていただければですね農作業もやりやすくなるのかなという

ふうに思います。 

また、先ほど、菱田川の護岸改修工事について、入札が不調だったということで

伺いましたが、川に近くて、流れが速くてですね、多分工事が結構困難な場所であ

るんだろうなというふうに思っております。引き続きですね、なるべく早い復旧、

開通をお願いしたいというふうに思います。これにつきましては、町長もですね、

衆議院議員森山先生をはじめ、いろんなところにお話をして、なるべく早くできる

ようにという努力は伺っておりますので、引き続き、早目の開通のほうをお願いし

ていきたいというふうに思います。 

続きまして、防災・減災について、今後、どのような対策をとっていくかについ

てですが、全国各地で自然災害が多発し、様々な課題が浮き彫りとなっています。

犠牲者になられた多くが要配慮者という状況、高齢者を含めて、その中でも、みず

から避難することが困難な避難行動要支援者に集中していたといわれています。全

国的に高齢者や障がい者等への実効性ある避難行動支援が大きな課題であるといわ

れていますが、本町においても、高齢者や障害者等への実効性ある避難行動支援が

大きな課題であると思います。適切な避難行動をうながすための取組も含め、町長

のお考えをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 気候変動の影響によって、今後、自然災害が頻発化・激甚化す

ることが想定されますので、防災・減災の取組を迅速かつ強力に進めていく必要が

あると認識しています。 

防災対策の基本的な考え方は、住民の生命・身体及び財産を災害から保護し、社

会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることであります。これらは、行政だけの力

だけではなくて、住民や地域が災害に備え、協力・連携していくことで初めて成し

えるものでございますので、災害による被害を少なくする社会を実現するために、

自助・共助・公助がそれぞれの責務と役割を明らかにした上で、災害に備えた支援

体制の整備を推進していく必要があると考えております。 

また、このたびの７月豪雨災害では、町内各地で土砂崩落や冠水、橋梁流出など

大規模な災害が発生したことを受け、河床の浚渫や堤防の強化、排水対策、土砂災
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害対策を、国・県と一体となって計画的に進めるとともに、過去にも被災のあった

箇所で災害を繰り返し起こっていることをかんがみ、災害箇所の原形回復にとどま

らない改良復旧の考え方も踏まえ、事前防災を加速化させることが必要ではないか

と考えております。 

今後も災害に強いまちづくりを目指し、防災協議会等におきまして提言される防

災対策につきましては、総合的・計画的な防災行政の充実を図りながら、地域住民

の生命や財産を守るために積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

○１番（平田慎一君） ちょっと、先ほど言い忘れた部分があるんですけども、同僚議

員も前お話した部分があると思うんですが、災害復旧等に対してはですね、お金が

かかってもいいから、おおもとの抜本的な工事をするべきじゃないかという意見

が、前、特別委員会か何かで、多分同僚議員からの質問もあったと思うんですが、

私もやっぱりそう思います。 

特に持留地域の土砂流出に関しましては、あの近辺の方にお話を伺うと、その上

の台地の大佐土原、大久保、あの辺の用排水がやっぱり流れてきているんじゃない

かという、これは多分、町長が一番最初に、災害被害が起きたときに現場に行かれ

て、地域住民の方とお話されていると思いますけども、そういう抜本的な部分の復

旧工事というか、目の前に見えている部分だけはなくて、そういう部分も手を入れ

るべきではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 最近の災害の多発化を受けて、今、国のほうでも改良復旧とい

うことがいわれるようになりました。現在、小さな災害があったと、でも、次には

また広がって災害が発生するおそれがあると。単に災害は現況復旧と言うことがあ

るけれども、そのおそれがあるところはちゃんと幅を広げてとか改良復旧すべきで

あるというのが、今、国のほうから示されている状況であります。 

もう１点がいわれておりますのが、災害がこの次は起こるんじゃないかと、絶対

大雨が降ったり、台風が来たりしたら、ここは崩れるぞというようなところについ

ては、やはり事前着工とか事前復旧とか、事前にそういった対策をやることが必要

じゃないかということで、防災・減災国土強靱化の国の計画の中で、今、そういっ

たことが強く出されるようになりましたので、このことはすごくありがたいと思っ

ております。我々としても、今回の災害で、まだこの対象にならない中でもそうい

う災害が発生するんじゃないかと感じているところもありますので、やはり、もう

ちょっと事前防災とかというところについては、強くこれからも県とか国には要望

をし続けていくと考えております。 

それから、持留地区のことが出ました。先ほど、県が対処する２箇所については

農林振興課長のほうから説明があったところですが、小学校の上のシラス採取場に
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上から流れてきたんじゃないかという御質問でありますが、一部は流れてきている

と思っております。ただ、シラスを採っているところは個人の営業上採っておりま

すので、非常にそこについては個人がやるべきことでありますけれども、じゃあ、

上のほうはどうなのかということがありますので、上のほうも担当課とともに現地

も歩いて見ました。その中で９割方、大佐土原から大久保に通じるほうの道路の一

番低いほうに流れているのかなという感じであります。残り１ヘクタールぐらいの

畑の水がシラス採取のほうに流れているというような確認ができたところでありま

す。それについては、畑の形状もシラス採取のほうに傾いているわけで、当然、雨

が降ってくるとそっちに流れて行きますので、そこについて、やはり土嚢を置くな

りとか対策はやるべきだなというふうに思っております。ほ場整備等がしてあれ

ば、排水路がちゃんと整備されているところでありますけれども、あの地域におい

てはそういうことがなされないで、堰堤はずっと打ってあって、下のほうにこぼれ

ないような対策は大体とってあったんですけど、１箇所程度集中して、そういった

ところに流れるようになっておりましたので、これらは今後、地権者とも話して改

善する必要があったなと思っておりますので、やはり防災という面で早目に解決で

きるようにやっていきたいと思います。 

○１番（平田慎一君） ありがとうございます。是非ですねそういう抜本的な、事前防

災も含めてですね取り組んで行かれることをお願いいたします。 

また、本町では津波対策の防災マップはありますが、津波だけではなく土砂災害

や洪水災害等を含めた防災マップが必要ではないかなというふうに思います。これ

は、国とかのホームページ等でもありますが、余りにもおおざっぱすぎてですね具

体性がちょっとないのかなと。自然災害が年々激甚化していることにより、災害の

リスクを住民に伝える、河川の氾濫や決壊、緩斜面の崩壊、内排水が不可能である

地域等への浸水が増えていることで被害が重度化しているとの国の指摘がありま

す。先ほど町長が言われた部分も含めてですが、気候変動に対応した新たな基準等

を整備し、河川管理の在り方や防災計画、防災マップ等を見直すことが必要である

と思いますが、いかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 今回の７月の豪雨災害で、三文字地区が非常に大きく冠水をし

たということがあります。やはり、過去にもたびたびしておりますけども、それが

原因が何なのかということは２点、３点と考えられるところでありますので、そう

いうことも踏まえ、また、そこだけでなくして、ほかの冠水しているところとかも

十分点検する必要があるし、津波では東串良町とか連携しながら防災マップ・ハザ

ードマップをつくってまいりましたので、今後、浸水域等については、浸水する区

域の要因等をつかみながら解消に努めていくということは必要になってくるし、こ
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れから、本当に予想を超える大雨が降ってまいりますので、浸水マップとかそうい

ったことの必要性とか十分内部において議論してまいりたいと思います。 

○１番（平田慎一君） 前向きな御答弁いただきありがとうございます。是非、そのよ

うに進めていっていただきたい。 

最後に、先ほど同僚議員のほうもちょっと言われましたが、早目の高齢者の避難

ということでですね、私も台風の後、集落のほうを回りました。やっぱり避難され

てない独り暮らしの方が結構いらっしゃいました。現状を見てみると、やっぱり免

許を持っていないと、逃げるに逃げれないと、息子たちもこっちにいないと、そう

いう状況があるので、是非そういう避難の手段がない方、そういう方々に対する対

応はどのようにとっているのか、ちょっと最後にお聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） 避難の中で、常に言われているのが、行政の情報がどうだった

のかと問われておりますけれども、今、一番必要なのは、やはり向こう三軒両隣の

つき合いということであります。また、日頃から挨拶をすることが必要で、お互い

顔見知りになって、このときにはこの人をというようなことを、それぞれの住んで

いる地域で考えていくということが一番大切なことで、このことは強く言われてき

ております。 

自助・公助・共助とかいろんなのがありますけど、公助が行き届くというのは最

後の手段になってまいりますので、早い段階でそういうことをしてくださいという

情報はちゃんと出していくべきだろうし、これまでも出してまいりましたけど、要

援護者とかそういった方々が避難ができないとなったときに、やはりまわりの人が

助けていくというような組織づくりとか、そういったことはとても必要かなと思っ

ております。 

また、各集落においては、やはり要援護者等の情報とかをつかんで、こういう体

制をやろうというのをつくっているところもありますので、いわゆる津波を考えた

ときに海岸地域においてはそういったことを特にやってほしいとか、また、各地域

の集落の皆さん方にもそういう働きかけをやっていってみんなで助け合っていくと

いうような方向性で進められるようにしていきたいと思います。 

○１番（平田慎一君） 町長その考え、よくわかります。こういうときこそ、地域の力

というか集落の力が必要であり、自主防災組織も含め、自助・共助の精神でですね

対応していくということが、集落に入るメリットや助け合いという部分ではですね

なってくるのかなというふうに思います。 

でも、その部分の意識の醸成というか啓発というかですねそういう部分が少子高

齢化の中で、情報がやっぱりうまく伝わっていない、集落の中でもやっぱり公民館

長が毎年変わるわけですから、それなりのところはですね、長くされているところ
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ももちろんありますけども、単年度でどうしても、その話がつながっていっていな

いという部分もありますので、その辺の対応は行政のほうでできる部分はしていっ

ていただきたいというふうに思います。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（宮本昭一君） 以上で、通告による一般質問は終了いたしました。これをもっ

て一般質問は終結いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 陳情第３号 商工会に対する令和３年度補助金要望等について 

日程第４ 陳情第４号 特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村補助金

（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望について 

○議長（宮本昭一君） 日程第３、陳情第３号「商工会に対する令和３年度補助金要望

等について」及び日程第４、陳情第４号「特産品の販路開拓支援事業に関する令和

２年度市町村補助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望につい

て」、お手元に配付の陳情文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いた

しましたので報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 以上を持って、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１時５７分 
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午前１０時００分開議 
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１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（１番，２番） 

日程第 ２ 議案第３０号 令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号） 

（特別委員長報告） 

日程第 ３ 議案第３１号 令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第  ４ 議案第３２号 令和２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

（文教経済常任委員長報告） 

日程第  ５ 議案第３３号 令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

（文教経済常任委員長報告） 

日程第 ６ 議案第３７号 町有財産（建物）の無償貸付について 

（特別委員長報告） 
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(特) 日程第 ９ 認定第 １号 令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 
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出決算認定について 
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日程第１６ 選任第 １号 令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決算審査特別委

員会委員の選任について 

日程第１７ 陳情第 ４号 特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町

村補助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）
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て 
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庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） おはようございます。これより、本日の会を開き、直ちに開議

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（宮本昭一君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１番、平田慎一君、及び

２番、富重幸博君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第３０号 令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第２、議案第３０号「令和２年度大崎町一般会計補正予算

（第４号）」を議題といたします。 

本案について、令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）審査特別委員会委

員長の報告を求めます。 

○審査特別委員会委員長（神﨑文男君） ただいま議題となりました議案第３０号、令

和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）について、令和２年度大崎町一般会計

補正予算（第４号）審査特別委員会における審査の経過と結果の報告をいたします。 

本議案は、９月１０日の本会議において当特別委員会に付託されたもので、９月

１４日に特別委員会を開催し、担当課長及び関係職員の出席を求め、補足説明を受

け審査いたしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３６億３,６７８万６,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３８億８,５３１万１,０００

円とするものであります。 

補正予算の内容については本会議において説明がなされておりますので、委員会

での主なものについて報告いたします。 

まず、款２項１目６節１２委託料１,１２４万２,０００円の城内共有墓地移設業

務委託料について、委員から、墓地移設に関しては、今後どのようなスケジュール

で進めていくのかとの問いに対し、今後については、墓石管理者との正式同意、新

しい共有墓地となる町有地周辺にお住まいの方々との正式同意、墓石を移設する事

業者との正式契約、墓地の管理を行う共有墓地管理組合の設立などを考えている。

また、管理者不明の墓地も複数あることから、正式に官報で公告した場合、１年経

過しなければ墓石の処分ができないことになっている。そのため、管理者不明の墓

石の処分については、来年の１０月以降になると見立てをしているとの答弁であり
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ました。 

次に、款２項１目１５節１７備品購入費１２１万円のＷｅｂ会議及びテレワーク

用機器について、委員から、Ｗｅｂ会議及びテレワーク用機器はどのような場合に

使用するのかとの問いに対し、コロナウイルス関係もあって、遠方の方と一緒に協

議することもなかなか難しい状況であるため、Ｗｅｂ会議システムを使って離れた

場所での打ち合わせに使用する。また、テレワーク用機器については、大崎町内等

でコロナウイルス感染症が蔓延した場合に、職員が自宅でも業務ができるようにす

るために整備するものであるとの答弁。 

次に、款４項２目１委託料９４８万５,０００円の炭素循環事業化可能性調査委

託料について、委員から、この事業はここ数年継続して行われている事業であるが、

実際に事業化できる見込みがあるのかとの問いに対し、これまでの調査において、

し尿を発酵させた後に１日で１００トンもの消化液が排出されるという結果から、

それを処分するための農地が約５００ヘクタール必要になることが課題となってい

る。今後、耕作者など、消化液を使う方の意見を集約して、結果に反映していきた

いと考えているとの答弁でありました。 

さらに、委員から、何年間も取り組んでいる事業であるため、よい形で事業化で

きるように進めていただくよう要望した。 

次に、款５項１目１５節１８負担金，補助及び交付金１４０万円の肥育牛経営支

援特別対策事業給付金等について、委員から、それぞれの給付金は現金支給での対

応となっているが、町内の消費を喚起する意味からも町内で使用できる商品券の配

付の考えはなかったかとの問いに対し、商品券の配布も検討したが、減収という観

点からも経営を持続していただきたいという趣旨で現金支給ということで最終決定

したとの答弁でありました。 

次に、款５項２目１節１２委託料３６５万９,０００円の森林所有者意向調査委

託料について、委員から、適切に管理をしていない森林の所有者が経営管理を町へ

委託した場合、地権者の負担はどうなるのかとの問いに対し、町へ委託した場合の

管理の方法は、経営に向く森林については意欲ある森林経営事業体の方へ委託をし、

経営に向かない森林については町が管理をすることになり、その分の費用について

は森林環境譲与税の積立てで賄うことになっているため、地権者の負担はないとの

答弁。 

次に、款９項２目３節１７備品購入費８,１９３万８,０００円の小学校ＩＣＴ教

育用備品について、委員から、学校管理費との間で予算の組み替えが行われている

が、タブレットなどの教育備品についての導入の時期はいつ頃か、また、購入に際

しては県との共同購入になるのかとの問いに対し、児童・生徒、教職員用のタブレ
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ット端末については、県の義務教育課の共同調達によるもので、採用業者も７月末

に決定している。納品については、早くても年明けの１月の予定であるとの答弁。 

また、委員から、通信運搬費のモバイルルーター使用料について、タブレット自

体にＳＩＭカードは入っていないのかとの問いに対し、今回の共同調達によるタブ

レットについてはＳＩＭでは対応ができないため、モバイルルーターということに

なるとの答弁。 

さらに、委員から、児童・生徒全員にモバイルルーターが配付されるということ

で理解してよいかとの問いに対し、基本的には、学校で使っていただくことになる

が、家に持ち帰ったときにインターネット環境がない家庭もあるため、その場合に

モバイルルーターを持たせて、オンライン学習等の環境を整えるものであるとの答

弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが討論もなく、採決の結果、議案第３０

号令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決すべきもの

と全出席委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）審査特別委員会における

審査の経過と結果について報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。 

議案第３０号「令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）」の委員長の報告

に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３０号「令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）」について、委員

長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３０号「令和２年度大崎町一般会計補正予算（第４号）」は、原
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案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第３１号 令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第３、議案第３１号「令和２年度大崎町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（神﨑文男君） ただいま議題となりました議案第３１号、令和

２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、審査の経過と

結果の報告をいたします。 

本議案は、９月１０日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月１１

日に委員会を開催し、担当課長及び関係職員の出席を求め、補足説明を受け審査い

たしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１５万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を１億７,４００万３,０００円とするものであります。 

補正予算の内容については本会議での説明のとおり、過誤納に係る保険料の還付

金であり、県広域連合から受け入れた分を被保険者の関係者等に還付するもので、

被保険者の死亡による還付金が主なものでありました。 

特に質疑はなく、その後、討論に入りましたが討論もなく、採決の結果、議案第

３１号令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決すべきものと全出席委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。 

議案第３１号「令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

の委員長の報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 
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お諮りします。 

議案第３１号「令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

について、委員長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３１号「令和２年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）」は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第３２号 令和２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第４、議案第３２号「令和２年度大崎町水道事業会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（富重幸博君） ただいま議題となりました議案第３２号、令和

２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）について、審査の経過と結果の報告

をいたします。 

本議案は、去る９月１０日の本会議において文教経済常任委員会に付託されたも

ので、９月１１日に委員会を開催し、担当課長並びに関係職員の出席を求め、審査

いたしました。 

それでは、委員会の中での主な審議について報告いたします。 

この補正予算は、収益的支出のうち、支出の第１款水道事業費用を１９５万,９

０００円に増額し、予算総額を２億１,０２２万１,０００円に、また、資本的支出

のうち、支出の第１款資本的支出を１,４５７万１,０００円増額し、予算総額を１

億４,４３６万６,０００円とするものです。 

内容については、本会議での説明のとおり、令和３年度に塩素消毒施設及び調整

槽の改修を行うための実施設計等に必要な経費の補正でありました。 

質疑に入り、中山第二水源地では、施設の構造上の問題から塩素処理に苦慮して

いるということであるが、中山第二水源地以外の施設ではどのような状況なのかと

の問いに対して、水道水の滅菌消毒については、滅菌ポンプにより次亜塩素をタン

クあるいは送水管に直接注入する方法により行っているところであるが、中山第二

水源地においては滅菌器が設置されているポンプ室から調整槽まで、距離にすると

５０メートルぐらい離れており、位置関係では調整槽が１段高いところに設置され

ている状況である。また、次亜塩素が流れる配管の状況については、滅菌ポンプか

らは平坦になっているが、途中から斜め上に向かい、その後、また平坦になって、
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一部露出して調整槽のタンクの中に入っている状況である。夏場等になると、気温

の上昇に伴って次亜塩素自体の温度も上昇するため、パイプの中に気泡が発生し、

その気泡自体が支障となり塩素が流れにくくなる現象が起こっているため、その気

泡を抜くなどの対応をしながら常に監視し、水道法に定められた最低の塩素濃度を

保つようにしている状況でありますが、その原因が把握しきれない部分があったり

するため、非常に苦慮しているとの答弁でありました。 

さらに、委員から、今回は実施設計業務委託料が計上されているが、令和３年度

で計画されている工事等の費用は、概算でどれぐらいになるのかとの問いに対し、

施設については直径８メートル、高さが１３メートルぐらいのステンレス製のタン

クで、容量としては約５６０トンぐらいを想定している。費用については、概算で

１億３,０００万円ぐらいになると考えているところであるが、今回、予算計上し

た実施設計業務委託を実施することによって細部の設計が把握できるようになるこ

とから、工事費等を含めた正確な予算額については細部の設計が完成した段階で把

握できるものと考えているとの答弁でありました。 

さらに、委員から、中山第二水源地は、昭和５０年に完成ということで、完成し

てから４５年が経過している状況であるが、他の水源地を含む水道施設についても

同じような時期に建設されている施設が多いと考えられるが、今後の水道施設の短

期・中期の整備計画について説明を求めたところ、水道施設としては、水源地や配

水池等の施設があるが、現状としては早急に改築などをしなければならないという

ような施設はないことから、現時点では、具体的に何年度にどの施設を設計したり、

更新するというところまでは至っていない状況である。しかしながら、施設によっ

ては昔の鉄筋コンクリート造りのものもあったり、昭和５４年に完成している施設

もあることから、今後の整備計画については現状を踏まえた上で検討していきたい

との答弁でありました。 

その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第３２号令和２年

度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべきものと全委

員の意見の一致をみました。 

以上で、文教経済常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。 

議案第３２号「令和２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」の委員長の

報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 
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よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３２号「令和２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」について、

委員長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３２号「令和２年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第３３号 令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

○議長（宮本昭一君） 日程第５、議案第３３号「令和２年度大崎町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（富重幸博君） ただいま議題となりました議案第３３号、令和

２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、審査の経過と

結果の報告をいたします。 

本議案は、去る９月１０日の本会議において文教経済常任委員会に付託されたも

ので、９月１１日に委員会を開催し、担当課長並びに関係職員の出席を求め、審査

いたしました。 

それでは、委員会の中での主な審議について報告いたします。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３２５万８,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を１億９,４２６万２,０００円とするものであります。 

内容については、本会議での説明のとおり、人事異動、無線通報装置の取替修繕

に伴う補正でありました。 

質疑に入り、下水道総務費が職員の定期異動による減となっているが、下水道係

の職員に負担がかかっているということはないかとの問いに対し、現在、下水道係
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については、課長補佐、それから主任及び会計年度任用職員の女性職員１名の、合

計３名で事業の運営に当たっている。４月の人事異動によって再任用の方が異動さ

れ、現在、事業の運営に支障を来しているとは考えていない状況である。なお、公

共下水道事業、令和６年度から公営企業法の適用を受けることになるため、それに

伴って公営企業会計に移行しなければならない状況であることから、この点を考慮

すると、令和６年度からの公営企業法の適用に向けてどのような配置をしたほうが

いいのかということについては、今後の課題であると認識しているとの答弁であり

ました。 

さらに、委員から、目２維持管理費の需用費について、アナログ回線をデジタル

回線に取りかえるということであるが、この通信機器の現状の説明を求めたところ、

町内には１７箇所のマンホールポンプ場があり、マンホールポンプ場の情報をアナ

ログ方式の無線で親局に送信しているという役割を担っている状況であるが、電波

法の改正によりアナログの無線が使用できなくなることから、デジタル無線方式に

かえるため需用費を計上したものである。なお、１７箇所のマンホールポンプ場の

うち、６箇所については、アナログ無線ではなく通常の携帯電話と同じ通信方式を

使っていることから、取りかえる必要がない状況であるとの答弁でありました。 

その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第３３号「令和２

年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」は、原案のとおり可決す

べきものと全委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会における審査経過と結果について報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。 

議案第３３号「令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」

の委員長の報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３３号「令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」
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について、委員長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号「令和２年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）」は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第３７号 町有財産（建物）の無償貸付について 

○議長（宮本昭一君） 日程第６、議案第３７号「町有財産（建物）の無償貸付につい

て」を議題といたします。 

本案について、旧大崎第一中学校跡地利用調査特別委員会委員長の報告を求めま

す。 

○旧大崎第一中学校跡地利用調査特別委員長（諸木悦朗君） ただいま議題となりまし

た議案第３７号、町有財産（建物）の無償貸付について、審査の結果と経過の報告

をいたします。 

本議案については、９月１０日の本会議において本特別委員会に付託されたもの

で、９月１４日に委員会を開催し、担当課長並びに関係職員の出席を求め、補足説

明を受け審査いたしました。 

この議案は、農業用ポリフィルムの再資源化事業を行うため、松本商会株式会社

に無償で貸し付けていた旧大崎第一中学校の屋内運動場と武道場について、新たに

事業譲渡先が見つかり、事業再開の見通しがついたため、新たな事業譲渡先となる

カラル株式会社との間で建物の貸付契約が必要となったことから提案されたもので

す。 

内容については、９月１０日の本会議において説明がありましたので、委員会で

の主な質疑について報告いたします。 

質疑に入り、今回、配付された資料の中にカラル株式会社の事業再生計画概要が

記載されており、松萬物産株式会社と上商株式会社からなる照日商事合同会社が、

大崎町内に新設とある。上商株式会社については、以前、松本商会が事業を行って

いたときも上商株式会社の従業員が働いていたという情報があるが、今回、事業を

継承するカラル株式会社と上商株式会社との関係性について説明を求めたところ、

上商株式会社については、平成３０年に松本商会が事業再開した際に、必要な従業

員を確保できないということもあり、上商株式会社から従業員を出向させて製造業

も担わせたと伺っている。今回の共同運営に対しては、工場再開に際して機械の操

作を熟知している状況であることから、製造の部分を担うということで共同運営を
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するというふうに伺っているとの答弁。 

さらに、委員から、今回の町有財産貸付の契約先はカラル株式会社のみなのかと

の問いに対し、今回、町有財産貸付の相手方はあくまでもカラル株式会社であると

の答弁。 

さらに、委員から、照日商事合同会社の法人登記は取り寄せているのかとの問い

に対し、今回、町有財産の無償貸付に際し、事業再生計画等で照日商事合同会社に

関する情報を把握したことから、今回お示ししたところではあるが、直接の相手方

ではなかったため、法人登記は取り寄せていない状況であるとの答弁。 

さらに、事業再生計画の概要によると、カラル株式会社は財産の所有及び経営管

理を行い、製造販売については照日商事合同会社がメインになると判断できる。そ

のような役割分担がしっかりと体制として構築されればいいと思うところであるが、

事業の再開に当たっては十分に慎重に進めてほしいと思う。以前のような事態が発

生すると大変であるので、その点についてしっかり把握しているのかとの問いに対

し、指摘された点についてはもっともである。本日配付した特別委員会用の資料に

ついては、今後の経営管理体制についても触れており、カラル株式会社は２年ごと

に大崎町とともに経営改善計画の見直しを行うことや、カラル株式会社により、破

産管財人に対し３年ごとに経営状況の報告を行うことが明記されており、裁判所が

カラル株式会社に対して事業譲渡許可決定を行った条件でもあったと考えるので、

そのような状況も踏まえた上で本格的に事業再開したときには前回のような事態が

発生しないように、実際の稼働状況を確認するなど注視していきたいと考えている

との答弁。 

さらに、配付資料の中に、財産状況報告集会における報告事項として、債権総額

は３億４,１３９万６,９２７円、配分金総額は２３９万８,２３２円とあるが、こ

の状況からすると一般財源から支出している補助金の返納額４,６００万円はほと

んど回収できないと認識していいのかという問いに対し、配分金総額が２３９万８,

２３２円である状況を考慮すると、４,６００万円の債権全てを取り戻すのは非常

に厳しい状況であるとの答弁。 

さらに、以前、松本商会が事業を行ったときには器具機材の無断売却が判明した

とのことであったが、１０月１日以降に稼働する状況を考えると、必要な機械がそ

ろっているのかどうか等、担当課としては確認しているのかという問いに対し、以

前、無断売却された機械については、専門の方に伺ったところ、製造そのもののレ

ーンから、不要になった機械を先に売却しており、今の状況でも稼働は可能である。

しかしながら、機械が動いていなかった期間があることから、その期間に機械が傷

んでいる可能性はあると伺っている。なお、既存の設備では製造がなかなか追いつ
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かないので、追加で機械を購入するということも伺っているとの答弁。 

さらに、委員から、今回、カラル株式会社が事業を継承し、事業を再開するに当

たって、地元住民への説明会は行わないのかとの問いに対し、第一中学校の跡地利

用については松本商会のこれまでの経緯もあることから、カラル株式会社に来てい

ただいて、地元住民の方を交えた説明会をしていただくようお願いしたいと考えて

いるとの答弁。 

さらに、町内からの雇用はあるのかという問いに対し、雇用予定者が１０名とな

っているが、地元の雇用の場になることから町内の方を優先的に採用していただく

ようお願いしていくとの答弁。 

さらに、委員から、今回再開される事業について、照日商事合同会社が製造販売

するということであるが、財産管理、経営管理を担うカラル株式会社が製造販売ま

で行うことはできないのかという問いに対し、事業を創めるに当たって、地元の農

家からのビニールの受け入れであったり、地元との交渉があることから、絶対に地

元の方は必要であるということで、照日商事合同会社との共同運営を行う形になっ

たと伺っているとの答弁。 

さらに、松本商会に対する訴訟の考え方について説明を求めたところ、町村会の

顧問弁護士に今回の案件について確認したところ、あくまでも町村会の顧問弁護士

の回答ではあるが、破産手続に関して裁判所から選任された破産管財人が要件を扱

って、配当の計算まで行うので、通常破産手続に関しては弁護士を立てることはな

いとの回答をいただいた。合わせて、今回の案件を一番熟知している破産管財人に

も、今後、町のほうで訴訟なりを起こした場合はどのようなことになるか確認した

ところ、これについてもあくまでも破産管財人の意見ということではあるが、今回

の案件については、機械を購入した際に購入した時点において、転売を目的に購入

をしておけば詐欺罪が立証できるけれども、経営不振となってやむを得ず売却した

場合には、故意に売却したということを問えないということで、詐欺罪の立証とい

うのは非常に難しいというような回答であったとの答弁。 

さらに、今の説明からすると、大崎町としては刑事及び民事での訴追はしないと

いうことで考えていると認識していいのかとの問いに対し、今回、配分金の総額が

２３９万８,２３２円しかないという状況であるため、町としても４,６００万の貴

重な財源を失っている状況でもあると認識している。しかしながら、町村会の顧問

弁護士への相談や破産管財人の弁護士の方々から話を聞く限り、仮に訴訟を起こし

た場合には、新たに訴訟費用は発生することになるが、なかなか回収できるものが

ない状況であるということから、非常に歯がゆい気持ちであるが今回はいかんとも

し難い状況であると認識しているとの答弁。 
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当委員会としては、これまで広報紙には松本商会に関する記事が掲載されている

状況ではあるが、町民に対して丁寧な説明責任を果たしていただくよう要望いたし

ました。 

その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第３７号「町有財

産（建物）の無償貸付について」は、可決すべきものと全委員の意見の一致をみた

次第であります。 

以上で、旧大崎第一中学校跡地利用調査特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。 

議案第３７号「町有財産（建物）の無償貸付について」の委員長の報告に対して、

何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３７号「町有財産（建物）の無償貸付について」について、委員長の報告

は可決であります。 

委員長の報告のとおり、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３７号「町有財産（建物）の無償貸付について」は、可決されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 報告第２号 令和元年度大崎町健全化判断比率の報告について 

○議長（宮本昭一君） 日程第７、報告第２号「令和元年度大崎町健全化判断比率の報

告について」を議題といたします。 

町長より報告を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 本案は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項
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の規定により、令和元年度大崎町健全化判断比率を監査委員の意見を付して報告す

るものでございます。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率でございますが、実質赤字は生じておらず、

実質赤字比率は該当ございません。 

次の実質公債費比率でございますが、本町は１０.３％となっております。これ

は、一般会計等が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する比

率の３カ年平均でございます。 

次に、将来負担比率でございますが、これは一般会計等が将来負担すべき実質

的な負債の標準財政規模に対する比率でございまして、本町は０％となっており、

該当なしという結果が出ております。監査委員の意見書によりますと、すべての比

率が早期健全化基準を下回り、良好な状態にあるとの評価をいただいておりますの

で、今後とも健全な財政運営に努めていく所存でございます。 

以上で報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これで報告は終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 報告第３号 令和元年度大崎町資金不足比率の報告について 

○議長（宮本昭一君） 日程第８、報告第３号「令和元年度大崎町資金不足比率の報告

について」を議題といたします。 

町長より報告を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

令和元年度資金不足比率を監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

水道事業会計、公共下水道事業特別会計ともに資金不足を生じておらず、資金

不足比率は該当ございません。監査委員の意見書によりますと、良好な状態にある

との評価をいただいておりますので、今後とも健全な財政運営に努めていく所存で

ございます。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これで報告は終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ９ 認定第１号 令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第１０ 認定第２号 令和元年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 日程第１１ 認定第３号 令和元年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 
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 日程第１２ 認定第４号 令和元年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第１３ 認定第５号 令和元年度大崎町水道事業会計決算認定について 

 日程第１４ 認定第６号 令和元年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

○議長（宮本昭一君） 日程第９、認定第１号「令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決

算認定について」、日程第１０、認定第２号「令和元年度大崎町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第１１、認定第３号「令和元年度大崎

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第１２、認定第４号

「令和元年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第１

３、認定第５号「令和元年度大崎町水道事業会計決算認定について」、日程第１４、

認定第６号「令和元年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、以上６件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

認定第１号、本案は令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定についてでござ

います。認定第２号、本案は令和元年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定についてでございます。認定第３号、本案は令和元年度大崎町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。認定第４号、本案は令和元

年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。認定第

５号、本案は令和元年度大崎町水道事業会計決算認定についてでございます。認定

第６号、本案は令和元年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てでございます。それぞれ６つの案件につきまして、法に基づき決算を行い、監査

委員の審査に付しましたので、監査委員の意見書を添付して、議会の認定をお願い

するものでございます。 

内容につきましては、それぞれの主管課長から説明申し上げますので、御認定く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、令和元年度一般会計歳入歳出決算について御説

明いたします。 

１ページをお願いいたします。まず、歳入の款の収入済額、不納欠損額、収入未

済額について御説明いたします。 

款１町税でございますが、収入済額１３億８,７５８万２,９０９円は、前年度に

対しまして３.７％の減となっております。不納欠損額６１８万９,７６３円でござ

いますが、時効完成等によるものでございます。収入未済額６,５１８万２,３０１
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円でございますが、これは現年度分と滞納繰越分を含めた未済額でございます。 

続きまして、款２地方譲与税でございますが、収入済額８,８２６万９,００８円

は、前年度に対して２.３％の増となっております。このうち、項３森林環境譲与

税は新設でございます。款３利子割交付金でございますが、収入済額７７万９,０

００円は、前年度に対し５８.７％の減となっております。款４配当割交付金でご

ざいますが、収入済額２３８万９,０００円は、前年度に対しまして１４.３％の増

となっております。款５株式等譲渡所得割交付金でございますが、収入済額１３７

万９,０００円は、前年度に対しまして４３.８％の減となっております。款６地方

消費税交付金でございますが、収入済額２億２,７３５万１,０００円は、前年度に

対して５.８％の減となっております。款７ゴルフ場利用税交付金でございますが、

収入済額７２７万２７３円は、前年度に対して１３％の減となっております。款８

自動車取得税交付金でございますが、収入済額７６２万７４６円は、前年度に対し

て４９.８％の減となっております。款９環境性能割交付金は新設でございますが、

収入済額２１３万６,８９２円となっております。款１０地方特例交付金でござい

ますが、収入済額１,４８９万１,０００円は、前年度に対して２２１.８％の増と

なっております。このうち、項２子ども・子育て支援臨時交付金は、幼児教育・保

育の無償化に伴うもので新設でございます。款１１地方交付税は、収入済額２６億

６,７４５万１,０００円は、前年度に対して０.９％の減となっております。なお、

内訳につきましては、普通交付税が２４億６,３６４万９,０００円、特別交付税が

２億３８０万２,０００円となっております。款１２交通安全対策特別交付金でご

ざいますが、収入済額２１４万３,０００円は、前年度に対して９.１％の減となっ

ております。 

２ページをお願いいたします。款１３分担金及び負担金でございますが、収入済

額１,９９６万８,１７１円は、前年度に対して４２％の減となっております。なお、

収入未済額４０万７,７４０円は、過年度保育料及び施設型給付費利用者負担金で

ございます。款１４使用料及び手数料でございますが、収入済額７,５７１万６,２

９５円は、前年度に対して４.３％の減となっております。不納欠損額６万４,４０

０円は、町税督促手数料の不納欠損でございます。収入未済額３５２万７,３００

円は、公営住宅及び町営住宅の使用料と町税督促手数料でございます。款１５国庫

支出金でございますが、収入済額９億５,０６０万６,７８７円は、前年度に対して

７.１％の減となっております。収入未済額４,８５２万５,５００円は、公共土木

施設災害復旧事業等に係る繰越明許費でございます。款１６県支出金でございます

が、収入済額７億６,５３１万４,３９２円は、前年度に対して９.８％の増となっ

ております。収入未済額５億１,２２３万２,０００円は、産地パワーアップ事業等
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に係る繰越明許費でございます。款１７財産収入でございますが、収入済額１,３

８５万３,１５３円は、前年度に対して２２.７％の減となっております。収入未済

額３７３万４,９００円は、建物及び土地貸付料でございます。款１８寄附金でご

ざいますが、収入済額２８億４,２３５万４,１３０円は、前年度に対して６７.

７％の増でございます。款１９繰入金でございますが、収入済額６億５,７５５万

４,０４５円は基金からの繰入金で、前年度に対して２２.９％の減となっておりま

す。款２０繰越金でございますが、収入済額２億９,２３３万２,９６７円でござい

ます。款２１諸収入でございますが、収入済額１億４,２４６万８,１１０円でござ

います。収入未済額は６,７９７万５,９４２円となっておりますが、これは、地域

経済循環創造事業交付金返還金等の未済額でございます。款２２町債でございます

が、収入済額３億８,９７４万６,０００円でございます。 

歳入合計でございますが、収入済額１０５億５,９１７万６,８７８円。不納欠損

額６２５万４,１６３円。収入未済額７億１５８万５,６８３円となっております。 

これで歳入を終わりまして、次に歳出でございますが、４ページをお願いいたし

ます。歳出につきましては、款の支出済額並びに不用額等について説明いたします。

款１議会費でございますが、支出済額９,６０４万７０４円、不用額５２万３,２９

６円でございます。款２総務費でございますが、支出済額１１億８,４０１万３,２

０５円は、前年度に対して５％の増でございます。不用額は１,２８１万８,０７３

円でございます。款３民生費でございますが、支出済額１６億１,２３６万７,３４

３円は、前年度に対して３.６％の増でございます。翌年度繰越額が１４０万１,０

００円となっておりますが、これはプレミアム付き商品券事業費でございます。不

用額は３,８６６万８,６５７円でございます。款４衛生費でございますが、支出済

額１１億４,５４４万５,８８１円は、前年度に対しまして１.７％の減でございま

す。不用額は１,０４２万５,１１９円でございます。款５農林水産業費でございま

すが、支出済額６億６,６８９万５,４２５円は、前年度に対しまして４,３％の減

でございます。翌年度繰越額が４億８,４４５万５,０００円となっておりますが、

これは産地パワーアップ事業等に係る事業費でございます。不用額は３６４万４,

５７５円でございます。款６商工費でございますが、支出済額２９億７,９４９万

２,８１５円は、前年度に対しまして４６％の増でございます。不用額は２５９万

３,１８５円でございます。款７土木費でございますが、支出済額６億４,０２６万

３,５８５円は、前年度に対しまして４.８％の減でございます。不用額は８５万３,

４１５円でございます。款８消防費でございますが、支出済額２億８,７１０万９,

８１７円は、前年度に対して０.４％の増でございます。不用額は３７３万４,１８

３円でございます。款９教育費でございますが、支出済額５億１,７２１万９,１２
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８円は、前年度に対しまして４８.２％の減でございます。翌年度繰越額が３,８３

８万円となっておりますが、これは小中学校のＩＣＴ教育環境施設整備事業に係る

事業費でございます。不用額は１,０６０万９,８７２円でございます。 

５ページをお願いいたします。款１０災害復旧費でございますが、支出済額５,

５８１万７,６４２円は、前年度に対しまして７０％の増でございます。翌年度繰

越額が１億７６６万８,０００円となっておりますが、これは昨年の豪雨災害に伴

う復旧事業費でございます。不用額は８９万９,３５８円でございます。款１１公

債費でございますが、支出済額９億３,７２２万８,０２７円は、前年度に対して２.

７％の増でございます。不用額は９万９,９７３円でございます。款１２予備費で

ございますが、不用額が２６３万３,７２２円でございます。歳出合計でございま

すが、支出済額１０１億２,１８９万３,５７２円、不用額８,７５０万３,４２８円

となっております。 

６ページをお願いいたします。一般会計の総括でございますが、歳入合計額１０

５億５,９１７万６,８７８円。歳出合計額１０１億２,１８９万３,５７２円。歳入

歳出差引額４億３,７２８万３,３０６円となっておりますが、このうち基金繰入額

が２億１,０００万円でございますので、翌年度への繰越額は２億２,７２８万３,

３０６円となっております。 

以上で説明を終わります。 

○保健福祉課長（相星永悟君） 続きまして、令和元年度大崎町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算につきまして、御説明いたします。歳入から御説明いたしますの

で、決算書の１ページをお願いいたします。 

収入済額、不納欠損額、収入未済額の順で御説明いたします。款１国民健康保険

税の収入済額は３億４３６万６,７７６円で、対前年度比２.７％の減。不納欠損額

４５２万８,０６３円、収入未済額は８,７４５万５,３５１円でございます。款２

使用料及び手数料の収入済額は２２万１,６００円、不納欠損額は３万５,７００円、

収入未済額は４８万３,９００円でございます。次の款３からは調定額の全額が収

入済でありますので、収入済額のみを申し上げます。款３県支出金は１３億７,７

０９万９４４円、対前年度比２.１％の増。款４財産収入は３２万６,４３０円。款

５繰入金は１億７,７１０万９,６０２円、対前年度比２４％の増。款６繰越金は１,

４４５万２,７５９円、対前年度比５６.４％の減。款７諸収入は７７５万１,１６

３円。款８国庫支出金は２２万円でございます。歳入合計は、収入済額１８億８,

１５３万９,２７４円で、対前年度比２.２％の増。不納欠損額は４５６万３,７６

３円、収入未済額は８,７９３万９,２５１円でございます。 

次に、歳出を御説明いたします。２ページをお願いいたします。支出済額、不用
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額の順で御説明いたします。款１総務費の支出済額は４８６万５,５２８円。不用

額は２８万４７２円。款２保険給付費の支出済額は１３億５,８０９万９,７０６円

で対前年度比２.６％の増。不用額は１,７４４万９,２９４円。款３国民健康保険

事業費納付金の支出済額は４億７,９７８万９,９１３円で、対前年度比９.１％の

増。不用額が３,０８７円。款４共同事業拠出金の支出済額が３４０円で、不用額

は６６０円。款５保健事業費の支出済額が１,８１６万６５４円で、対前年度比１

１％の減。不用額が１０８万８,３４６円。款６基金積立金の支出済額が３２万６,

４３０円で、不用額は５７０円。款７公債費の支出はございません。不用額が４万

５,０００円。款８諸支出金の支出済額が６１３万８,５８２円で、対前年度比８２.

９％の減。不用額が８７万９,４１８円。款９予備費は支出、不用額ともにござい

ません。歳出合計は、支出済額１８億６,７３８万１,１５３円で対前年度比２.

３％の増。不用額は１,９７４万６,８４７円でございます。 

３ページをお願いいたします。歳入合計額１８億８,１５３万９,２７４円。歳出

合計額１８億６,７３８万１,１５３円。歳入歳出差引額１,４１５万８,１２１円と

なります。このうち、基金への繰入額が１００万円で、翌年度へ繰越額１,３１５

万８,１２１円となっております。 

また、４ページから１５ページまで、歳入歳出決算事項別明細書、１６ページに

実質収支に関する調書、１７ページに財産に関する調書、１８ページに基金の運用

状況を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

続きまして、令和元年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまし

て御説明いたします。歳入から御説明いたします。決算書の１ページをお願いいた

します。 

収入済額、不納欠損額、収入未済額の順で御説明いたします。款１後期高齢者医

療保険料の収入済額は１億４７２万４,２１８円で、対前年度比７.５％の増。不納

欠損額は８００円、収入未済額は４９万６,３０２円でございます。款２使用料及

び手数料の収入済額は３万４,７００円、不納欠損額は４００円、収入未済額は６,

６００円でございます。 

次の款３繰入金から調定額の全額が収入済でありますので、収入済額だけを申し

上げます。 

款３繰入金は７,４４３万４,４２２円で、対前年度比２.５％の減。款４繰越金

は４４３万７,４５２円、対前年度比１.２％の増。款５諸収入は２６万１,５３４

円でございます。歳入合計は、収入済額１億８,３８９万２,３２６円で対前年度比

３.１％の増。不納欠損額は１,２００円、収入未済額は５０万２,９０２円でござ
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います。 

次に歳出を御説明いたします。２ページをお願いいたします。支出済額、不用額

の順で御説明いたします。 

款１後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は１億７,９４３万６,４２２円、

不用額が２８８万５７８円でございます。対前年度比３.１％の増。款２諸支出金

の支出済額が４万３,４００円、不用額が５万６,６００円。款３予備費の支出はご

ざいません。不用額が２万２,０００円でございます。歳入合計は、支出済額は１

億７,９４７万９,８２２円で対前年度比３.１％の増。不用額が２９５万９,１７８

円でございます。 

３ページをお願いいたします。歳入合計額１億８,３８９万２,３２６円、歳出合

計額１億７,９４７万９,８２２円。歳入歳出差引額４４１万２,５０４円となり、

全額翌年度へ繰り越すものでございます。 

４ページから６ページまでに歳入歳出決算事項別明細書、７ページに実質収支に

関する調書を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

続きまして、令和元年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして

御説明いたします。歳入から御説明いたします。決算書の１ページをお願いいたし

ます。 

収入済額、不納欠損額、収入未済額の順で御説明いたします。款１保険料の収入

済額は３億２,１２６万３,２０５円で、対前年度比３.６％の減、不納欠損額が５

４万９６０円、収入未済額が２８９万７,９１９円でございます。款２使用料及び

手数料は収入済額３万７,９００円、不納欠損額５,６００円、収入未済額３万１,

５００円でございます。 

次の款３からは調定額の全額が収入済でありますので、収入済額のみを申し上げ

ます。 

款３国庫支出金が５億５０８万３,００５円で、対前年度比２.２％の減。款４支

払基金交付金が４億７,０４４万２,０００円で、対前年度比２.３％の減。款５県

支出金が２億７,０８７万１,８２１円で、対前年比１.１％の減。款６繰入金は２

億４,２７１万１,７８６円で、対前年度比５.５％の増。款７繰越金が１億３,８７

８万２,２０８円で、対前年度比１７.６％の増。款８諸収入が８万４０８円でござ

います。歳入合計は、収入済額１９億４,９２７万２,３３３円で、対前年度比０.

１％の減。不納欠損額は５４万６,５６０円。収入未済額が２９２万９,４１９円で

ございます。 

次に歳出を御説明いたします。２ページをお願いいたします。支出済額、不用額
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の順で御説明いたします。款１総務費の支出済額が３９万８,５３１円、不用額が

９万１,４６９円。款２保険給付費の支出済額が１６億９,２９５万７,５１３円、

対前年度比２.１％の減。不用額が１億１,１５４万２,４８７円。款３地域支援事

業費の支出済額は５,０２４万１,８４３円。対前年度比８.５％の減。不用額が９

９５万８,１５７円。款４財政安定化基金拠出金の支出済額はございません。不用

額は１万円。款５公債費も支出済額はございません。不用額は１０万円。款６諸支

出金の支出済額が２,４４２万５,０７７円で、対前年度比１２.３％の減。不用額

が３２６万９,９２３円。款７予備費の支出はございません。不用額は１００万円

でございます。歳出合計は、支出済額１７億６,８０２万２,９６４円で、対前年度

比２.５％の減。不用額は１億２,５９７万２,０３６円でございます。 

３ページをお願いいたします。歳入合計額１９億４,９２７万２,３３３円。歳出

合計額１７億６,８０２万２,９６４円。歳入歳出差引額１億８,１２４万９,３６９

円となり、全額翌年度へ繰り越すものでございます。 

４ページから１５ページまでに歳入歳出決算事項別明細書を、１６ページに実質

収支に関する調書を添付しておりますので御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○水道課長（髙田利郎君） それでは、令和元年度大崎町水道事業会計の決算について

御説明申し上げます。 

決算書の１ページをお願いいたします。大崎町水道事業決算報告書でございます。

（１）収益的収入及び支出の収入でございますが、決算額と予算額の比較を申し上

げます。第１款水道事業収益は決算額２億３,３９４万４,７５７円で、５８５万７,

７５７円の増となりました。対前年比３.１％の減でございます。内訳は、第１項

営業収益が決算額２億１,３３７万９,６３０円で、２３１万４,６３０円の増とな

っております。対前年比４.２％の減でございますが、これは水道料金と手数料で

ございます。次に、第２項営業外収益が決算額２,０４６万２,６３９円で、３４４

万３,６３９円の増となりました。第３項特別利益は１０万２,４８８円で、９万９,

４８８円の増となっております。 

２ページをお願いいたします。支出でございます。第１款水道事業費用は決算額

１億８,５６３万３,０９８円で、不用額は２,０８０万６,９０２円となりました。

対前年比５.１％の減でございます。内訳は、第１項営業費用が決算額１億７,９１

５万３,４３２円で、不用額は１,４８３万９,５６８円であります。水源地や配水

施設の維持管理に必要な修繕や人件費等でございます。第２項営業外費用が決算額

６４６万７,８９２円で、不用額は３５７万９,１０８円でございます。これは、企

業債の償還利息が主なものでございます。第３項特別損失が決算額１万１,７７４
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円であります。過年度水道料金の減額が主なものでございます。第４項予備費は執

行がございませんので、不用額２００万円となっております。 

３ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございます。第１款

資本的収入は、決算額７３２万８,６１０円で、３万６,３９０円の減となりました。

対前年比１１％の減でございます。内訳は、第１項負担金が、決算額３２６万３,

５００円で、３万６,５００円の減でございます。第２項補助金、決算額が４０６

万５,１１０円で、１１０円の増でございました。これは、簡易水道補助事業の起

債償還に係ります元金分の一般会計からの補助金でございます。 

４ページをお願いいたします。支出でございます。第１款資本的支出は、決算額

１億３,０７４万９３６円で、不用額は２,３３５万２,０６４円でございました。

対前年比１３.２％の増でございます。内訳は、第１項建設改良費が決算額１億９

９５万２,４４９円で、不用額１,８３５万１,５５１円でございます。第２項企業

債償還金が決算額２,０７８万８,４８７円で、不用額５１３円であります。第３項

予備費は執行がございませんので、不用額５００万円となっております。 

表の下にありますが、これは補てん財源の説明でございます。資本的収入額が資

本的支出額に対しまして１億２,３４１万２,３２６円不足となりましたが、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８１１万３,２４１円、当年度分損益勘

定留保資金７,３６９万８,８８４円、減債積立金７６３万７,７８１円、建設改良

積立金３,３９６万２,４２０円で補てんしております 

９ページ以降に貸借対照表、キャッシュフロー計算書、事業報告書、収益費用明

細書等が添付してございますが、事業報告書の建設改良工事以外は、いずれも消費

税抜きの金額でございますので御留意の上、参照願いたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

続きまして、公共下水道特別会計の歳入歳出決算について御説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。 

最初に、歳入でございますが、款で説明させていただきます。款１分担金及び負

担金、収入済額２１７万５,０００円、不納欠損額３２万２,５００円、収入未済額

１２万５,５００円となりました。款２使用料及び手数料、収入済額３,１６４万４,

６４０円、不納欠損額４万８６０円、収入未済額は２１３万９,２８０円となりま

した。款４繰入金、収入済額１億１,６０１万１,０００円。款５繰越金、収入済額

３５８万４,５５６円。款６諸収入、収入済額１,２８５円。款７町債、収入済額３,

４６０万円となり、合計で収入済額１億８,８０１万６,４８１円。不納欠損額３６

万３,３６０円。収入未済額２２６万４,７８０円となっております。 

２ページをお願いいたします。歳出でございます。款１公共下水道事業費、支出
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済額４,００７万１８０円、不用額１７０万２,８２０円。款２公債費、支出済額１

億４,３２３万１,９７２円、不用額６万９,０２８円。款３予備費は、当初予算１

００万円計上しておりますけれども支出がありませんので、同額が不用額１００万

円となっております。歳出の合計で、支出済額１億８,３３０万２,１５２円、不用

額２７７万１,８４８円となっております。 

３ページをお願いします。歳入合計額１億８,８０１万６,４８１円、歳出合計額

１億８,３３０万２,１５２円、歳入歳出差引額４７１万４,３２９円となりまして、

全額翌年度へ繰り越しております。 

なお、４ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書

が添付してございますので御参照願いたいと思います。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。まず、認定第１号について質疑はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第２号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第３号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第４号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第５号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第６号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 全般を通して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま、議題となっております認定第２号、認定第３号及び認定第４号は、会
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議規則第３９条第１項の規定により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

次に、認定第５号及び認定第６号は、会議規則第３９条第１項の規定により文教

経済常任委員会に付託いたします。 

次に、認定第１号の審査方法についてお諮りします。本案は、１０名を定数とす

る決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、認定第１号については、１０名を定数とする決算審査特別委員会を設置

して審査することに決定いたしました。 

重ねてお諮りいたします。決算審査に際し証書類は認定の対象とならないとされ

ておりますが、審査の過程において書類の提出や証人等の出頭証言を求める必要が

ある場合を考慮して、地方自治法第９８条の検査権並びに同法第１００条の調査権

を委託して付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、総務厚生常任委員会、文教経済常任委員会及び決算審査特別委員会に対

して、地方自治法第９８条の検査権並びに同法第１００条の調査権を委託して付託

することに決定いたしました。 

さらにお諮りします。ただいま付託いたしました認定第１号、認定第２号、認定

第３号、認定第４号、認定第５号及び認定第６号は、閉会中の特定審査案件として、

総務厚生常任委員会、文教経済常任委員会及び決算審査特別委員会に、次の議会ま

で継続審査することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号及び認定

第６号は、閉会中の特定審査案件として次の議会まで継続審査することに決定いた

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第３８号 令和元年度大崎町水道事業剰余金の処分について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１５、議案第３８号「令和元年度大崎町水道事業剰余金

の処分について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 
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本案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度大崎町水道事

業剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。地方公営企業会計

制度の新会計基準移行による未処分利益変動額７億１,５０９万５,７６０円を除く

当年度実未処分利益剰余金２,５３６万１,４４１円のうち、２,５００万円を建設

改良積立金へ、３６万１,４４１円を翌年度へ繰り越すものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３８号は、会議規則第３９条第１項の規定

により文教経済常任委員会に付託いたします。 

さらにお諮りいたします。ただいま付託いたしました議案第３８号は、閉会中の

特定審査案件として、次の議会まで継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３８号は、閉会中の特定審査案件として、次の議会まで継続審査

に付することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 選任第１号 令和元年度大崎町一般会計歳入歳出決算審査特別委員会委

員の選任について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１６、選任第１号「令和元年度大崎町一般会計歳入歳出

決算審査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。 

お諮りします。特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規

定により、１番、平田慎一君、２番、富重幸博君、３番、児玉孝德君、４番、稲留

光晴君、５番、神﨑文男君、７番、吉原信雄君、８番、中山美幸君、９番、上原正

一君、１０番、小野光夫、１１番、諸木悦朗君、以上１０名の諸君を指名いたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました１０名の諸君を、令和元年度大崎町一般会計

歳入歳出決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

これより、特別委員会委員会の委員長及び副委員長の互選をしていただきます。

委員会条例第８条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長は、特別
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委員会において互選することになっております。さらに、同条例第９条第１項の規

定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及

び場所を定めて互選を行わせることになっておりますので、これより特別委員会の

委員長及び副委員長の互選を、議員控室でしていただきます。 

これより暫時休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３４分 

再開 午前１１時３９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長の氏名を報告い

たします。委員長に１１番、諸木悦朗君、副委員長に５番、神﨑文男君が選任され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 陳情第４号 特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村補助

金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望につ

いて 

日程第１８ 陳情第３号 商工会に対する令和３年度補助金要望等について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１７、陳情第４号「特産品の販路開拓支援事業に関する

令和２年度市町村補助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望につい

て」、日程第１８、陳情第３号「商工会に対する令和３年度補助金要望等について」、

以上２件を一括議題といたします。 

本陳情については、地方自治法第１１７条の規定により、中山美幸君及び児玉孝

德君が除斥の対象となります。よって、退場をお願いいたします。 

［中山美幸君、児玉孝德君 退場］ 

本件について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（神﨑文男君） ただいま議題となりました陳情第４号、特産品

の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村補助金（補正予算）及び令和３年度

補助金（当初）の要望について、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果の

報告をいたします。 

陳情者は、大崎町仮宿１０３２番地、大崎町商工会会長、中山美幸氏であります。 

本陳情については、９月１７日の本会議において、当委員会に付託されたもので、

去る９月１７日に委員会を開催し、審査いたしました。 

陳情の趣旨は、商工会地域の特産品の販路開拓・拡大のために、新商品の開発、
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テスト販売、県内外での特産品の販路開拓支援のための物産イベント等を、鹿児島

県及び各市町村の補助を得て実施しているが、今般の新型コロナウイルス感染症の

拡大により地域の事業者及び地域経済は大きな影響を受けており、この影響を克服

し特産品販売促進を図るためには、特産品の販路開拓支援事業をより一層進める必

要があることから、補助金を要求するものでありました。 

陳情内容の審査に当たり、担当課である企画調整課長及び関係職員の出席を求め、

令和２年度の商工会に対する補助金の予算の状況等について説明を受け、審査いた

しました。担当課の事業内容の説明では、この販路開拓支援事業は鹿児島市の天文

館で「かご市」というイベントで行うものであり、本町の事業者も、３年ぐらい前

からそこで店頭販売をしており、生産した産品販売に対しての支援事業であります。

県の補助金及び県内の市町村からの補助金で出展料を賄っている事業でもあり、本

町においては平成２９年度の補正予算に予算を計上し、それから毎年予算計上して

いる状況であるとの説明でありました。 

委員間の討議では、特産品の販路開拓支援事業については既に予算化され、今年

度も継続して予算措置が行われている状況であるため、補助金要望については必要

性を感じないとの意見が出され、他委員も同意見であったことから、委員会による

討議を終結し、その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、陳情第４

号、特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村補助金（補正予算）及び

令和３年度補助金（当初）の要望については、不採択とすることに決定した次第で

あります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 

次に、陳情第３号、商工会に対する令和３年度補助金要望等について、総務厚生

常任委員会における審査の経過と結果の報告をいたします。 

陳情者は、大崎町仮宿１０３２番地、大崎町商工会会長、中山美幸氏であります。 

本陳情については、９月１７日の本会議において、当委員会に付託されたもので、

去る９月１７日に委員会を開催し、審査いたしました。 

この陳情の趣旨は、商工会は、小規模事業者の経営改善と地域商工業の振興発展

を図るとともに、各種のイベント、ボランティア活動等を実施することにより地域

社会全体の振興発展と活性化に積極的に取り組み、小規模企業振興基本法に基づく

伴走型支援や創業支援を行うなど、多様化する商工業者の相談ニーズに対し、より

高度で専門的な指導を行っているところである。商工会が、このような事業を実施

するに当たっては、その財源の安定的確保による財政基盤の強化が大きな課題であ

るため、商工会の運営等に対する令和３年度補助金の増額を求める要望でありまし

た。なお、この陳情書と同じ内容で、町長宛にも要望書が提出されているとのこと
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です。 

陳情の内容は、項目の１、商工会に対する令和３年度補助金の増額について、及

び項目２の地域特産品の販路開拓支援事業等に対する予算的支援についての２項目

でありましたが、項目２の陳情については、別途提出されている陳情第４号の内容

と重複しており、先ほどの陳情第４号の報告のとおり、既に予算計上してある事業

に対する補助金申請であったことから、不採択であります。 

項目１の陳情内容の審査に当たり、担当課である企画調整課長及び関係職員の出

席を求め、令和２年度の商工会に対する補助金の予算の状況等について説明を受け、

審査しましたので、委員会での主な討議について報告いたします。 

まず、担当課に予算額等の内容について説明を求めたところ、現在、商工会振興

事業補助金として３４２万円の予算措置を行っている。この予算措置を行うに当た

っては、毎年商工会側とも協議した上での予算措置であり、今回の陳情については

来年度に向けての要望であることから、再度要望を踏まえての協議を行うことにな

ると思うが、本町の財政状況などを踏まえて、今後検討していかなければいけない

と思っている。また、商工会側からは、非常に運営費が足りておらず各種事業活動

を実施するに当たっては、創意工夫をしながら財源を捻出している状況であると伺

っているとの説明でありました。 

委員間の討議では、各種事業を遂行する上で自己負担が増大し、そのため財政捻

出に苦慮しているという現状は理解できるが、平成３０年度から商工会イベント事

業補助金を３０万円増額している現状を踏まえると、現状と同額の補助金が妥当で

はないかとの意見が出され、他委員も同意見であったことから、委員会による討議

を終結し、その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決に入り、採決の結果、

陳情第３号、商工会に対する令和３年度補助金要望等については、不採択とするこ

とに決定した次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。陳情第４号「特産品の販路開拓支援

事業に関する令和２年度市町村補助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）

の要望について」の委員長報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

次に、陳情第３号「商工会に対する令和３年度補助金要望等について」の委員長

報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 
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よって、質疑はこれを持って終結いたします。 

これより討論に入ります。 

陳情第４号「特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村補助金（補正

予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望について」討論はありませんか。 

○９番（上原正一君） 委員会においては補助をすべきでないというような結論が出た

ようでございますが、私たち果樹部会などを考えますと、大崎の特産品ということ

でマンゴーをはじめパッション、いろいろと晩柑類を含めて特産品としてふるさと

納税にもかかわっているわけでございますが、是非ともこの方向で商工会自体の運

営については節約をしてもらって、特産品販売については、天文館を含め活動を活

発にしていただきたいと思いますので、補助金については賛成すべきだと思います。 

以上でございます。 

○議長（宮本昭一君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、陳情第４号「特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村補

助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望について」採決いたします。

この採決は、起立によって採決します。 

この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。陳情第４号「特産品の販路開拓

支援事業に関する令和２年度市町村補助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当

初）の要望について」採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○議長（宮本昭一君） 起立少数です。 

したがって、陳情第４号「特産品の販路開拓支援事業に関する令和２年度市町村

補助金（補正予算）及び令和３年度補助金（当初）の要望について」は、不採択と

することに決定いたしました。 

次に、陳情第３号「商工会に対する令和３年度補助金要望等について」討論はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれを持って終結いたします。 

これより、陳情第３号「商工会に対する令和３年度補助金要望等について」を採

決いたします。この採決は起立によって採決します。 

この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。陳情第３号「商工会に対する令
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和３年度補助金要望等について」採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○議長（宮本昭一君） 起立少数。 

したがって、陳情第３号「商工会に対する令和３年度補助金要望等について」は、

不採択とすることに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 発委第１号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出

について 

○議長（宮本昭一君） 日程第１９、発委第１号「新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出に

ついて」を議題といたします。 

趣旨説明を求めます。 

○５番（神﨑文男君） 発委第１号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政

の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出について。大崎

町議会議長、宮本昭一殿。提出者、総務厚生常任委員会委員長、神﨑文男。令和２

年９月２４日提出。 

上記の議案を、別紙のとおり、地方自治法第１０９条第７項及び大崎町議会会議

規則第１４条第３項の規定により提出します。 

なお、意見書提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財

務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・

ひと・しごと創生担当大臣宛であります。 

意見書（案）の趣旨及び説明については、意見書（案）の朗読をもってかえさせ

ていただきます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、

国民生活への不安が続いている中で、地方税、地方交付税等の一般財源の激減が避

けがたくなっている。地方自治体は、福祉、医療、教育、子育て、防災・減災、地

方創生、地域経済活性化、雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化

する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政はかつてない厳しい状況になることが

予想される。 

よって、国においては令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事

項を確実に実施されるよう強く要望する。 

１、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確

保・充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう発行額の縮
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減に努めるとともに、償還財源を確保すること。 

２、地方交付税については、引き続き、財源保障機能と財源調整機能が適切に発

揮できるよう総額を確保すること。 

３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の

減収補填措置を講ずるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消

費税を含め弾力的に対応すること。 

４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、

国税、地方税の政策税制については積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続

に当たっては、有効性、緊急性を厳格に判断すること。 

５、特に固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺る

がす見直しは、家屋・償却資産を含め断じて行わないこと。また、新型コロナウイ

ルス感染症緊急経済対策として講じられた特別措置は、本来、国庫補助金等により

対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来を持って確実に終了す

ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

令和２年９月２４日。鹿児島県大崎町議会議長、宮本昭一。 

以上、よろしく審議の上、御可決くださるようお願いいたします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております発委第１号は、会議規則第３９条第２項の規定に

より、委員会付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

発委第１号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対

し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出について」は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 
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よって、発委第１号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出について」は、原案のと

おり可決されました。 

なお、ここでさらにお諮りいたします。 

ただいま可決されました意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総

務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大

臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣宛に提出されたいとの要望であります。 

町議会議長名をもって、それぞれの関係各機関宛に提出することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま可決された意見書は、町議会議長名をもって、それぞれの関係

各機関宛に提出することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 発委第２号 大崎町議会基本条例の一部を改正する条例の提出について 

○議長（宮本昭一君） 日程第２０、発委第２号「大崎町議会基本条例の一部を改正す

る条例の提出について」を議題といたします。 

趣旨説明を求めます。 

○７番（吉原信雄君） ただいま議題となりました発委第２号、大崎町議会基本条例の

一部を改正する条例の提出について説明いたします。 

発委第２号、大崎町議会基本条例の一部を改正する条例の提出について。大崎町

議会議長、宮本昭一殿。提出者、議会運営委員会委員長、吉原信雄。令和２年９月

２４日提出。 

上記の議案を、別紙のとおり、地方自治法第１０９条第７項及び大崎町議会会議

規則第１４条第３項の規定により提出します。 

提出の理由につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて新しい

生活様式が提言されるなど、住民の生活、地域経済が受けた影響は甚大である。本

町議会においても、感染予防の観点から議会の会議の在り方についていろいろな対

応をとってきたところであります。 

このような中、大崎町議会基本条例に基づいて行われてきた町民への議会報告会

が、本年度においては開催が厳しいものとなってきております。今後においても、

特殊な事情等により議会が果たすべき役割と責務が困難なことが起こりうることが

考えられることから、大崎町議会基本条例の一部改正を行うものです。 

大崎町議会基本条例の第４条の見出しが、住民参加及び町民との連携であります。
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第４項では、議会報告会について、「少なくとも年１回開催するものとする。」と謳

っております。この第４項の末尾に、ただし書きとして、「ただし、特別な事情が

ある場合は、この限りでない。」を加えるものです。 

附則として、この条例は、公布の日から施行するものです。 

よろしく審議の上、御可決くださるようお願いいたします。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております発委第２号は、会議規則第３９条第２項の規定に

より、委員会付託を省略します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

発委第２号「大崎町議会基本条例の一部を改正する条例の提出について」は、原

案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、発委第２号「大崎町議会基本条例の一部を改正する条例の提出につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（宮本昭一君） 日程第２１、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて」を議題といたします。 

町長の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、現在人権擁護委員であります上檔利春氏が、令和２年１２月３１日で任

期満了となりますことから、引き続き同氏を推薦するものでございます。 

氏の住所は、大崎町永吉１１７番地１で、昭和２６年４月２９日生まれの６９歳

でございます。氏は、平成２４年３月に大崎町役場を定年退職され、退職後は、鹿

児島県交通安全協会志布志地区協会に４年間勤務され、現在、人権擁護委員として
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地域のために積極的に貢献されておられます。人望も厚く、人格識見ともに高く、

広く社会の実状に精通し、人権擁護委員として適任と思われます。 

任期は３年間で、今回２期目をお願いするものであります。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（宮本昭一君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれを持って終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第１号は、会議規則第３

９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」は適任である旨、答申したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は

適任である旨、答申することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 議員派遣の件 

○議長（宮本昭一君） 日程第２２「議員派遣の件」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

別紙のとおり、本町議会議員を派遣いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、別紙のとおり、本町議会議員を派遣することに決定いたしました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 閉会中継続審査・調査申出書 

○議長（宮本昭一君） 日程第２３「閉会中継続審査・調査申出書について」を議題と

いたします。 

委員会の決定に基づき、お手元に配付してある写しのとおり、４委員長から申し

出があります。 

お諮りします。 

４委員長の申し出のとおり決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮本昭一君） 御異議なしと認めます。 

よって、４委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査は可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮本昭一君） 以上をもって、本日の日程の全部を終了し、本定例会の全日程

を終了いたしましたので、令和２年第３回大崎町議会定例会を閉会いたします。御

苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時１０分 
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